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（注１）本書において、文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の語句は、下記の意味を有するものとする。

 

「当社」又は「提出会社」 中国法に従い2004年10月12日に中国において登録された株式責任会

社である東風汽車集団股份有限公司、又は文脈により当該設立日前

のある時点に言及する場合は、その設立に際して当社に出資された

事業体及び当社が実施していた事業をいう。

  

「東風合弁会社」 2023年12月31日において当社、当社の子会社又は共同支配会社（そ

れぞれの各子会社及び共同支配会社を含む）が持分を有する共同支

配会社をいう。

  

「東風汽車集團有限公司」又は「DMC」 中国法に基づき設立された国有企業であり、かつ、当社の親会社で

ある東風汽車集團有限公司（Dongfeng Motor Corporation）をい

う。

  

「東風汽車グループ」又は「当社グループ」 当社及びその子会社、東風合弁会社並びにそれぞれの各子会社及び

関連会社をいう。

東風汽車グループに関して本書で提供される全ての情報には、当社

グループ及び全ての当該会社全体（当社グループの構成会社による

当該会社の所有レベルを考慮しない）の情報が含まれる。

 

「香港上場規則」 香港証券取引所における証券上場規則（その後の改正を含む）をい

う。

  

「香港」 中華人民共和国香港特別行政区をいう。

  

「合弁会社」 合弁とは共同取決めの一種であり、当該取決めを共同支配する当事

者が、合弁会社の純資産に対する権利を有する。共同支配とは、契

約上合意された取決めの支配権の共有をいい、関連する活動に関す

る意思決定に際して、支配を共有する当事者の一致した合意を必要

とする場合にのみ存在する。

  

「共同支配会社」又は「JCE」 共同支配対象であり、その結果、いずれの参加当事者も、共同支配

会社の経済活動に対して一方的な支配権を有しない合弁会社をい

う。合弁当事者による共同支配企業への投資は、比例連結（合弁当

事者の連結財務書類において類似する各項目に有する合弁事業の資

産、負債及び損益の勘定項目別ベースでの持分割合を計上する）に

より計上することができる。利益配分率が、合弁当事者が有する共

同支配企業の持分と異なる場合、当該共同支配企業の資産、負債及

び損益に対する合弁当事者の持分は、合意された利益配分率に基づ

き決定される。共同支配会社の業績は、受取配当金及び未収配当金

の範囲内で、合弁当事者の損益計算書に計上される。合弁当事者に

よる共同支配会社への投資は、固定資産として取り扱われ、かつ減

損控除後原価で計上される。

 

「中国」 中華人民共和国をいう。但し、文脈上要求される場合を除き、本書

における中国に対する地理上の言及は、香港、マカオ及び台湾を除

く。
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「SFO」 証券先物条例（香港法第571章）（その後の修正、追補その他変更

を含む）をいう。

  

「親会社グループ」 東風汽車集團有限公司及びその子会社（当社グループを除く）をい

う。

 

（注２）

便宜上、本書に別途記載のない限り、人民元建ての金額は、中国通信社配信による2024年５月17日現在の中国人民銀行の中

心値である１人民元＝21.76円にて日本円に換算され、また香港ドル建ての金額は、2024年５月17日現在の株式会社三菱ＵＦ

Ｊ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値１香港ドル＝19.94円のレートにて日本円に換算されている。人民元又は香港ドル建

て金額が、過去又は現在において、かかるレート又は当該日若しくはその他の日付現在におけるその他のレートにて日本円

に換金されうる旨の表明は一切なされない。

 

（注３）

本書中の表に記載される数字が四捨五入される場合は、その計数の総和が合計と一致しないことがある。
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第一部【企業情報】

 

第１ 【本国における法制等の概要】

 

１【会社制度等の概要】

(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】

 

会社法

 

1993年12月29日に第８期全国人民代表大会常務委員会は中国会社法（以下「会社法」という）を採択し、同法は、

1994年７月１日から施行され、1999年12月25日に第１回目の改正、2004年８月28日に第２回目の改正、2005年10月27

日に第３回目の改正、2013年12月28日に第４回目の改正、そして2018年10月26日に第５回目の改正が行われた。改正

会社法は、2018年10月26日から施行された。

2023年２月17日に、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」という）は、「国内企業の国外における証券発行及び

上場に関する管理試行弁法」（以下「管理試行弁法」という）を公布し、2023年３月31日に施行された。これに伴

い、「海外上場会社定款の必須条項」（以下「必須条項」という）は、管理試行弁法により同時に廃止された。国務

院によって2023年２月14日に公布され、2023年３月31日に発効した「一連の行政の承認事項等の取消又は調整に関す

る国務院決定」に従い、「株式会社による海外での募集株式発行及び上場に関する国務院特別規則」（以下「特別規

則」という）は廃止された。

以下は会社法（2005年10月27日の改正を含む）、管理試行弁法及び定款ガイドラインの主な規定を要約したもので

ある。

 

総論

 

「株式責任会社」とは、会社法に基づいて設立され、登録資本が額面の等しい株式に分割されている法人をいう。

株式責任会社の株主の責任は引き受けられた株式の範囲に制限され、また株式責任会社の責任は所有する資産の総額

に制限される。

会社は法律及び商業上の倫理に従って事業を営まねばならない。会社はその他の企業に投資することができる。但

し、投資会社の債務を連帯して負う出資者にはならないものとする。
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設立

 

合弁株式会社は発起又は募集によって設立することができる。

合弁株式会社は最低２名かつ最高200名の発起人によって設立することができるが、少なくとも発起人の半数は中国

に居住していなければならない。管理試行弁法に従って、国有企業又は、資産の過半数を中国政府が保有している企

業は関係規則に従って再構築して、海外の投資家に株式を発行することのできる株式責任会社になることができる。

発起によって設立された合弁株式会社は発起人が発行される株式の全てを引き受けた会社である。募集によって設

立された合弁株式会社は、発起人が発行される株式の一部を引き受け、かつ一般大衆又は特定対象者が残りの株式を

引き受けた会社である。

合弁株式会社が発起によって設立された場合、登録資本は発起人全員によって引き受けられ、かつ会社登録機関に

登録された株式資本の総額である。かかる会社は、発起人によって引き受けられた株式が全額払い込まれる前に第三

者に対し株式の募集を行うことが禁止されている。合弁株式会社が募集によって設立された場合、登録資本は所轄の

会社登録機関に登録した払込済株式資本の総額であり、法律又は法規に別段の定めがある場合を除き、株式総数の

35％以上を発起人が引き受けるものとする。

株式会社の登録資本の実際の支払い及び最低登録資本に関する法律、行政法規及び国務院の決定による別段の定め

がある場合は、これらが優先するものとする。

発起人は発行済み株式が全額払い込まれた後、30日以内に設立総会を招集するものとし、引受人全員に通知を送付

するか、又は総会の15日前に設立総会の日付を公示するものとする。設立総会は会社の株式総数の50％超に相当する

株式を保有する引受人が出席した場合に限って開催することができる。設立総会では発起人が提案した定款の草稿の

採択、会社の取締役会及び監督役会の選任などを含めるがそれに限られない事項を審議する。設立総会の全ての決議

は設立総会に出席した議決権の半数以上を保有する引受人の承認を要する。

設立総会が終了してから30日以内に取締役会は会社の設立を登録するために登録機関に申請を行うものとする。合

弁株式会社は所轄の工商行政管理局が登録を承認し、営業許可証が交付されて初めて正式に設立され、法人格を付与

される。

合弁株式会社の発起人は(i)会社が設立できなかった場合に設立過程で発生した全ての費用及び債務の支払い、(ii)

会社が設立できなかった場合に引受人に対する引受金額（同一期間で引受金額を預金した場合に発生する預金の利息

を含む）の弁済、及び(iii)会社設立の過程で発起人が犯した不履行の結果として会社が被った損害に関して、それぞ

れ個別にまた連帯して責任を負うものとする。1993年４月22日に国務院が公布した株式の発行及び売買に関する暫定

規定（中国国内における株式の発行及び売買並びに関連する活動に限定して適用される）に従って、会社が募集に

よって設立された場合、会社の全発起人又は全取締役は主要引受人と同様に文書の内容の正確性に関して連帯責任を

負い、文書に誤解を招く記述又は重要な情報の記載漏れがないことを確認する義務を負う。

 

株式資本

 

発起人は通貨、現物又は金額ベースで評価可能かつ法律に従って譲渡可能な重要な資産、知的所有権、土地使用権

等（但し、法律及び行政法規の定めに従い資本拠出のための使用が禁止されている財産を除く）を提供することによ

り、資本拠出を行うことができる。

資本拠出のために使用される金銭以外の財産は、評価及び認証が行われるものとするが、過大又は過小に評価され

てはならない。かかる財産の評価に関しては、法律又は行政法規に定める規定が優先するものとする。

現金以外で資本拠出が行われた場合、拠出される資産の評価及び確認を行った上で、株式に転換しなければならな

い。発起人は、法律に従い、財産権の移転手続を行うものとする。
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会社は記名式又は無記名式の株券を発行することができる。但し、発起人及び法人に発行する株式は記名式株券の

形とし、異なる名前又は代理人の名前で登録することはできない。

管理試行弁法は、海外で証券を発行及び上場する国内企業は、外国通貨又は中国元（人民元）建てで資金調達及び

配当を行うことが可能であるとしている。

企業が海外での発行及び上場を完了した後、当該企業が同一の海外市場で証券を発行する場合、当該企業は、当該

発行の完了後３営業日以内にCSRCに届出を行わなければならない。

株式の募集価格は額面と同じか又はそれ以上とし、額面を下回ってはならない。

株主が保有する株式を譲渡する場合は適法に設立された香港証券取引所を通じて、又は国務院が定めるその他の方

法により行わねばならない。株主が記名株式を譲渡する場合、裏書き又は法律若しくは行政法規に定めるその他の手

段によらねばならない。無記名式の株券については株券を譲渡人に引き渡すことによって譲渡される。

会社の発起人が保有する株式は会社の設立から一年間、譲渡してはならない。また会社の取締役、監督役及び経営

幹部は一年間に保有する株式の25％以上を任期中に譲渡してはならず、かかる会社の株式は上場日から一年間、譲渡

してはならない。上記の者らは、保有する会社の株式を退社後６か月以内に譲渡してはならない。一人の株主が保有

できる会社の株式の保有比率に関して会社法に基づく制限はない。

 

増資

 

新株の公募による会社の増資は総会で株主の承認を得るとともに、証券法に基づき規定された以下の条件を満たさ

ねばならない。

 

(i) 会社が健全かつ良好に運営される組織であること

(ii) 会社が継続的な運営能力を有していること

(iii) 過去三年間、財務・会計報告に関して適正意見の付された監査報告書を発行していること

(iv) 過去三年間、会社並びにその支配株主及び実際の支配者が汚職、贈賄、収賄、財産の着服、業務上

横領又は社会経済秩序の破壊の罪を犯していないこと

(v) その他国務院の証券監督当局が要求する事項を満たすこと

 

管理試行弁法は、従前に証券の発行及び上場を行った海外市場と同じ市場において、発行会社がその後証券を発行

する場合、かかる発行の完了後３営業日以内にCSRCへの届出を行うものとし、従前に証券の発行及び上場を行った市

場以外の他の海外市場において、発行会社がその後証券を発行及び上場する場合、管理試行弁法第16条第１項の規定

に従って届出を行うものとしている。

発行された新株が全額払い込まれた後、会社は国家市場監督管理総局（以下「市場監督管理総局」という。）又は

その地方事務所で登録の変更を行い、その旨を公告しなければならない。
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減資

 

会社は会社法に定める以下の手続きに従って減資をすることができる。

 

(i) 会社は貸借対照表及び財務書類を作成するものとする

(ii) 株主総会で株主が登録資本を減資することを承認しなければならない

(iii) 会社は減資を承認する決議が可決されてから10日以内に減資する旨を債権者に通知し、30日以内に

新聞に公告するものとする

(iv) 会社の債権者は法律に定める期限内通知を受領してから30日以内又は受領されない場合は最初の公

告から90日以内に会社に対して債務の弁済又は債務に対する保証の提供を求めることができる

(v) 会社は所轄の工商行政管理局に登録資本の減資の登録を申請しなければならない

 

株式の買戻し

 

会社は、以下のいずれかの目的以外のために、自社の株式を購入してはならない。

 

(i) 登録株式資本を削減する為

(ii) 自社の株式を保有している他の会社と合併する為

(iii) 従業員株式保有プラン又株式保有インセンティブプランに用いる為

(iv) 株主総会において、他の会社との合併又は分割の決議に反対の投票をする株主から自己の株式を買

取る為

(v) 上場会社により発行された株式に転換可能な転換社債の株式への転換に用いる為

(vi) 上場会社のために企業価値及び株主資本を維持する為

 

前段落の(i)項及び(ii)項の目的による会社の自己株式の購入は株主総会の決議によらなければならない。前段落の(iii)

項、(v)項及び(vi)項の目的による会社の自己株式の購入は、定款の規定又は株主総会による承認に従う形で、取締役の

三分の二が出席する取締役会での決議により可能である。

本項の第１段落に基づき自己株式を購入した場合、会社は、(i)項による購入から10日以内に当該株式を消却しなけ

ればならず、(ii)項又は(iv)項による購入から６か月以内に当該株式を譲渡又は消却しなければならず、若しくは、(iii)

項、(v)項又は(vi)項により購入した場合には、発行済株式総数の10％以下に相当する株式数までしか保有することがで

きないことに加えて、３年以内に当該株式を譲渡又は消却しなければならない。

自己株式の購入を行った会社は、証券法で定められた情報開示義務を果たすものとされている。本項の第１段落に

記載の(iii)項、(v)項又は(vi)項を目的とする上場会社による自己株式の購入は、公開の一元集中取引の方法によるもの

とする

会社は、自己株式に担保を設定することはできない。

 

株式の譲渡

 

株式は関係法規に従って譲渡することができる。

株主は法律に従って又は国務院に要求されるその他の方法により設立された香港証券取引所でのみ、保有する株式

を譲渡することができる。記名株式は株主が株券の裏面に署名による裏書きをするか、又は関係法規に定めるその他

の方法によって譲渡することができる。
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株主

 

株主は会社の定款に定める権利及び義務を有する。会社の定款は各株主を拘束する。

会社法に基づく合弁株式会社の株主の権利には下記を含む。

 

(i) 本人が株主総会に出席し、又は代理人を任命して株主総会に出席させ、保有株式数に関連して投票

を行うこと

(ii) 会社法及び会社の定款に従って、保有する株式を譲渡すること

(iii) 会社の定款、株主名簿、社債の受領書、株主総会の議事録、取締役会議事録、監査役会議事録及び

財務・会計士報告書を検査し、会社の業務に関する提案又は質問を行うこと

(iv) 株主総会又は取締役会で採択された決議が法律若しくは行政法規に違反し、又は株主の適法な権利

若しくは権益を侵害している場合、違法行為を差し止めるよう裁判所に訴えを提起すること

(v) 保有株式数に関連して配当を受け取ること

(vi) 会社清算の際に、保有株式数に比例した会社の残余財産を受け取ること

(vii) 会社の定款に定めるその他の株主の権利

 

株主の義務には、会社の定款を遵守し、引き受けた株式に関して引受金額を支払い、引き受けた株式に関して支払

いに同意した引受金額の範囲で会社の債務に対して責任を負う義務、及び会社の定款に定めるその他の株主の義務な

どを含む。

 

株主総会

 

株主総会は会社の最高権威機関であり、会社法に従って権限を行使する。

株主総会は以下の権限を行使する。

 

(i) 会社の事業方針及び投資計画を決定すること

(ii) 従業員の代表ではない取締役を選任又は解任し、取締役の報酬に関する事項について決定をすること

(iii) 取締役会の報告書を審査し、承認すること

(iv) 監督役会の報告書を審査し、承認すること

(v) 会社の年間予算案及び最終決算を審査し、承認すること

(vi) 会社の利益処分計画及び損失回復に関する提案を審査し、承認すること

(vii) 会社の登録資本の増資又は減資を決定すること

(viii) 会社による社債の発行について決定をすること

(ix) 会社の合併、分割、解散、清算及びその他の事項について決定をすること

(x) 会社の定款を変更すること

(xi) その他会社の定款に定められる権限

EDINET提出書類

東風汽車集団股イ分有限公司(E05974)

有価証券報告書

  8/323



株主総会は毎年一度開催しなければならない。臨時株主総会は以下の事態が発生してから２か月以内に開催しなけ

ればならない。

 

(i) 取締役の人数が会社法に定める人数未満又は会社の定款に定める人数の三分の二未満となったとき

(ii) 補填されていない会社の損失の合計額が会社の総株式資本の三分の一に達したとき

(iii) 会社の発行済み議決権付き株式の10％以上を保有する株主が臨時株主総会の招集を要求したとき

(iv) 取締役会が必要と判断したとき

(v) 監督役会が開催を要求したとき

(vi) 定款に基づくその他の状況が発生したとき

 

株主総会は取締役会が招集し、取締役会長が総会の議長を務めるものとする。

株主総会通知は、株主総会の日時及び場所並びに審議する事項を記載した上で、会社法に基づいて株主総会の20日

前又は臨時株主総会の15日前までに、全ての株主に送付するものとする。非登録株主については、株主総会通知は、

株主総会の30日前までに公告される。会社法に基づき、会社の株式の３％以上を単独又は共同で保有する株主は、株

主総会開催の10日前までに取締役会に書面により仮提案を提出することができる。取締役会は、当該提案を受領して

から２日以内に、他の株主に通知し、株主総会に仮提案を付議するものとする。仮提案の内容には、株主総会の権限

の範囲内での明確な議題及び具体的な決議事項が含まれなければならない。

株主総会に出席した株主は保有する株式一株につき一つの議決権を有する。

株主総会の決議は株主総会に本人（委任状による代理人を含む）が出席した株主が保有する議決権の少なくとも過

半数をもって採択されるものとする。但し、会社の合併、分割、解散又は定款の変更に関する事項はこの限りではな

く、かかる決議は株主総会に本人（委任状による代理人を含む）が出席した株主が保有する議決権の三分の二超に

よって採択されるものとする。

株主は議決権の行使の範囲を明記した委任状によって、株主総会に出席する代理人を任命することができる。

株主総会の定足数を構成する株主の人数に関して会社法に明確な規定はない。

 

取締役

 

合弁株式会社は５名以上19名以内のメンバーで構成される取締役会を設置するものとする。会社法に基づいて、そ

れぞれの取締役の任期は三年を超えないものとする。取締役は再選された場合、任期を連続して務めることができ

る。

取締役会の会議は少なくとも年に二回以上招集するものとする。招集通知は会議の10日前までに全ての取締役及び

監督役に送付するものとする。取締役会は臨時取締役会の招集に関して、上記と異なる通知の送付方法及び通知期間

を定めることができる。
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会社法に基づいて、取締役会は以下の権限を有する。

 

(i) 株主総会を招集し、取締役会の業務について株主総会に報告すること

(ii) 株主総会で株主が可決した決議を実行すること

(iii) 会社の業務計画及び投資計画を決定すること

(iv) 会社の年間予算案及び最終決算を策定すること

(v) 会社の利益分配計画及び損失補填策を策定すること

(vi) 会社の登録資本の増資又は減資及び社債の発行に関する提案を策定すること

(vii) 会社の合併、分割又は解散に関する計画を作成すること

(viii) 会社の内部管理体制に関する決定を下すこと

(ix) 会社の総経理を任命又は解任し、総経理の推薦に基づいて会社の副総経理及び財務責任者を任命又

は解任し、上記の者の報酬を決定すること

(x) 会社の基本管理システムを策定すること

(xi) その他定款に定められる権限

 

取締役会の会議は取締役の半数以上が出席した場合に限って開催するものとする。取締役会の決議は全取締役の過

半数の承認を要する。

取締役が取締役会に出席できない場合、委任の範囲を明記した委任状によって別の取締役を代理人として任命して

会議に出席させることができる。

取締役会の決議が法律、行政法規、会社の定款又は株主総会により可決された決議に違反し、その結果として会社

が重大な損失を被った場合、決議に加わった取締役は会社に対して賠償責任を負う。但し、決議の票決に際して取締

役が決議に明確に反対したことが立証され、反対したことが会議の議事録に記録されている場合、かかる取締役は上

記の責任を免れることができる。

会社法に基づいて、以下の者が会社の取締役を務めることはできない。

 

(i) 民事行為能力を有しない者又は民事行為能力が制限されている者

(ii) 汚職、贈賄、収賄、財産の侵害、業務上横領又は社会経済秩序の破壊の罪を犯し、有罪判決を宣告

された者で、その刑期満了日から５年以上経過していない場合、又は刑事犯罪により政治的権利を

剥奪された者で、権利の剥奪の執行完了日から５年以上経過していない者

(iii) 破産、又は清算した会社又は企業の元取締役、工場管理者又は管理者で、かかる会社又は企業の破

産に関して個人的責任を負い、かかる会社又は企業の破産又は清算が完了した日から３年以上が経

過していない者

(iv) 法律違反により営業許可証が取り消された会社又は企業の法律上の代表者で個人的責任を負い、営

業許可証が取り消された日から３年以上が経過していない者

(v) 比較的多額の延滞債務を抱えている者
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取締役会は議長を任命し、全取締役の過半数の承認をもって選任される。取締役会長は、他の取締役の間で特に以

下の権限を行使する。

 

(i) 取締役会の会議を招集して、議長を務めること

(ii) 取締役会の決議の執行状況を確認すること

(iii) 会社の株券及び債券に署名すること

(iv) 取締役会から付与されたその他の権限

 

 

監督役

 

会社は三名以上のメンバーで構成される監督役会を設置するものとする。監督役の任期は三年間とし、再選された

場合は連続して任期を務めることができる。

監督役会は株主の代表者及び適当な割合の会社の従業員の代表者で構成される。取締役及び経営幹部が監督役を兼

務することはできない。

監督役会又は監督役会がない場合には会社の監督役は以下の権限を行使する。

 

(i) 会社の財務状況を検査すること

(ii) 取締役及び経営幹部による職務の履行を監督し、法律、規則、会社の定款又は株主総会により可決

された決議に違反している場合にかかる違反を排除するよう提案すること

(iii) 取締役及び経営幹部の行為が会社の利益に反する場合、かかる行為の是正を求めること

(iv) 臨時株主総会の招集を提案し、取締役会が提案しない場合にはかかる臨時総会を招集して、議長を

務めること

(v) 総会で決議を提議すること

(vi) 会社法に従って一定の条件に基づき取締役及び役員に対して手続を開始する

(vii) 会社の定款に定めるその他の権限を行使すること

 

既述した個人が会社の取締役を務めることができない欠格者となる場合は会社の監督役にも準用される。

 

総経理と役員

 

会社は取締役会によって任命され、又は解任される総経理を置くものとする。総経理は取締役会に対して責任を負

い、以下の権限を行使することができる。

 

(i) 会社の生産、事業及び管理を監督し、取締役会の決議を実行する手配を整えること

(ii) 会社の年次事業計画及び投資計画を実行する手配を整えること

(iii) 会社の内部管理体制の構築に関する計画を策定すること

(iv) 会社の基本管理システムを策定すること

(v) 会社の社内規則を策定すること

(vi) 副総経理及び財務責任者の任命及び解任を勧告すること

(vii) 管理職員（取締役会が任命又は解任する義務を負う者を除く）を任命し、又は解任すること

(viii) 取締役会又は会社の定款によって付与されたその他の権限を行使すること
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会社法には、会社の経営幹部には管理者、副管理者、財務責任者、取締役会秘書役及び会社の定款に定めるその他

の役員が含まれると規定されている。

会社の定款は会社並びに会社の株主、取締役及び経営幹部に対して拘束力を有するものとする。上記の者は自らの

権利を行使し、仲裁を申請し、会社の定款に従って法的手続きを提起する権利を有する。

 

取締役、監督役及び経営幹部の職務

 

会社の取締役、監督役及び経営幹部は会社法に基づいて、関係する法律、規則及び会社の定款を遵守し、誠実に職

務を履行し、会社の利益を守る義務を負う。また会社の取締役、監督役及び経営幹部は会社に対して守秘義務を負

い、関係法規で認められ、又は株主から許可された場合を除き、会社の機密情報を漏洩してはならない。

 

財務と会計

 

会社は法律、行政法規又は国務院の金融部門が定めた規則に従って財務・会計システムを構築するものとする。会

社は、各会計年度が終了した時点で関連法規に定められる規則に従い財務報告書を作成し、また会計事務所による監

査及び検証を実施するものとする。

合弁株式会社は財務書類を会社に据え置いて、年次株主総会を招集する少なくとも20日間前までに、株主の閲覧に

供するものとする。また株式を公開した会社は財務書類を公表しなければならない。

各年度の税引後利益を分配する際に、会社は税引後利益の10％を会社の法定共通準備金に積み立てるものとする

（但し、準備金が会社の登録資本の50%に達した場合を除く）。

会社の法定共通準備金に前年度の会社の損失を填補する十分な資金がない場合、法定共通準備金に積み立てる前に

今年度の利益を使って損失を補填するものとする。

会社の定款に別段の定めがある場合を除き、会社が損失を補填し、法定共通準備金への配分を実施した後、残った

税引後利益は株主が合弁株式会社について保有する株式の株数に比例して分配する。

会社の共通準備金は法定共通準備金、任意共通準備金及び資本共通準備金で構成される。

発行時の会社の株式の額面価格を超えるプレミアム及び関係する政府機関が義務づけたその他の金額は、資本共通

準備金として取り扱われる。

会社の共通準備金は以下の目的に使用するものとする。

 

(i) 会社の損失を填補すること。但し、資本準備金を会社の損失を填補する目的で使用してはならない。

(ii) 会社の事業を拡大すること

(iii) 会社の資本を増やすこと。但し、資本共通準備金をかかる目的に充てることはできない。

 

法定共通準備金を登録資本に振り替える場合、残りの法定共通準備金は振替前の会社の登録資本の25％以下となっ

てはならない。

 

監査人の任命と解任

 

監査人の任期は、年次株主総会の終了時から次回の年次株主総会の終了時までとする。
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利益の分配

 

管理試行弁法は、海外で上場している国内企業は、外国通貨又は人民元建てで配当を行うことが可能であると規定

している。国内企業による海外上場に関する通貨換算及び資金の越境送金は、越境投資及び越境資金調達、外国為替

管理並びに越境人民元管理に関する国家規則を遵守してなされなければならない。

 

定款の改正

 

会社の定款を改正する場合は、関連する法律、規則及び会社の定款に定める手続きに従って行わなければならな

い。会社の登録に関連する事項については、会社登録機関への登録も変更しなければならない。

 

終了と清算

 

会社は期日が到来した債務の支払不能を理由に破産宣告を申し立てることができる。裁判所が会社の破産を宣告し

た後、株主、関係機関及び関係する専門家は清算委員会を設立し、会社の清算を実施するものとする。

 

会社法に基づいて、会社は以下の場合に解散するものとする。

 

(i) 会社の定款に定める事業期間が満了し、又は会社の定款に定める解散事由が発生した場合

(ii) 総会で株主が会社の解散を決議した場合

(iii) 合併又は分割によって会社が解散した場合

(iv) 業務免許が無効となる、運営が一時停止される場合

(v) 会社が裁判所の命令により解散した場合

 

会社が上記の(i)、(ii)、(iv)又は(v)に定める状況下で解散する場合、15日以内に清算委員会を設立しなければならな

い。清算委員会のメンバーは取締役会又は株主総会で株主が任命するものとする。

上記の期間内に清算委員会が設立されない場合、会社の債権者は清算委員会の設立を裁判所に申し立てることがで

きる。

清算委員会は設立から10日以内にその旨を会社の債権者に通知するとともに、60日以内に新聞に公告するものとす

る。債権者は通知を受け取ってから30日以内、また通知を受け取っていない場合は最初に公告された日から45日以内

に清算委員会に債権を届け出るものとする。

清算委員会は清算期間中に以下の権限を行使するものとする。

 

(i) 会社の資産を処理し、資産についての貸借対照表及び資産目録を作成すること

(ii) 債権者に通知し、又は公告すること

(iii) 会社の残務を処理し、清算すること

(iv) 滞納した租税及び清算の過程で発生した租税を支払うこと

(v) 会社の金銭債権及び債務を清算すること

(vi) 債務を返済した後で会社の余剰資産を処理すること

(vii) 民事訴訟で会社の代表者を務めること
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会社資産は、清算費用、従業員に支払うべき賃金、社会保険費用、法定補償金、滞納した租税及び会社の債務の支

払いに当てるものとする。余剰資産がある場合は保有する株式の株数に応じて合弁株式会社の株主に分配するものと

する。

会社は清算期間中に清算に関係しない事業活動に従事してはならない。

清算委員会は、会社に債務を弁済する十分な資産がないことが明らかになった場合、裁判所に破産宣告を申し立て

なければならない。宣告の後、全ての清算業務は清算委員会から裁判所に引き継がれるものとする。

清算が完了した場合、清算委員会は確認のために清算報告書を株主総会又は裁判所に検証のために提出するものと

する。その後、会社の登録を取り消すために上記の報告書を会社登録機関に提出して、会社の終了を公告するものと

する。

清算委員会のメンバーは関係法に従って、誠実に職務を履行する義務を負う。清算委員会のメンバーは故意又は重

大な不履行に起因する損失に関して会社及び会社の債権者を補償する責任を負う。

 

海外での上場

 

管理試行弁法は、海外で新規株式公開（IPO）又は上場を行う会社は、海外での発行及び上場のための申請書類を提

出してから３営業日以内にCSRCへの届出を行うものとしている。会社が海外発行及び上場を完了した後、当該会社が

同一の海外市場で証券の発行及び上場を行う場合、当該会社は、管理試行弁法第１段落の規定に従い、届出を行うも

のとする。

 

 

株券の紛失

 

記名式の株券を紛失し、又は盗難された場合、株主は中華人民共和国民事訴訟法に定める関連規定に従って裁判所

に株券が無効である旨の宣告を申し立てることができる。宣告が下された後、株主は会社に対して代替株券の発行を

申請することができる。

 

合併と分割

 

会社の合併又は分割は株主総会で株主が決定する。

会社は吸収合併又は新設合併によって合併することができる。吸収合併の場合、吸収される会社は解散する。新設

合併の場合、両会社とも解散する。

会社が合併する場合、合併契約に署名した上で、関係する会社はそれぞれに貸借対照表及び資産目録を作成するも

のとする。会社は合併の決議から10日以内にその旨を債権者に通知するとともに、合併の決議から30日以内に新聞に

債権者に対する通知を掲載する必要があるものとされている。債権者は通知を受け取ってから30日以内、また通知を

受け取っていない場合は通知が掲載された日から45日以内に、会社に対して未払いの債務の履行、また保証の場合は

同等の保証の提供を請求することができる。

会社を２社に分割する場合、各社の資産を分割して、別々に財務書類を作成しなければならない。

会社の株主が会社の分割を承認した場合、会社は10日以内にかかる決議が可決された旨を全ての債権者に通知する

とともに、30日以内に少なくとも三回以上新聞に公告するものとする。債権者と別段の合意がなされていない限り、

会社分割の前の債務は分割後の複数の会社が連帯して負担する。

合併又は分割に起因する会社の変更点は関係法に従って登録しなければならない。
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合弁会社

 

2019年３月15日、第22期全国人民代表大会の第２回会議において、中国外国投資法（以下「外国投資法」という）

が承認され、2020年１月に施行された。2019年12月26日、国務院において、中国外商投資実施条例が承認され、2020

年１月１日に施行された。したがって、中国中外合資企業法、中国中外合作企業法及び中国外資企業法は会社法によ

り自働的に無効となるものとされている。外国投資法施行前に中国中外合資企業法、中国中外合作企業法及び中国外

資企業法に基づいて設立された外資企業は、外国投資法の施行から５年間、会社法及び中国パートナーシップ企業法

に従い、組織形態及び組織構造等を調整し、登記変更手続を法的に完了し、設立当時の組織形態及び組織構造等を引

き続き維持することが許される。組織形態又は組織構造等に関する既存の外資企業の登記変更に関する具体的な事項

は、国務院の市場規制部門により定められ、公表されるものとする。

 

合弁会社の設立手続

 

合弁会社の設立は、かかる設立が国家により定められた特別参入行政措置の実行に関わる場合は、中国商務部（以

下「商務部」という）（又はその権限を委託された者）の承認を要する。合弁会社の設立が、国家により定められた

特別参入行政措置の実行に関わらない場合は、登録管理に服する。承認を要する合弁会社の設立の場合は、当該承認

を得るため、企業化調査報告書、合弁契約書及び合弁会社の定款等を含む、特定の書類を商務部又はその権限を委託

された者に提出するものとする。申請者は、商務部による承認証明書の発行から30日以内に、市場監督管理総局又は

その地方事務所に対し、営業許可証の発行を申請するものとする。合弁会社は、営業許可証の発行日をもって正式に

設立される。

「海外投資プロジェクトの承認及び登録に係る行政措置」及び「「政府の認可の対象となる投資プロジェクト一覧

の公布に係る国務院通達（2016年版）」」のもとでは、合弁会社の設立には、国家又は地方の開発及び改革委員会に

おける承認又は登録が必要とされている。

 

中外合資企業

 

外国投資法及びその実施細則に基づき、合資企業は有限責任会社、株式責任会社又はパートナーシップの形態をと

ることができる。これは、独立して民事責任を負い、民事権利を享受し、かつ自己の資産を保有、利用及び処分する

独立法人である。合弁パートナーの責任は、中国国内企業のパートナーの責任と同じである。登録資本金は、合弁契

約の条件に従って支払われなければならず、現金、現物又は知的財産権、土地使用権その他の金銭以外の資産（その

価値は金銭で評価され、その所有権は法律に従い譲渡されうる）の形態をとることができる。合弁パートナーによる

登録資本金の出資を第三者に譲渡する場合は、最初の承認機関による承認又は登録を要する。

合資企業の利益、リスク及び損失は、合弁パートナーの登録資本金の出資比率に比例して共有される。

外国投資法及びその実施細則に従い、合資企業は、設立当時の組織形態及び組織構造等を引き続き維持する場合、

株主総会を行わない。合資企業の取締役会が最高権威であり、コーポレート・ガバナンスにつき責任を負う。取締役

会の構成は、合弁パートナーの持分に絶対に比例している必要はないが、合弁パートナーが持分比率を参照して決定

するものとする。実際には、取締役会の構成は、通常、合弁パートナーの持分を反映する。各合弁パートナーに指名

された取締役は、指名した合弁パートナーの権利を代表する。取締役会において、各取締役は１議決権を有し、取締

役会長は、合弁契約及び定款に定められていない限り、多数決の際の決定票を有さない。取締役会において全員一致

で決議される発行は、合資企業の定款に規定される規則に従い定められる。

合資企業の営業は、登録、資本拠出、外国為替、会計、税務及び労務等の事項を規定する多くの法令（国内法令及

び地方政令）に規制される。
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中外合作企業

 

合作企業は、独立法人として登録される場合も、登録されない場合もある。合作企業が独立法人として登録される

場合、合弁会社は有限責任会社の形態をとる。独立法人としての地位を申請していない合作企業の合弁パートナー

は、適用される中国の民法に従って民事責任を負うことを要求される。

外国投資法及びその実施細則に従い、合作企業が設立当時の組織形態及び組織構造等を引き続き維持する場合、合

弁パートナーは合弁協定の構築及びそれぞれの権利、義務及び責任の決定につき、高い柔軟性を有する。合作企業の

利益及び損失は、合弁パートナーの合弁会社に対する登録資本金の出資比率には比例せず、合弁パートナーが合意す

る方法で合弁パートナーに配分されるか又は共有される。さらに、合弁期間終了時において合作企業の全固定資産を

現地の合弁パートナーに返還することが合作契約に規定されている場合、合弁パートナーは、当該合弁契約におい

て、外資の合弁パートナーが合弁期間中に優先的に投資を回収することができる利益配分方法に合意することができ

る。

 

経営主体

 

外国投資法及びその実施細則に従い、合弁会社が設立当時の組織形態及び組織構造等を引き続き維持する場合、合

弁会社の最高権威は取締役会に帰属する。外国投資法及びその実施細則に従い、合作会社は、設立当時の組織形態及

び組織構造等を引き続き維持する場合、契約又は当該合作会社の定款に基づき当該会社の主要な決定を行う取締役会

又は合同経営機関を設立しなければならない。合弁パートナー集会の開催は、適用法に要求されない。

外国投資法及びその実施細則に従い、合弁会社が設立当時の組織形態及び組織構造等を引き続き維持する場合、取

締役会の権限及び機能は、通常、合弁契約及び合弁会社の定款の規定に従う。合弁会社の取締役会は、少なくとも毎

年１回開催されることが要求される。通常、合弁会社に影響を及ぼす主要な決定（例えば開発計画、生産経営計画、

予算、利益配分、事業の終了及び主要な職員の任命）は、取締役会により決定されるものとする。合弁会社の日常の

業務は、総経理及び総経理を補佐する数名の副総経理により構成される経営管理室に帰属する。合弁会社の総経理及

び副総経理は、かかる合弁会社の取締役が従事する。

 

終了

 

中外合資会社は、以下の場合に解散することができる。

 

(i) 定款に定められた業務期間が満了したか、又は会社定款に定める解散事由が発生した場合

(ii) 株主総会又は総会において会社解散が決議された場合

(iii) 会社が当事者となる結合又は分割により会社解散が必要となる場合

(iv) 営業許可証が取り消されるか、又は法律に基づき閉鎖又は解散が命じられた場合

(v) 裁判所が会社法第182条に従い会社解散の命令を発布した場合

 

上記(i)に定められる状況が発生した場合でも、会社は、定款を変更することにより、存続し続けることができる。会社が上記

(i)、(ii)、(iv)又は(v)の規定に従い解散する場合、清算を実施する目的で、会社解散の原因となった状況が発生した日から15日以

内に、清算団が設立されるものとする。有限責任会社の清算団は、株主から構成され、株式責任会社の清算団は、その取締役

又はその他の総会により任命された個人から構成される。清算団が規定の期限までに設立されない場合、会社の債権者は、清

算団を設立するために適切な個人を任命するよう裁判所に申し立てることができる。裁判所は、当該申立を承認し、適時に会

社を清算するために清算団を設立するものとする。
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(2)【提出会社の定款等に規定する制度】

 

取締役会、取締役、監督役及びその他の役員

 

(i) 株式を割当及び発行する権限

 

取締役に対し、株式を割当及び発行する権限を付与する定款の規定はない。

当社の資本を増加させるために、取締役会は、特別決議により株主総会において承認される議案を作成する責任を

負う。かかる増資は、関連する法律及び行政規則に定められている手続に従い遂行されなければならない。

 

(ii) 当社又は子会社の資産を処分する権限

 

取締役会は、株主総会において株主に対し説明する責任がある。

取締役会は、(i)提案された処分の予想価額又は価値と(ii)提案された処分の直近の４か月間に完了した当社の固定資

産の処分により受領した対価の総額の合計が総会において株主に示された最終の貸借対照表に記載されている当社の

固定資産の価額の33％を超える場合、株主総会における株主の事前の承認なしで、当社の固定資産を処分することは

できないものとし、又は処分に同意することもできないものとする。

当社による処分の有効性は、上記の項の違反により影響を受けることはない。

当社の定款の目的上、処分には、資産に関する権利の譲渡に関する行為が含まれるが、担保による固定資産の提供

は含まれないものとする。

 

(iii) 報酬及び地位の喪失に関する給付金又は支払金

 

当社は、総会において株主による事前の承認を得て、各取締役又は監督役の報酬に関して定められる書面による契

約を締結するものとする。上記の報酬には以下が含まれる。

 

(1)　当社の取締役、監督役又は経営幹部としての業務に関する報酬

(2)　当社のいずれかの子会社の取締役、監督役又は経営幹部としての業務に関する報酬

(3)　当社及び当社のいずれかの子会社の業務管理に関するその他の業務の提供に関する報酬

(4)　地位の喪失に関する補償金又は退任に関する給付金

 

上記に従い締結された契約に基づく場合を除き、取締役又は監督役は、上記の事項に関し支払われるべき給付金に

ついて当社に対し訴訟を提起することはできないものとする。

当社とその取締役又は監督役との間の報酬に関する契約には、当社が買収される場合、取締役及び監督役は、株主

総会における株主による事前の承認により、自身の解任又は退任に関する補償金又はその他の支払金を受取る権利を

有することを規定するものとする。本項に記載されている「当社の買収」とは以下のいずれかを言う。

 

(i) いずれかの者により全ての株主に対して行われた募集

(ii) 申込者が定款に記載されている意味に含まれる「支配株主」になることを目的としていずれかの者

により行われた買付申込（以下「不正行為又は職権濫用に関する少数株主の権利」の項を参照のこ

と）
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当該取締役又は監督役が上記に従わなかった場合、かかる者により受領された金額は、かかる買付申込により自身

の株式を売却した者に帰属するものとする。かかる者の間で当該金員を比例配分する際生じた費用は、当該取締役又

は監督役が負担するものとし、かかる金員から支払われることはないものとする。

 

(iv) 取締役、監督役及びその他の役員に対する貸付

 

当社は、当社又は当社の持株会社又は各々のいずれかの関連会社の取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部

に対し、直接的又は間接的に貸付を行うことができないものとし、また、貸付に関する担保を提供することもできな

いものとする。但し、以下の取引は、かかる禁止の対象とならないものとする。

 

(1)　当社による当社の子会社である会社に対する貸付又は貸付の保証

(2)　当社の取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部が当社のために、又は株主総会において株主により承認

されたサービス提供契約の条項に従いその任務を適切に遂行するために負った又は負う予定の費用を賄うため

の、当社によるかかる者に対する貸付又は貸付若しくはその他の資金に関する保証

(3)　当社は、通常の商業取引条件に基づく通常の業務過程において、当該取締役、監督役、総経理又はその他の経

営幹部又は各々の社員に対し、貸付を行うことができ、また、貸付に関する保証を提供することができるもの

とする。但し、当社の通常の業務過程には、金銭の貸付又は保証の付与が含まれるものとする。

 

上記の規定に違反して当社により行われた貸付は、貸付の条項にかかわらず、直ちに貸付金の受領者により返還さ

れなければならないものとする。

上記の規定に違反して当社により提供された一切の保証は、当社に対する法的強制力を有さないものとする。但

し、以下の場合を除く。

 

(1)　当社又は当社の持株会社の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部の関係者に貸付が行われた時点で、

貸手がかかる状況を認識していなかった場合

(2)　当社により提供された担保が貸手により善意の購入者に対し誠実かつ合法的に処分された場合

 

かかる趣旨上、

 

(a)　保証には、債務者による債務の履行を保証するために提供される事業又は資産が含まれるものとする。

(b)　以下「(x)責務」に記載されている関係者の定義は、本項に準用されるものとする。

 

(v) 当社又は子会社の株式取得のための資金援助

 

定款に記載されている例外規定に従い、当社又は当社の子会社は、いかなる手段によっても、また、いかなる時

も、当社株式を取得する又は取得する予定の者に対し、いかなる種類の資金援助（以下に定義される）も行うことは

できないものとする。当社株式のかかる取得者には、当該株式の取得により直接的又は間接的に債務（以下に定義さ

れる）を負う者が含まれる。

当社又は当社の子会社は、いかなる手段によっても、また、いかなる時も、前の段落に記載されている取得者に対

し、かかる者が負った債務を軽減又は免除するために資金援助を与えることはできない。
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以下の行為は、禁止されている行為とはみなされないものとする。

 

(1)　当社の利益のために誠実に資金援助が行われる場合の当社による資金援助の提供で、かつ資金援助の主たる目

的が株式の取得ではなく、また、資金援助が当社のより大きな目的に付随するものである場合

(2)　配当による当社の資産の合法的分配

(3)　配当としての無償株式の割当て

(4)　定款に従い実行される登録資本の削減、株式の買戻し、又は当社の株式資本構造の組織再編

(5)　当社の事業の範囲内かつ通常の業務過程における、当社による金銭の貸付。但し、当社の純資産がこれにより

減少することはないものとし、また、純資産がこれにより減少する場合は資金援助は当社の配当可能利益から

提供されるものとする。

(6)　従業員持株制度への拠出のための当社による資金の提供。但し、当社の純資産がこれにより減少することはな

いものとし、また、純資産がこれにより減少する場合は資金援助は当社の配当可能利益から提供されるものと

する。

 

上記規定の趣旨上、

 

(a)　「資金援助」には、以下が含まれるものとするが、これらに限定されない。

(1)　贈与

(2)　保証（保証人による債務の引受又は債務者による債務の履行を保証するための保証人による資産の提供を含

む）、又は賠償若しくは補償（当社自身の不履行に関する賠償若しくは補償を除く）、又はあらゆる権利の

免除又は放棄

(3)　他の当事者以前に当社の債務が履行されなければならない貸付又はその他一切の契約の提供、又はかかる貸

付若しくは契約の当事者の変更、又は更改、又はかかる貸付若しくは契約に基づき発生する権利の譲渡

(4)　当社が支払不能であるか、又は純資産を有さないか、又はそれにより純資産が大幅に減少することになる場

合において、当社により提供されるその他のあらゆる形式の資金援助

 

(b)　「債務の引受け」は、契約若しくは取決め（強制執行可能か否かを問わず、また、かかる債務が単独で負担さ

れるか若しくは他者と連帯して負担されるかを問わない）、又は当該者の財務状態を変動させることになるそ

の他の手段による債務の引受けを含む。

 

(vi) 当社又は当社の子会社との契約上の利益の開示

 

当社の取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部が、当社が利害関係者となっている契約、取引、若しくは取

決め、又は提案された契約、取引若しくは取決めに関し、何らかの方法で、直接的又は間接的に重大な利害関係を

もった場合（かかる者の当社とのサービス提供契約を除く）、かかる者は、できる限り速やかに、取締役会に対し自

身の利害の性質及び範囲を表明するものとする（契約、取引、若しくは取決め、又はこれらに関する提案が別途取締

役会の承認を得ているか否かは問わない）。

利害関係を有する取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部が定款及び契約に従い自身の利害を開示しない限

り、また、利害関係を有する取締役が定足数に含まれず、また、議決権の行使を行わない会議において、当該契約、

取引、若しくは取決めが、取締役会により承認されていない限り、かかる取締役、監督役、総経理又はその他の経営

幹部が重大な利害を有する契約、取引又は取決めは、当社の要求により取り消し得るものとする。但し、利害関係を

有するかかる取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部による義務違反についての認識なく行為する善意の当事

者に対する場合は除く。
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かかる趣旨上、当社の取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部は、自身の関係者が利害を有する契約、取引

又は取決めに関し利害を有するものとみなされる。

当社の取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部が、取締役会に対し、かかる通知に記載されている事実を理

由に自身があらゆる種類の契約、取引又は取決め（当社によりその後締結され得る）に関する利害を有する旨を書面

で通常の方法により通知した場合、かかる通知は、本項(vi)の趣旨上、当該通知に記載されている内容に関する限り、

自身の利害の十分な表明であるものとする。但し、かかる通常の通知が、かかる契約、取引又は取決めの締結に関す

る問題が当社のために最初に検討された日以前になされたことを条件とする。

 

(vii) 報酬

 

取締役の報酬は、上記第(iii)項「報酬及び地位の喪失に関する給付金又は支払金」に記載されている通り、株主総会

において株主により承認されなければならない。

 

(viii) 退任、選任及び解任

 

会長及びその他の取締役会の構成員の任期は定款により定めるものとし、３年を超えてはならない。取締役は、再

選された場合は、任期を連続して務めることができる。

取締役は、総会において株主により選任及び解任される。取締役は、当社の株式を保有する必要はない。

取締役会は、７名以上13名以内（その過半数以上を社外取締役とする）の取締役からなる。取締役とは社内取締役

及び社外取締役をいう。社外取締役とは、当社の他の職位に就いていない取締役をいう。社外取締役の中には、少な

くとも取締役会の人数の３分の１の独立非執行取締役が含まれなければならない。独立非執行取締役とは、株主から

独立しており、かつ当社の他の職位に就いていない取締役をいう。取締役会は、１名の会長を有する。会長は、過半

数の取締役により選任及び解任される（中国本土の法令及び規則上には当該規定はない）。

以下の要件に該当する場合は、かかる者は、当社の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部として職務に就

くことはできない。

 

(1)　法的行為能力を有していないか、又はその法的行為能力が制限されている者

(2)　汚職、贈収賄、財産権の侵害、業務上横領、又は社会経済秩序を乱すようなその他の犯罪を犯したことが発覚

し、かつ有罪判決を下されたか、又は政治的権利を剥奪され、かつ有罪判決を下された者（いずれも刑の執行

終了後５年未満の者）

(3)　経営の失敗により清算された会社又は企業の前取締役、工場責任者、又は総経理であり、かつ会社又は企業の

清算につき、個人的に責務を負っていた場合で、かつ会社又は企業の破産及び清算完了日後３年未満の者

(4)　法律違反により営業許可証が取り消された会社又は企業の法律上の前代表者であり、かつ個人的に債務を負っ

ていた場合で、かつ営業許可証の取消日後３年未満の者

(5)　比較的多額の支払うべき個人的な借金を有している者

(6)　刑法違反の容疑で司法当局の捜査を受けており、事件が終了していない者

(7)　法律及び行政規則により、企業の指導者を務めることができない者

(8)　自然人でない者

(9)　関連する規制当局から、詐欺行為又は不正行為を含む、関連する証券規則の規定への違反を行ったとの裁定を

受け、当該裁定日から５年以上が経過していない者
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当社を代表して取締役、監督役、総経理又は経営幹部が行った行為の有効性は、善意の第三者との関係では、かか

る者の職務及び選任に関する規則違反、又はその資格要件の欠如による影響を受けないものとする。

 

(ix) 借り入れ権限

 

中国の適用法令及び規則を遵守することを条件とし、当社は、資金の調達及び借り入れを行う権限を有するものと

する。かかる権限には、社債を発行する権限、当社の資産に質権又は抵当権を設定する権限が含まれるが、これらに

限定されないものとする。当社は、また、第三者のために保証を提供する権限を有するものとするが、かかる権限を

行使する際、いずれかのクラスの株主の権利を侵害、又は失効させることはないものとする。定款には、取締役が借

り入れ権限を行使する際の方法に関する特定の規定は含まれておらず、また、かかる権限が変更される場合の方法に

関する特定の規定も含まれていない。但し、(a) 取締役に対し、当社による社債の発行のための議案を作成する権限を

付与する規定、及び(b) 社債の発行は、株主総会において特別決議により株主により承認されなければならない旨を定

める規定を除く。

 

 

(x) 責務

 

法律、行政規則又は株式が上場されている当該香港証券取引所の香港上場規則により課せられている義務に加え

て、当社の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部は、自身に委託された当社の以下の職能及び権限の行使に

ついて、各株主に対し責任を負う。

 

(1)　当社がその営業許可証に規定されている事業の範囲を超えないようにすること

(2)　誠意をもって当社の利益にとって最善の行為をすること

(3)　当社の資産をいかなる方法によっても収奪しないこと（当社に恩恵をもたらす機会を含むがこれに限定されな

い）

(4)　株主からその個別の権利を剥奪しないこと（配当を受ける権利及び議決権の行使を含むがこれらに限定されな

い）、但し、定款に従い承認のために株主に提出された当社の組織再編による場合は除く。

 

当社の各取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部は、自身の権限の行使及び義務の履行をする場合、類似の

状況下において慎重な者が合理的に行使すると考えられる配慮、注意及び能力を持って行使するものとする。

当社の各取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部は、信義誠実の原則に従い、自身の権限を行使し、また自

身の義務を履行するものとし、自身の義務と利益が衝突するような状況に陥ってはならないものとする。かかる原則

には、以下の義務の履行が含まれるがこれらに限定されないものとする。

 

(1)　誠意をもって当社の利益にとって最善の行為をすること

(2)　自身の権限及び義務の範囲内で権限を行使し、かかる権限及び義務を逸脱しないこと

(3)　自身に個人的に授権された裁量を行使し、他者の管理の下で行為しないこと。また、法律及び行政規則により

許可されない限り、又は総会において株主に対する情報開示と同意の取得がなされていない限り、自身の裁量

の行使を他者に委託しないこと

(4)　同一クラスの株主を平等に扱い、また、異なるクラスの株主を公正に扱うこと

(5)　定款に従った場合又は総会において株主に対する情報開示と同意の取得がなされた場合を除き、当社と契約、

取引又は取決めを行わないこと
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(6)　総会において株主に対する情報開示と同意の取得がなされないで、当社の資産を自身の利益のために使用しな

いこと

(7)　賄賂又はその他の違法な利益を受取るために自身の地位を濫用しないこと、又は当社の資産をいかなる方法に

よっても収奪しないこと（当社に恩恵をもたらす場合を含むがこれに限定されない）

(8)　総会において株主に対する情報開示と同意の取得がなされないで、当社の取引に関する手数料を受け取らない

こと

(9)　定款を遵守すること、自身の義務を忠実に履行すること、当社の利益を守ること、又は自身の私的利益を上げ

るために当社における自身の地位及び権限を利用しないこと

(10)　総会において株主に対する情報開示と同意の取得がなされた場合を除き、いかなる形態によっても当社と競合

しないこと

(11)　当社の資金を不正流用しないこと、又は他者にかかる資金を貸し付けないこと、当社の資産を預託するために

自身の名義若しくは他者の名義で口座を開設しないこと、また、当社の資産により当社の株主若しくは他の個

人の負債の保証を提供しないこと

(12)　総会において株主に対する情報開示と同意の取得がなされた場合を除き、自身の任期中に自身が取得した情報

を機密扱いで保管し、かつ当社の利益を増大させること以外の目的で情報を利用しないこと。但し、以下の場

合においてはかかる情報を裁判所又はその他の政府機関に開示することが許される。

(i) 法の強制により開示される場合

(ii) 公益のために、かかる開示が要求される場合

(iii) 関係する取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部の権利により、かかる開示が要求される

場合

 

当社の各取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部は、自身が行うことを禁止されていることを以下の個人又

は機関（「関係者」）に行わせてはならないものとする。

 

(1)　かかる取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部の配偶者又は未成年の子女

(2)　かかる取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部又は前項に記載されているいずれかの者の受託者として

の資格にて行為する者

(3)　かかる取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部又は上記第(1)項及び第(2)項に記載されている者のパート

ナーとしての資格にて行為する者

(4)　かかる取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部が、単独で支配する会社又は上記第(1)項、第(2)項及び第

(3)項に記載されている人若しくは複数の者とその他の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部との共同

で事実上の支配権を有する会社

(5)　前項に記載されている被支配会社の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部

 

当社の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部の信義誠実義務は、必ずしもその任期の終了と共に終了する

ものではない。当社の業務上の秘密に関する守秘義務は、その任期の終了後も存続する。その他の義務は、任期終了

と関係のある行為の発生との経過時間及びかかる者と当社の間の関係が終了した状況により、公平な観点から必要と

みなされる期間、存続し得る。

法律及び行政規則に定められている一切の権利及び救済に加えて、当社の取締役、監督役、総経理、又はその他の

経営幹部が当社に対する自身の義務を怠った場合、当社は以下の権利を有するものとする。

 

(1)　かかる不履行により当社が被った一連の損害について、取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部に対

し、補償として賠償請求を行うこと
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(2)　当社が取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部又は第三者（かかる第三者がかかる取締役、監督役、総

経理又はその他の経営幹部の義務違反を知り又は知るべきであった場合）との間で締結した契約又は取引を取

り消すこと

(3)　自身の義務を怠った取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部により取得された利益の返還を要求するこ

と

(4)　当社が取得及び獲得するはずであった、又は取得しえた取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部により

受領された全ての金銭（手数料を含むがこれに限定されない）を回収すること

(5)　当社に支払われるはずであった金銭に関し取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部により取得された又

は取得された可能性のある利息の支払を要求すること

 

定款の第142条に定める場合を除き、会社の取締役、監督役、総経理及びその他の上級管理職の特定の義務違反に関

する責任は、法律、行政規則又は会社の株式が上場されている証券取引所の上場規則により要求される義務を除き、

株主総会における株主の認識の上での同意により免除され得る。但し、支配株主は、株主としての権限を行使する

際、以下の事項について、株主全体又は一部の利益を害する決定を行うために議決権を行使してはならない。

(1)　会社の最善の利益を考慮して誠実に行為するという、取締役又は監督役の責任を免除すること

(2)　取締役又は監督役が（自己又は他者の利益のために）、いかなる形であれ、会社の資産（会社にとって有益な

機会を含む（がそれに限定されない））を剥奪することを承認すること

(3)　取締役又は監督役が（自己又は他者の利益のために）、他の株主の個人的権利（分配請求権又は議決権を含む

（がそれらに限定されない））を剥奪することを承認すること。但し、会社の定款に従い株主総会により承認された

会社再編を除く。

 

 

定款の変更

 

当社は、法律、行政規則及び定款に従い、当社の定款を変更することができる。

海外上場会社定款の必須条項（以下「必須条項」という）の内容を含む定款の変更は、国務院及びCSRCにより権限

を与えられた会社認可部門により承認された場合、有効となる。当社の登録事項に関する変更がある場合、法律に従

い変更登録のための申請を行われなければならない。

 

既存株式又は異なるクラスの株式に関する権利の変更

 

いずれかのクラスの株主に付与された株主としての資格に基づく権利（「クラスの株主権」）は、総会における株

主の特別決議により、また、定款の第92条乃至第96条に従い行われる個別の会議において当該クラスの株式保有者に

より承認された場合を除き、変更又は廃止されないものとする。

以下の場合は、いずれかのクラスにおけるクラスの株主権の変更又は廃止とみなされる。

 

(1)　当該クラスの株式数が増加若しくは減少した場合、又は当該クラスの株式が有するのと同等又は更に多くの議

決権、株主権若しくはその他の特権を有するクラスの株式数が増加若しくは減少した場合

(2)　当該クラスの株式の全部若しくは一部が他のクラスの株式と交換された場合、又は他のクラスの株式の全部若

しくは一部が当該クラスの株式に交換された場合又は転換権が設定された場合

(3)　当該クラスの株式に付される未払配当に関する権利又は累積配当に関する権利が取消又は縮小された場合

(4)　当社が清算された際、当該クラス株式に付されている優先配当取得権若しくは財産の分配を受ける優先権が取

消又は縮小された場合
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(5)　当該クラス株式に付されている当社の転換権、オプション、議決権、譲渡権、先買権、又は有価証券を取得す

る権利が増加、取消若しくは縮小された場合

(6)　当該クラス株式に付されている当社による支払金を特定通貨建てで受取る権利が取消又は縮小された場合

(7)　当該クラスの株式と同等若しくはそれに優先する議決権若しくは衡平法上の権利若しくは特権を有する新クラ

スの株式が設定された場合

(8)　当該クラス株式に付されている所有権の移転が制限された場合、又は制限が強化された場合

(9)　当該クラス株式又は他のクラス株式に関する新株引受権又は転換権が発生した場合

(10)　他のクラス株式の権利又は特権が強化された場合

(11)　提案された組織再編により異なるクラスの株主がかかる組織再編において債務を不均衡に負うことになる当社

の組織再編の場合

(12)　定款の第９条における一切の変更又は廃止の場合

 

影響を受けたクラスの株主は（株主総会における議決権を有するか否かを問わず）は、上記第(2)項から第(8)項、第

(11)項、及び第(12)項に関する事項についてのクラス総会において議決権を有するものとするが、利害関係を有する株

主（以下に定義されている）は、クラス総会において議決権を行使することはできない。

クラスの株主の決議は定款の第92条に従い、クラス総会において議決権を行使する権限を有し、かかる集会におい

て出席している当該クラスの株主の議決権の３分の２を超える議決権の行使により採択されるものとする。

クラス総会の書面通知は、総会開催日の20日前（総会開催日を除く）又は当社株式が上場されている市場により要求

される時期（いずれか早い方）までに行わなければならず、臨時クラス総会の書面通知は、総会開催日の15日前（総

会開催日を除く）又は当社株式が上場されている市場により要求される時期（いずれか早い方）までに行わなければ

ならない。いずれの書面通知においても、クラス株主名簿に記載されている全ての株主に対し、審議される事項並び

にクラス総会の開催日及び場所を通知しなければならない。

 

クラス総会の通知は、かかる集会において議決権を行使する権限を有する株主に対してのみ送付されればよいもの

とする。

クラス総会は、株主総会と可能な限り類似した方法で行われる。株主総会の遂行方法に関する定款の規定は、クラ

ス株主総会に適用される。

内資株の保有者と海外で上場されている外資株の保有者は、異なるクラスの株主とみなされる。

以下の場合は、クラス総会における議決権の行使のための特別な手続は、適用されない。

 

(1)　当社が、株主総会における特別決議による株主の承認を得て、12か月毎に単独又は同時に、既存の発行済み内

資株及び海外で上場されている外資株の各々20％以下の株式を発行する場合

(2)　当社の設立時に内資株及び海外で上場される外資株を発行する計画が国務院の証券管理機関による承認日から

15か月以内に遂行される場合

 

定款のクラスの株主権規定の趣旨上、「利害を有する株主」とは以下をいう。

 

(1)　定款の第32条に従い全ての株主に対する全体的な買取の申入れ、又は香港証券取引所における公開取引による

株式の買戻しの場合において、定款の第56条における意味の範囲内の「支配株主」

(2)　市場外契約による株式の買戻しの場合において、提案された契約が関係する株式の保有者

(3)　当社の組織再編の場合において、提案された組織再編において当該クラスに課せられる比例的義務を超えない

義務を負うクラス内の株主、又は提案された組織再編に関し当該クラスの株主の権利とは異なる権利を有する

株主
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決議―必要な過半数

 

株主総会の決議は、普通決議と特別決議に分けられる。

普通決議が採択されるためには、総会に出席している株主（代理人を含む）により表象されている議決権の過半数

の賛成を示す議決権が行使されなければならない。

特別決議が採択されるためには、総会に出席している株主（代理人を含む）により表象されている議決権の３分の

２超の賛成を示す議決権が行使されなければならない。

総会に出席している株主（代理人を含む）は、決議案に賛成か反対かを明確にして、議決権を行使しなければなら

ない。当社は、議決権を数える際、保留票又は効力を有しない票を考慮しないものとする。

 

議決権（通常は、投票による採決及び投票による採決を要求する権利）

 

当社の普通株主は、株主総会に出席し、又は代理人を任命し、かつ議決権を行使する権利を有する。株主（代理人

を含む）は、株主総会において議決権を行使する際、議決権を有する株式数に応じ議決権を行使することができるも

のとし、また、各株式は一議決権を有するものとする。

株主総会においては、（挙手による議決権の行使以前又は以後において、）以下の者により投票が要求される場合

を除き、挙手により決議が採択される。

 

(1)　総会の議長

(2)　議決権を有する２名以上の株主本人、若しくは投票の権利を有する代理人

(3)　総会における議決権を有するすべての株式の10％以上を単独又は合算で表象する一名又は複数の株主若しくは

代理人

 

投票が要求された場合を除き、挙手により決議が採択された旨の議長による宣言及びかかる内容の議事録への記載

がかかる決議が採択された事実の最終的な証拠となる。かかる決議案に賛成又は反対を示す議決権数の割合に関する

証拠を提供する必要はない。投票についての要求は、かかる要求を行った者により撤回され得る。

総会の議長の選出又は総会の延期に関し要求された投票は、直ちに行われるものとする。その他の事項に関し要求

された投票は、総会の議長が指示する日時に行われるものとし、また、投票が要求された議事以外の一切の用件は、

投票保留中に進行され得る。投票の結果は、投票が要求された総会の決議とみなされる。総会において行われる投票

において、２つ以上の議決権を有する株主（代理人を含む）は、自身のすべての票を同じように投じる必要はない。

議決権の数が同一である場合（挙手決裁又は投票決裁のいずれであるかを問わない）は、挙手が行われた又は投票

が要求された議案に関して総会の議長は、決定票を有するものとする。

 

年次株主総会の要件

 

取締役会は、毎年一回、前会計年度終了から６か月以内に年次株主総会を招集するものとする。

 

会計及び監査

 

当社は、法律、行政規則及び国務院の金融規制部門により定められた中国の会計基準に従い、当社の財務及び会計

システムを確立するものとする。

取締役会は、法律、行政規則及び管轄地方及び中央政府機関により発布された命令により、当社が作成することを

要求されている財務報告書をすべての年次総会において株主に提示するものとする。
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当社の財務報告書は、年次株主総会の開催日の20日前に当社において株主が閲覧できるよう提供されるものとす

る。各株主は財務報告書の写しを取得する権利を有する。

定款に別段の定めがない限り、財務報告書又は財務報告の要約書面の印刷された写しが年次総会開催日の少なくと

も21日前までに、Ｈ株式のすべての保有者に対し、当社により株主名簿に記載されている住所宛に料金前払い郵便で

引き渡されるか送付されるものとする。

当社の財務報告書は、中国の会計基準及び規則に従い作成される他、国際会計基準又は当社の株式が上場している

外国の会計基準のいずれかに従い作成される。２つの会計基準に従い作成された財務報告書の間に重大な相違がある

場合は、かかる相違は、２つの財務報告書に付される脚注に記載され、かつ説明されるものとする。当社が税引後利

益を処分する場合、財務報告書に記載されている２つの税引き後利益のうち少ない方の金額が採用される。

当社により公表又は開示された中間決算又は財務情報は、中国の会計基準及び規則に従い、かつ国際会計基準又は

当社の株式が上場される外国の会計基準のいずれかに従い、作成及び公表されなければならない。

当社は、各会計年度において、２回財務報告書を公表するものとする。中間財務報告書は、各会計年度の最初の６

か月間の終了後60日以内に公表され、また、年次財務報告書は各会計年度終了後120日以内に公表されるものとする。

 

株主総会の招集通知及びそこにおける議事

 

株主総会は、当社の最高機関であり、法律に従いその機能を果たし、また、権限を行使するものとする。

当社は、総会における株主による事前の承認なしで、当社の事業の全部又は重要な一部の運営及び管理を委託する

契約を取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部以外の者と締結することはできない。

株主総会は、年次総会と臨時総会に分けられる。株主総会は、取締役会により招集されるものとする。

以下のいずれかの場合、取締役会は、２か月以内に臨時総会を招集するものとする。

 

(1)　取締役の人数が会社法により要求されている取締役の人数又は定款に記載されている取締役の人数の３分の２

未満となった場合

(2)　当社の未補填損失が当社の株式資本総額の３分の１に達した場合

(3)　当社の海外において上場されている議決権を有する発行済み株式の10％以上を保有する株主が臨時総会の招集

を書面にて要求する場合

(4)　取締役会により必要とみなされた場合、又は監督役会により要求された場合

(5)　２名以上の独立取締役が臨時総会の招集を要求する場合

 

会社が株主総会を招集する場合、株主総会の書面通知は、総会開催日の20日前（総会開催日を除く）又は当社株式

が上場されている市場により要求される時期（いずれか早い方）までに行わなければならず、臨時株主総会の書面通

知は、総会開催日の15日前（総会開催日を除く）又は当社株式が上場されている市場により要求される時期（いずれ

か早い方）までに行わなけばならない。いずれの書面通知においても、株主名簿に記載されている全ての株主に対

し、審議される事項並びに株主総会の開催日及び場所を通知しなければならない。

 

当社が年次株主総会を招集する場合、当社の議決権付き株式総数の５％以上を保有する株主は、書面により新たな

決議案を提案する権利を有するものとし、また、当社は、提案事項が株主総会の機能及び権限の範囲内で議題に載せ

るものとする。

臨時株主総会においては、総会の開催通知に記載されていない事項は採決されない。

株主総会の通知は、以下の要件に従わなければならない。
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(1)　書面によること

(2)　総会の場所、日時を明記すること

(3)　総会において審議される事項を記載すること

(4)　株主に事前に議案に対して決定を行うために必要な情報を提供し説明をすること。上記の一般原則を制限する

ことなく、当社と他社の合併、株式の買戻し、株式資本の組織再編、又はその他の方法による当社の組織再編

に関する提案の場合は、提案された取引の条件の詳細が契約書（存在する場合）の写しと共に提供されなけれ

ばならないものとし、また、かかる提案の理由及び効果が適切に説明されなければならない。

(5)　提案された取引に関して取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部と重大な利害関係がある場合、及び株

主としての地位におけるそれらの者に対する提案された取引の影響が同一クラスの株主の利害に与える影響と

異なる場合は、かかる影響の性質及び範囲の開示を含むこと

(6)　総会で提出される予定の特別決議の全文を含むこと

(7)　出席し、かつ議決権を行使する権限を有する株主は、自身に代わって出席し、かつ議決権を行使する一名以上

の代理人を任命する権限を有し、また、かかる代理人は株主である必要はない旨の明確な記載を含むこと

(8)　当該総会に関する委任状を提出する日時及び場所を明記すること

 

定款に別段の定めがない限り、株主総会の通知は、株主（総会において議決権を行使する権限を有するか否かは問

わない）に対し、手渡し又は株主名簿記載の住所宛に料金前払い郵便で送付され得る。国内株式保有者については、

総会の通知は公告により発表され得る。

公告は、総会開催日の15日から20日前（総会開催日を除く）の間に国務院の証券監督機関により指定された一つ又

は複数の新聞に掲載される。かかる公告後、国内株式保有者は、当該株主総会の通知を受け取ったものとみなされ

る。総会の通知を受取る権限を有する者に対し、意図せず通知が行われなかった場合、又はかかる者が総会の通知を

受取らなかった場合も当該総会の手続を無効にすることはできない。

以下の事項は、株主総会の通常決議により議決される。

 

(1)　取締役会及び監督役会の業務報告

(2)　取締役会により策定された利益の処分及び損失の補填に関する計画

(3)　取締役会の構成員及び監督役会の構成員の選任及び解任、かかる者の報酬及びその支払方法

(4)　当社の暫定的及び最終の年次予算、貸借対照表、及び損益計算書並びにその他の財務報告書

(5)　特別決議により採択されることが法律及び行政規則、又は定款により要求されている事項を除くその他の事項

 

以下の事項は、株主総会の特別決議により議決される。

 

(1)　株式資本の増資又は減資、いずれかのクラスの株式、ワラント及びその他の類似有価証券の発行

(2)　当社の社債の発行

(3)　分割、合併、解散及び清算、並びに当社による重大な買収又は当社の売却

(4)　定款の変更

(5)　株主総会の通常決議により議決されたその他の事項で当社に重大な影響を及ぼす性質を有しており、特別決議

により採択される必要のある事項

 

株式の譲渡

 

全額払込済のＨ株式は、定款に従い自由に譲渡され得る。但し、取締役会は、理由がなくても、譲渡証書の承認を

拒否することができる。但し、以下の場合を除く。
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(1)　Ｈ株式の名義書換登録又はＨ株式の所有権に関する若しくはそれ自身、又はその変更に影響を及ぼすその他の

文書に関して、香港証券取引所により同意された規定の手数料又はそれ以上の手数料が当社に支払われている

場合

(2)　譲渡証書がＨ株式のみに関する場合

(3)　譲渡証書に関し課される印紙税が支払われている場合

(4)　当該券面及び取締役会の正当な要求がある場合はＨ株式を譲渡することができる譲渡人の権利に関する証拠が

提出されている場合

(5)　共同所有者に株式を譲渡することが意図されている場合は、共同所有者の人数が４名を超えていない場合

(6)　当社が当該Ｈ株式について担保権を設定していない場合

 

株主名簿の変更及び訂正は、株主名簿の保管場所の法律に従って行われるものとする。

 

関連法令、当社株式が上場されている市場の上場規則又は証券監督当局が、株主総会の開催日又は当社の配当金分

配の基準日より前に譲渡が行われた場合に株主名簿の変更が行われない期間を定めている場合は、かかる定めが優先

する。

 

自社株を買戻す権限

 

定款の規定に従い、当社は、自社の登録資本金を減少することができる。

当社は、定款に規定されている手続に従って、かつ政府の関係監督機関の承認を得て、以下の場合に自社の発行済

株式を買戻すことができる。

 

(1)　資本の減少のための株式の消却の場合

(2)　当社の株式を保有する他の会社との合併の場合

(3)　法律及び行政規則により許可されているその他の場合

 

当社は自社株を買戻すため、政府の関係監督機関の承認を得て、以下のいずれかの方法により買戻しを行うことが

できる。

 

(1)　当社のすべての株主に対する比例配分方式による買戻しの申入れ

(2)　香港証券取引所における公開買付を通じた株式の買戻し

(3)　市場外での契約による買戻し

 

当社が市場外での契約により自社株を買戻す場合は、定款に従い株主による事前の承認を得なければならないもの

とする。当社は、当社が締結した契約に基づく自社の権利を、同様の方法により株主の事前の承認を得ることによ

り、取消、変更又は放棄することができる。

株式を買戻す契約には、当社の株式を買戻す義務を負う、又は当社の株式を買戻す権利を取得する契約が含まれる

がこれらに限定されないものとする。当社は、自社株を買戻すことを目的とする一切の契約又はかかる契約に含まれ

る一切の権利を譲渡することはできない。

法律に従い当社により買戻された株式は、法律及び行政規則により定められた期間内に消却されるものとし、ま

た、当社は、自身の登録資本金の変更登録に関し、当初の会社登記関係機関に申請するものとする。当社の登録資本

金の金額は、消却された株式の額面総額分減額される。
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当社は、清算手続中である場合を除き、自身の発行済株式の買戻しに関し、以下の規定に従わなければならない。

 

(1)　当社が当社の株式を額面で買戻す場合、支払金額は、当社の帳簿上の配当可能余剰金、又はかかる目的で行わ

れる株式の新規発行による手取金から支払われるものとする。

(2)　当社が当社の株式を額面にプレミアムを加算した金額で買戻す場合、額面金額は、当社の帳簿上の配当可能余

剰金、又はかかる目的で行われる株式の新規発行による手取金から支払われるものとする。額面金額を超える

金額は、以下の通り支払われる。

(i)　買戻される株式が額面で発行された場合は、支払金額は、当社の帳簿上の配当可能余剰金から支払われる

ものとする。

(ii)　買戻される株式が額面にプレミアムを加算した金額で発行された場合は、支払金額は、当社の帳簿上の配

当可能余剰金、又はかかる目的で行われる株式の新規発行による手取金から支払われるものとする。但

し、新規発行による手取金により支払われる金額は、買戻される株式の発行により当社が受領したプレミ

アムの総額、又は当社の株式発行差金勘定又は資本準備金勘定（新規発行によるプレミアムを含む）の残

高を超えないものとする。

(3)　当社が以下の目的で支払う金額は、当社の配当可能利益から支払われるものとする。

(i) 当社の株式を買戻す権利を取得するため

(ii) 当社の株式を買戻す契約の変更のため

(iii) 当社の株式を買戻す契約に基づく当社のいずれかの債務の免除のため

(4)　当社の登録資本金が当該規定に従い消却された株式の額面総額分減額された後、買戻された株式の額面金額の

支払のために当社の配当可能利益から差し引かれた金額は、当社の株式発行差金勘定又は資本準備金勘定に移

転される。

 

当社の株式を保有する当社の子会社の権限

 

定款には、子会社による当社の株式保有を禁止する規定はない。

 

配当及びその他の利益を分配する手段

 

当社は、現金又は株式により、配当を行うことができる。

当社は、発生した損失を填補し、かつ法定共通準備金勘定及び法定共通厚生基金への割当を行うまでは、いかなる

配当も支払うことはできない。

当社が国内株式の保有者に対し支払うことを宣言した配当又はその他の支払金は、人民元建てで宣言され、及び計

算され、支払われる。Ｈ株式の保有者に支払われる配当又はその他の支払金は、人民元建てで宣言され、及び計算さ

れ、香港ドル建てで支払われる。

当社は、Ｈ株式に関し当社が宣言した配当及び当社により支払われるその他一切の金銭を当該株主に代わって受領

するＨ株式の保有者のための受領代理人を任命するものとする。Ｈ株式の保有者のために任命される受領代理人は、

香港の受託者に関する法令に基づき信託会社として登記された会社でなければならないものとする。

 

議決権代理人

 

当社の総会に出席しかつ議決権を行使する権限を有する株主は、自身に代わって出席し議決権を行使する代理人と

して一名以上の者（株主であるか否かを問わない）を任命する権限を有するものとし、また、任命された代理人は、

以下の権利を有するものとする。

(1)　株主と同等の権利を有し会議において発言することができる
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(2)　投票を要求するか、又はかかる要求に参加する権限を有する。

(3)　挙手又は投票により議決権を行使する権利を有するものとするが、複数の代理人を任命した株主の代理人は、

投票によってのみ議決権を行使できる。

代理人の任命方法は、任命者又は書面にて適正に授権された弁護士により署名された書面、又は任命者が法人であ

る場合は、取締役若しくは正式に授権された弁護士により署名若しくは捺印された書面とする。議決権行使代理人を

任命する証書、及び、かかる証書が委任状又はその他の授権書に基づき任命者に代わる者により署名された場合は、

委任状又はその他の授権書の公証人により証明された写しが、当社の所在地又はかかる目的のために会議招集通知に

記載されたその他の場所に、代理人が議決権を行使する予定になっている総会の開催時間又は決議が採択される予定

時間の24時間前までに預託されるものとする。代理人を任命するかかる証書には、発行日が記載されるものとする。

任命者が法人である場合は、その法律上の代表者又はその代表者として行為することがその取締役会若しくはその

他の管理機関の決議により授権された者は当社の株主総会に出席することができる。

当社の総会に出席し、議決権を行使する代理人を任命するために株主に対し取締役により発行される用紙は、株主

の意思により、会議において審議される議事の各決議に賛成又は反対の議決権を行使するよう代理人に指示すること

を可能にするようなものとする。かかる用紙には、株主による指示がない場合は、代理人が適切と考えるとおり議決

権を行使することができる旨が記載されているものとする。

任命者の死亡又は能力の喪失、又は代理行為が行われた際、前提とされた委任状若しくは授権の取消、又は委任状

に関わる株式の譲渡にかかわらず、委任状の条項に従い行使された議決権は、有効であるものとする。但し、上記の

事項に関する書面による通知が、当該会議の開始前に当社の所在地において当社により受領されていなかったことを

条件とする。

 

株式の償還及び株式の失権

 

定款には、株式の償還又は株式の失権に関する規定はない。

 

株主の権利（株主名簿を閲覧する権利を含む）

 

当社の普通株主は以下の権利を有する。

 

(1)　保有する株式数に比例する配当及びその他の利益配分を受取る権利

(2)　株主総会において発言する権利

(3)　株主総会に出席するか、又は出席する代理人を任命し、かつ議決権を行使する権利

(4)　当社の業務を監督及び管理する権利、及び提案又は質問を行う権利

(5)　法律、行政規則及び定款の規定に従い株式を譲渡する権利

(6)　定款の規定に従い以下を含む適切な情報を取得する権利

(i) 費用を支払うことを条件として定款の写しを取得する権利

(ii) 合理的な手数料を支払うことを条件として以下を閲覧、謄写する権利

　　(a)　株主名簿の全ての部分

　　(b)　当社の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部の以下の個人情報

　　　(aa)　現在及び過去の氏名並びに通称

　　　(bb)　主たる住所（居住地）

　　　(cc)　国籍

　　　(dd)　主たる及びその他一切の非常勤の職業及び任務

　　　(ee)　身分証明書及び身分証明書番号

　　(c)　当社の株式資本の状態に関する報告
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　　(d)　前会計年度末以降当社が買戻した各クラスの株式に関する株数、額面総額、数量、支払われた最高及び最低

価格、並びにこれにより当社が負担した総額を記載した報告書

　　(e)　株主総会の議事録

(7)　当社の解散又は清算の場合、保有する株式数に比例して、当社の残存資産の分配に参加する権利

(8)　法律、行政規則及び定款により付与されたその他の権利

 

株主総会及び個々のクラスの株主総会の定足数

 

株主総会に出席を予定している株主が保有する議決権付株式（内資株及びＨ株式の双方）の総数が、当社の議決権付株式総数

の半数を超える場合、当社は、株主総会を開催することができる。

不正行為又は職権濫用に関する少数株主の権利

 

法律、行政規則により課せられた、又は当社の株式が上場されている香港証券取引所により要求された義務に加

え、支配株主は、以下の事項に関して、当社のすべての又は一部の株主の権利を損なう方法で議決権を行使してはな

らないものとする。

 

(1)　当社の最良の利益のために誠実に行為しなければならないという取締役又は監督役の責任を免除すること

(2)　取締役又は監督役による当社の資産（当社に利益をもたらす機会を含むがこれに限定されない）の（自己又は

第三者のための）収奪を承認すること

(3)　取締役又は監督役による他の株主の個別の権利（配当を受ける権利及び議決権を含むがこれに限定されない）

の（自己又は第三者の利益のための）没収を承認すること。但し、定款に従い承認を得るため株主に対し提出

された組織再編案による場合は除く。

 

かかる趣旨上、「支配株主」とは、以下のいずれかの条件を満たす者をいう。

 

(1)　単独又は他者と共同で、取締役会の過半数以上を選任する権限を有する者

(2)　単独又は他者と共同で、当社の議決権の30％以上を行使するか又はかかる行使を支配する権限を有する者

(3)　単独又は他者と共同で、当社の発行済株式の30％以上を保有している者

(4)　単独又は他者と共同で、その他の方法により当社を事実上支配している者

 

上記「既存株式又は異なるクラスの株式に関する権利の変更」を参照のこと。

 

清算手続

 

当社は、以下のいずれかの事象が発生した場合、解散及び清算されるものとする。

 

(1)　株主総会において解散のための決議案が可決された場合

(2)　当社の合併又は分割により解散することが必要となった場合
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(3)　当社が支払期日が到来した債務の支払を弁済できず、法的に破産宣告された場合

(4)　当社が法律及び行政規則に違反したため、解散するよう命じられた場合

 

当社が支払不能であると宣告されたという理由以外により、取締役会が当社の清算を提案する場合、取締役会は、

当該提案が審議される株主総会の招集通知に、当社の業務を十分に調査した後、当社が清算開始から12か月以内に自

身の債務の全額を支払うことができると取締役会が考えている旨の記述を記載しなければならないものとする。

株主総会において当社の清算決議案が可決された場合、取締役会のすべての職務及び権限は無効になるものとす

る。

清算委員会は、株主総会の指示に従い、少なくとも毎年一回、株主総会に対し、委員会の収支状況、当社の業務、

及び清算の進捗状況を報告しなければならないものとし、また、清算結了時には株主総会に対し最終報告書を提出し

なければならないものとする。

 

当社又は当社の株主にとって重要なその他の規定

 

(i) 総則

 

当社は、永続的な株式責任会社である。

定款は、当社の株主総会における特別決議による承認並びに国務院により授権された企業審査許可局の承認により

効力を生じる。定款の発効日以降、定款は、当社の組織及び業務、並びに当社と各株主の間、及び株主間の権利及び

義務を規定する、法的拘束力を有する文書になるものとする。

当社は、他の有限責任会社又は株式責任会社に投資することができる。当社の投資先会社に対する責任は、当該投

資先会社に対する当社の資本拠出金額に限定される。

国務院により授権された企業許可局の承認を得た場合、当社は、当社の業務及び管理の必要性に応じて持株会社と

して業務を行うことができる。

当社は、当社の業務及び発展のための必要性に基づき、また、関連する定款の規定に従い、増資を承認することが

できる。

当社は、以下の方法により増資を行うことができる。

 

(1)　不特定の投資家に対する新株引受の募集

(2)　当社の既存株主に対する新株の割当

(3)　当社の既存株主に対する無償株式の発行

(4)　法律及び行政規則により許可されたその他の方法

 

当社の新株の発行による増資は、定款の規定により承認された後、関連する法律及び行政規則に定められた手続に

従って行われるものとする。

法律又は行政規則に異なる規定がある場合を除き、当社のＨ株式は、自由に譲渡され得るものとし、また、いかな

る担保権も設定されないものとする。国務院又は国務院により授権された規制部門の承認を得た上で、かつ、香港証

券取引所の同意を得た上で、当社の内資株はＨ株式に転換することができる。

当社は、当社の登録資本金を減資する場合、貸借対照表及び資産目録を作成しなければならない。当社は、当社の

登録資本金の減少の決議が行われた日から10日以内に当社の債権者に通知するものとし、また、かかる決議日から30

日以内に少なくとも３回は、新聞の紙面上で公告するものとする。債権者は、当社からの通知の受領後30日以内、又

は通知を受領していない債権者は、最初の公告日から90日以内に当社に対し債務の返済、又はかかる債務に応じた保

証を提供することを要求する権利を有する。当社の登録資本金は、減資後も法定の最低資本金額を下回らないものと

する。
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当社の普通株主は、以下の義務を負うものとする。

 

(1)　定款に従うこと

(2)　引き受けた株式数に応じた引受金を引受方法に従い支払うこと

(3)　法律、行政規則及び定款により課された他の義務

 

株主は、引受時に当該株式の引受人により合意された金額を除き、株式資本に追加の拠出を行う義務はないものと

する。

 

(ii) 取締役会の秘書役

 

取締役会の秘書役は、必要な専門知識及び経験を有する自然人で、かつ取締役会により任命された者でなければな

らないものとする。かかる秘書役は、それぞれ当社の中国及び香港における業務に関し責任を負うものとするが、

各々が、当社の秘書役としてのすべての権利を単独で行使する権限を有する。中国における業務に関して責任を負う

秘書役の主な責任には、以下が含まれる。

 

(1)　当社の書類及び記録が完全であり合法的であることを確認すること

(2)　関係機関により要求されているすべての報告書又は文書の作成及び提出が関係法令及び関係機関の要求に従っ

ていることを確認すること

(3)　株主名簿が適切に保管及び維持されていることを確認すること

(4)　当社の記録又は文書を受取る権利を有する者がかかる記録又は文書を遅滞なく取得することができるよう確認

すること

 

香港における業務に関して責任を負う秘書役の主たる責任には、以下が含まれる。

 

(1)　取締役会の指示及び香港上場規則に従い、香港証券取引所宛の関係情報及び文書を作成し提出すること

(2)　株主総会及び取締役会のために様々な文書を作成すること

(3)　当社に関する文書を香港の企業登記所に提出すること

 

(iii) 監督役会

 

当社は、監督役会を有する。取締役、総経理、副総経理、財務管理者及びその他の上級経営陣は、監督役を兼務す

ることができない。監督役会は、８名以上の監督役からなる。社外監督役（即ち当社の役職に就いていない監督役）

は、監督役会の構成員の50％を超えるものとし、その内少なくとも２名の監督役は独立監督役（当社から独立してい

る監督役でかつ当社の役職に就いていない監督役をいう。以下同じ）であるものとする。監督役会のいずれか１名の

構成員が会長を務めるものとする。監督役の任期は、３年とし、再選及び再指命により再任され得る。監督役会の会

長の選任又は解任は、監督役会の構成員の３分の２以上により決定される。監督役会の会長は、監督役会の機能及び

権限の行使の調整を行う。会長の任期は、３年とし、再選及び再指命により再任され得る。

監督役会は、総会において株主により選任又は解任される株主の代表、独立監督役、及び従業員により民主的に選

任又は解任される当社の従業員の代表からなる。監督役会は、必要に応じて、監督役会の日常業務に関する責任を負

う事務局を設置することができる。
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監督役会は、株主に対し説明義務を負うものとし、また、法律に従い以下の権限を行使するものとする。

 

(1)　財務状況を調査する権限

(2)　取締役、総経理、及びその他の経営幹部が、法律、行政規則及び定款に違反するような行為を行わないよう監

督する権限

(3)　取締役、総経理、又はその他の経営幹部の行為が当社の利益を害する場合は是正するよう要求する権限

(4)　取締役会が株主総会に提出する財務報告書、営業報告書及び利益処分案等の財務情報を検証し、疑義が発生し

た場合は、当社の名において公認会計士及び当社の実務監督役による再調査を許可する権限

(5)　臨時株主総会を招集することを提案する権限

(6)　取締役との交渉において、又は取締役を提訴する場合に当社を代表する権限

(7)　定款に規定されているその他の権限を行使する権限

 

監督役会の構成員は、取締役会に出席するものとする。

 

(iv) 当社の総経理

 

当社は、取締役会により任命又は解任される１名の総経理を有する。当社は、総経理の業務を補佐する数名の副総

経理及び１名の財務管理者を有する。副総経理及び財務管理者は、総経理により指名され、取締役により任命又は解

任される。社外取締役及び独立（非執行）取締役以外の取締役は、当社の総経理又は副総経理を兼任することができ

る。当社の支配株主の経営者は、当社の総経理又は副総経理を兼任してはならない。

総経理は、取締役会に対し説明責任を負うものとし、また、以下の任務を遂行し、権限を行使するものとする。

 

(1)　当社の生産、運営及び管理に関する責任を負い、また、取締役会の決議を実施する手配を整えること

(2)　当社の年間事業計画及び投資計画の実施を取りまとめること

(3)　当社の内部経営組織の構築計画の試案を作成すること

(4)　当社の支店の設置計画の試案を作成すること

(5)　当社の基本経営体系の試案を作成すること

(6)　当社の基本規則及び規制を制定すること

(7)　当社の副総経理及び財務管理者の任命又は解任を提案すること

(8)　取締役会において任命又は解任されることが要求されている者を除く、経営幹部の任命又は解任を行うこと

(9)　定款及び取締役会により付与されたその他の権限を行使すること

 

総経理は、取締役会に出席することができる。但し、総経理は、取締役を兼任している場合を除き、取締役会にお

いて議決権を有さないものとする。

総経理、副総経理、及び財務管理者は、任務を履行し、権限を行使する際、法律、行政規則及び定款に従い、誠実

かつ勤勉に行動するものとする。
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(v) 取締役会

 

取締役会は、株主総会に対し説明責任を負うものとし、また、以下の任務を遂行し、権限を行使するものとする。

 

(1)　株主総会の招集責任の履行及び総会における株主への事業報告

(2)　総会において株主が可決した決議の実施

(3)　当社の事業計画及び投資計画の決定

(4)　当社の暫定年度財務予算及び最終年度財務予算の策定

(5)　当社の利益分配案及び損失回収案の策定

(6)　負債・財務方針、当社の登録資本金の増資又は減資案及び社債発行案の策定

(7)　当社の重要な資産の買収又は処分案及び合併、分割又は解散計画の立案

(8)　当社の内部管理体制の構築の決定

(9)　当社の社長の任命又は解任、社長の指名に基づく当社の副社長及び財務担当取締役の任命又は解任、並びにこ

れらの者の報酬に関する決定

(10)　当社の支店の設立の決定

(11)　当社の基本管理システム（財務管理及び人事管理システムを含む）の構築

(12)　定款の修正案の策定

(13)　当社の清算又は破産申立案の策定

(14)　総会の授権に基づく当社の対外保証の決定

(15)　会社法及び定款により株主総会の決議が要求される事項以外の、当社のその他の重要事項及び経営上の事項の

決定並びにその他の重要な契約の締結の決定

(16)　総会及び定款により付与されるその他の権限の行使

 

３分の２以上の取締役により可決される上記第(6)項、第(7)項、第(12)項、第(13)項及び第(14)項に記載されている事

項に関する取締役会決議を除き、その他のすべての事項に関する取締役会の決議は、過半数の取締役により可決され

得る。

取締役会は、少なくとも毎年４回は開催されるものとし、取締役会長により招集されるものとする。会議の通知

は、開催日（開催日を除く）の10日前にすべての取締役に送付される。緊急の場合は、臨時取締役会が開催され得る

ものとし、10日前の通知は必要とされない。但し、３分の２の取締役により可決される事項に関しては、10日前の通

知は必要であり、放棄できないものとする。

取締役会は過半数の取締役が出席する場合にのみ開催される。各取締役は、１つの議決権を有する。いずれかの決

議案に関し、賛成票と反対票の数が同数である場合は、取締役会長が決定権を有するものとする。４分の１の取締役

又は２名の社外取締役が決議事項に関し必要な情報が十分でないか又は明確でないとみなした場合は、かかる者は、

取締役会又は取締役会におけるかかる事項の審議を延期する旨の共同要求を行うことにより延期することができる。

取締役会に提案されるいずれかの決議に関しいずれかの取締役が重大な利害関係を有する場合、当該取締役は、議

決権を有さないものとし、当該取締役会の定足数に含まれないものとする。
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(vi) 会計士

 

(1) 会計士の選任

 

当社は、当社の年次財務書類を監査するため、また当社の他の財務報告書を検討するために中国の関係規則に基づ

く資格を有する独立公認会計事務所を選任する。当社の最初の公認会計事務所は、最初の年次株主総会以前の当社の

創立総会において任命され得るものとし、また、選任された公認会計事務所は、最初の年次株主総会の終了時までは

かかる地位にとどまるものとする。

創立総会において、前項に基づく権限が行使されなかった場合は、かかる権限は取締役会により行使されるものと

する。当社により選任された公認会計事務所は、選任が行われた年次株主総会終了時から次回の年次株主総会終了時

まではかかる地位にとどまるものとする。

株主総会の招集前に、取締役会は、会計事務所の臨時的な不在状態を埋めあわせることができるが、かかる不在状

態が続く間は、存続する又は継続する事務所（存在する場合）が行為し得る。

株主総会において株主は、当社と公認会計事務所との間の契約の規定にかかわらず、普通決議により公認会計事務

所の任期満了前に当該事務所を解任することができるが、公認会計事務所のかかる解任より被った損害（存在する場

合）の賠償請求権は失われないものとする。

公認会計事務所に対する報酬又は当該報酬の支払方法は、株主総会において決定される。取締役会により選任され

た公認会計事務所に対する報酬は、取締役会により決定される。

 

(2) 会計事務所の変更及び解任

 

当社による公認会計事務所の選任、解任及び非再任は、株主総会において決議される。株主総会における決議は、

国務院の証券監督機関に届出されるものとする。

公認会計事務所の臨時的な不在状態を埋めあわせるための公認会計事務所（在任事務所ではない）の選任、不在状

態を埋めあわせるために取締役会により選任された退任予定の公認会計事務所の再任、又は公認会計事務所の任期満

了前の解任に関する決議案が株主総会において可決されるべく提案される場合、以下の規定が適用される。

 

1.　株主に対する総会開催通知が交付される前に、選任されることが提案される公認会計事務所、又は退任すること

を提案している公認会計事務所、又は退任した（解任、辞任及び退任を含む）公認会計事務所に対し提案の写し

が送付されるものとする。

2.　退任しようとする公認会計事務所が、書面により表明を行い、かつ当社に対しかかる表明を株主に通知すること

を要求した場合、当社は、（かかる表明を受領するのが遅過ぎた場合を除き）、以下の事項を行うものとする。

(i) かかる表明が行われた事実を株主に交付される決議に関する通知に記載する。

(ii) かかる表明の写しを通知に添付し、定款に規定されている方法で株主に交付する。

3.　公認会計事務所の表明が前項の規定に従い送付されなかった場合は、当該事務所は、株主総会においてかかる表

明が読みあげられることを要求することができる（また、これを聞く権利を有する）。

4.　退任しようとする公認会計事務所は、以下に出席する権利を有する。

(i) そこにおいて任期満了となるはずであった株主総会

(ii) 自身の解任による空位を満たすことが提案される株主総会

(iii) 自身の解任に関し招集される株主総会
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また、かかる株主総会のすべての通知及びこれに関するその他の通信を受領する権利を有し、また、当社の前会計

事務所としての任務に関する事項について、当該総会において発言する権利を有するものとする。

 

(3) 公認会計事務所の辞任

 

公認会計事務所が辞任する場合、当社側に不適切な行為があったか否かを株主総会において明確にしなければなら

ない。

 

公認会計事務所は、当社の登記上の住所に辞任通知を預けることにより辞任することができる。かかる通知は、当

該預り日又はかかる通知に記載されている日以後の日に発効するものとする。かかる通知には以下が含まれるものと

する。

 

1.　自身の辞任に関し、当社の株主又は債権者に知らせるべき事情が存在しない旨の記載

2.　かかる事情に関する記載

 

前段落により通知が預けられた場合、当社は、14日以内に関係監督機関に対し通知の写しを送付するものとする。

かかる通知に上記2.の記載が含まれる場合、かかる記載の写しは、株主が閲覧できるよう当社の登記上の事務所に備

置されるものとする。当社は、また、Ｈ株式のすべての保有者に対し株主名簿に登録されている住所宛に、料金前払

い郵便にて、かかる記載の写しを送付するものとする。

公認会計事務所の辞任通知に、当社の株主又は債権者に知らせるべき事情に関する記載が含まれる場合は、公認会

計事務所は、取締役会に対し、自身の辞任に関する事情について説明するため、臨時株主総会を招集するよう要求す

ることができる。

 

(vii)紛争の解決

 

海外において上場されている外資株の保有者と当社、当社の取締役、監督役、総経理若しくはその他の経営幹部、

又は内資株の保有者との間に何らかの紛争若しくは請求が発生した場合、定款、又は中国の会社法若しくは当社の業

務に関するその他の関連法及び行政規則により付与されている権利若しくは課されている義務に基づき、かかる紛争

若しくは請求は、関係当事者により仲裁に付されるものとする。

申立人は、中国国際経済貿易仲裁委員会の規則に従い同委員会、又は香港国際仲裁センターの証券仲裁規則に従い

同センターのいずれかにおける仲裁を選択することができる。申立人が紛争又は請求を仲裁に付した場合、他方当事

者は、申立人により選択された仲裁機関に応じなければならない。

申立人が、香港国際仲裁センターにおける仲裁を選択した場合、紛争又は請求の当事者は、香港国際仲裁センター

の証券仲裁規則に従い深センにおいて行われる審問を申請することができる。

紛争が仲裁により解決されることが予定されている場合、法律及び行政規則に規定がある場合を除き、中国の法律

が適用される。

紛争又は権利の請求が仲裁に付される場合、請求又は紛争の全体が仲裁に付されなければならないものとし、ま

た、紛争又は請求を惹起したのと同一の事実に基づく訴訟の原因を有する、又はかかる紛争又は請求の解決のために

参加することが必要とされるすべての者が仲裁に従わなければならないものとする。但し、かかる者は当社又は当社

の株主、取締役、監督役、総経理若しくはその他の経営幹部であることを条件とする。株主であることの確認に関す

る紛争及び株主名簿に関する紛争は、仲裁に付される必要はない。

仲裁機関による裁定は、最終的かつ決定的であるものとし、また、すべての当事者に対する拘束力を有するものと

する。
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２【外国為替管理制度】

 

中華人民共和国の法定通貨は人民元であり、現時点で外国為替管理の対象となり、自由に外国通貨に交換すること

はできない。中国国家外為管理局（以下「SAFE」という）は、中国人民銀行（以下「PBOC」という）の監督下で、外

国為替管理規則の実施を含めて外国為替に関する全ての事項を管理する権限を有する。

1993年12月31日以前は外貨の管理に割当制度が採用され、外貨を必要とする企業は現地のSAFEの事務所から割当て

を取得して、PBOC又はその他の指定銀行を通じて人民元を外貨に交換する必要があり、SAFEが毎日定める公定レート

で交換するほかなかった。人民元は交換センターで外貨に交換することも可能で、交換センターが使用する交換レー

トは主に、中国企業が必要とする外貨と人民元の需要と供給によって決まり、交換センターで外貨の売買を希望する

企業はまずSAFEの承認を得なければならなかった。

1993年12月28日にPBOCは、国務院の監督下で、外貨管理体制の改革促進に関するPBOC通達（以下「通達」という）

を公布し、1994年１月１日から施行され、2009年８月28日にPBOCによって廃止された。通達は外貨割当制度の廃止、

経常収支項目に関する人民元の条件付き交換の実施、銀行による外貨決済・支払制度の確立及び人民元の公定レート

と交換センターにおける人民元の市場レートの一本化を発表した。

1996年１月29日に国務院は外貨の「中華人民共和国外国為替管理に関する新規則（以下「外国為替管理規則」とい

う）を公布し、1996年４月１日から施行された。外国為替管理規則は全ての海外送金を経常収支項目と資本収支項目

に分類した。

1996年６月20日にPBOCは外国為替決済・売却・支払管理規定（以下「決済規定」という）を公布し、1996年７月１

日から施行された。決済規定によって暫定規定は無効となり、残存する経常収支項目に関する外貨の交換制限は廃止

された（但し、資本収支項目に関する外貨取引の制限は残った）。

1998年10月25日にPBOC及びSAFEは外国為替交換業の廃止に関する通達を公布し、1998年12月１日から施行され、中

国国内の外国投資企業向け外国為替交換業は全て廃止され、外国投資企業による外貨取引は外貨を決済し、売却する

銀行制度の枠内で実施されることとなった。

1994年１月１日に人民元の二重相場制が廃止され、需要と供給によって決まる管理変動相場制に変わった。PBOCは

前日の銀行間外国為替市場の人民元と米ドルの取引価格を基準に、毎日、人民元と米ドルの交換レートを設定し、発

表する。またPBOCは銀行間外国為替市場の交換レートを基準に、その他の主要通貨と人民元の交換レートも発表して

いる。外貨取引に際して指定外国為替銀行はPBOCが発表した交換レートに従って、一定のレンジで自由に交換レート

を決定することができる。

2005年７月21日にPBOCは、中国が同日、市場の需要と供給に基づきかつ通貨バスケットを参照して規制管理変動相

場制度を導入することを発表した。人民元のレートは、米ドルに連動しない。PBOCは今後、各営業日の市場終了後に

銀行間外国為替市場における人民元と米ドルの交換レート等外貨の終値を発表し、翌営業日における人民元の取引の

ための中心レートを定める。

外国為替管理規則は2008年8月5日に大幅に改正された。当該改正では、経常収支項目に真実、適法な取引基礎が必

要とされ、国内企業が経常収支項目の外貨収入を国内に振り戻さなければならないという要求が廃止され、中国の関

係規定に従って留保又は外貨決済及び販売を行う金融機関への売却が認められ、資本収支項目における外貨及び人民

元転資金を認可された用途で使用すべきことが明記された。また、外貨資金の違法流入、違法決済又は決済資金の用

途違反に関する特定の処罰条文が追加され、SAFEが外貨資金の流入及び流出の手続きを監督及びコントロールする権

限を有し、外貨業務の為替ポジション管理が調整され、SAFEが金融機関の外貨業務に対して総合為替ポジション管

理を実行し、国境を越えた資金流動に関する監督が強化されることになった。

経常収支に基づく為替差益は、関係規定に従って留保又は外貨決済及び販売を行う金融機関に売却され得る。資本

収支に基づく為替差益が、留保され、又は外貨決済及び販売を行う金融機関に売却されるには、国家により別段認め

られた場合を除き、外国為替管理課の承認が必要である。
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経常収支項目に関する取引に外貨を必要とする中国企業（外国投資企業を含む）はSAFEの承認を得ることなく、有

効な領収書と証拠に基づいて外貨口座から支払いを行うか、又は指定外国為替銀行で交換した上で支払いを行うこと

ができる。また株主に対する利益の分配に外貨を必要とする外国投資企業及び規則によって外貨で株主に配当を支払

う義務を負う（当社のような）中国企業は利益の分配に関する取締役会の決議に基づいて、外貨口座から支払いを行

うか、又は指定外国為替銀行で交換した上で支払いを行うことができる。

Ｈ株式の保有者に支払う配当は人民元で算定して、香港ドルで支払わねばならない。

SAFEにより2012年11月19日に公布され、2015年５月４日に初めて改訂され、2018年10月10日に２回目の改訂がさ

れ、2019年12月30日に３回目の改訂がされた「直接投資に関する外国為替管理方針に係る追加拡充及び調整に関する

国家外為管理局通知」及び2015年２月13日に公布され、2019年12月30日に改訂された「直接投資関連外国為替管理方

針の追加簡易化及び改善に関する国家外為管理局通知」に従い、いくつかの問題はSAFEの許可に従う必要はない。た

とえば、直接投資口座のもとでの外国投資口座の開設や、当該口座に対する払込み、中国での外国投資家の法的収入

による再投資、直接投資口座における外国為替の購入及び外部支払い、直接投資口座における外国為替の国内移転が

これに当たる。それぞれの管理手続きは、外国投資指向の会社による外国為替の再投資における管理や外国資本法人

が行わなければならない資本検証及び確認の手続き、中国の当事者から株式を外国投資家が取得する際の外国為替登

録手続きのように簡易化されている。海外の借入規制に対する管理は、これらにも増して緩和されており、外国資本

法人の外国為替資本の転換に係る管理も改善されている。

2013年５月10日にSAFEが公布され、2018年10月10日に初めて改訂され、2019年12月30日に２回目の改訂がされた

「中国での外国投資家による直接投資に係る外国為替管理についての規制」により、外国投資家による中国での直接

投資は、登録制となった。中国での直接投資に関わる法人及び個人は、SAFE及びその支部に登録手続きを行わなけれ

ばならない。銀行は、外国為替に関する機関から提供される、当該登録に関する情報に基づいて中国における直接投

資に関する事業を行わなければならない。外国為替に関する機関は、当該登録、口座の開設と変更、出資の受付と支

払い、外国為替決済と売付け及びその他の中国での直接投資に関する行為に対する監督と管理を行う。

SAFEが2014年１月10日に公布し、2023年12月４日に「さらなる改革深化及びクロスボーダーの貿易及び投資の円滑

化の促進に関する国家外為管理局通知」により改正された「資本項目に基づく外国為替管理に係る方針の追加拡充及

び調整に関する国家外為管理局通知」に従い、ファイナンスリース会社の海外債権に対する外国為替管理、海外投資

家に対する中国国内の不良資産の譲渡に係る外国為替管理、中国国内の企業による利益仕向送金管理、個人財産の移

転による外国為替売却及び支払管理など、複数の行政手続が簡素化されるとともに、中国国内の企業の海外直接投資

に係る前払費用に対する規制及び中国国内の企業による海外貸付に対する規制がさらに緩和され、証券会社の「証券

業務外貨経営許可証」の管理が改善される。

国務院によって2014年10月23日に公布された「一連の行政の承認事項等の取消又は調整に関する国務院決定」に従

い、海外の上場株式に関連する本国への送金及び海外で得られた金銭の相殺は、SAFE又はその支局による承認の対象

ではなくなった。SAFEによって2014年12月26日に公布された「海外上場の外貨管理に関する外国為替に関する国家行

政の通知」に従い、銀行金融機関を除く国内会社は、特定の海外上場口座の金銭の相殺から得られた人民元建ての金

銭、人民元建てで海外上場口座を通じて返金された金銭、海外株式を買い戻すために人民元建てで送金された金銭及

び返金された余剰買戻し金銭を保管するため、外貨交換用の一対一の確認口座を、当該特定海外上場口座が開設され

た銀行に、開設しなければならない。

SAFEが2015年２月13日に公布し、2019年12月30日に２回目の改訂がされた「直接投資外国為替管理のさらなる簡素

化と改善に関するお知らせ」によると、SAFE及びその支部による中国及び海外における直接投資のための外国為替登

録承認は中止され、かわりに、中国及び海外における外国為替登録は銀行により直接審査及び運用される。SAFEとそ

の支部は銀行を通じて直接投資に関連する外国為替登録を間接的な監督を実施する。また、直接投資のための一定の

外国為替登録手続が簡素化された。国内直接投資における外国人投資家の寄与の確認と登録の管理が簡素化され、海

外への再投資のための外国為替の提出と、直接投資関連外国為替の年次検査が中止され、株式登録に変更された。
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３【課税上の取扱い】

 

証券保有者に対する課税

 

Ｈ株式を購入し、かつ固定資産としてＨ株式を保有する投資家による当該Ｈ株式の保有に関する一定の中国の税効

果の概要は、以下の通りである。本概要は、Ｈ株式の保有に係る重要な税効果を全て記載することを意図するもので

はなく、また、特定の投資家の特定の状況を考慮していない。本概要は、本書提出日付現在有効な中国の税法（遡及

効力を有して変更（又は解釈の変更）がなされる可能性がある）に基づくものである。

下記の内容は所得税及び資本税以外の中国の税金について記載していない。潜在的投資家は、Ｈ株式の所有及び処

分に関する中国、香港及びその他の税効果に関して税務アドバイザーに相談すべきである。

 

配当に対する課税

中国の税制

 

個人投資家

 

1980年中華人民共和国個人所得税法（1993年10月31日、1999年８月30日、2005年10月27日、2007年６月29日、2007

年12月29日2011年６月30日及び2018年８月31日に改正）に基づいて、中国企業が支払った配当には20％の定率で中国

の源泉徴収税が賦課される。中国に居住していない外国人については、中国企業から受け取った配当に20％の税率で

源泉徴収税が賦課される。但し、租税条約によって租税が軽減され、又は国務院の税務機関から明確に租税を免除さ

れている場合はこの限りではない。

1993年７月21日に中華人民共和国国家税務総局（以下「SAT」という）は外国投資企業、外国企業及び外国人が受け

取った有価証券（株式）の譲渡益及び配当に対する課税に関する中華人民共和国国家税務総局通達（以下「1993年税

務通達」という）を発出し、同通達にはＨ株式などの外国証券取引所に上場された株式（以下「外国株式」という）

に関して中国企業が個人に支払う配当については一時的に中国の源泉徴収税が免除されることが定められている。し

かしながら、SATが公布した、廃止又は一部無効となった課税標準文書の便覧の公表についての通知によれば、1993年

税務通達は2011年１月４日に廃止された。

2011年６月28日、SATは、1993年税務通達の廃止後の個人所得税の徴収及び管理に関する通達（以下「2011年税務通

達」という）を発出し、1993年税務通達の廃止後、中国の非外国投資企業から中国に居住していない個人投資家に向

けて、香港証券取引所に上場されている株式に関して支払われる配当は、中国の個人所得税法に規定される「利子所

得、持分の配当及び優待」に該当するものとして、中国の個人所得税について源泉徴収の対象となることが定められ

ている。

加えて、2011年税務通達によると、中国に居住していない上記の個人投資家は、居住国と中国の間の適用ある二重

課税防止条約又は中国本土とマカオ若しくは香港の間の課税取決めに基づき、関連する税制優遇を享受している。
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非個人投資家

 

2008年１月１日より施行され、全国人民代表大会により2017年２月24日に初めての改訂がされ、2018年12月29日に

２回目の改訂がされた中華人民共和国企業所得税法に従って、中国に機関又は施設を設立していない非居住企業であ

る場合、又は中国に機関又は施設を設立しているが当該企業により設立された機関又は施設が獲得した所得とは事実

上関係がない場合、中国で発生する所得について法人所得税を支払うものとし、その場合、20%の税率が適用される。

従って、適用される租税条約に別段の定めがある場合又は国務院の税務機関から明確に租税を免除されている場合を

除き、中国企業が支払った配当には通常、20％の定率で中国の源泉徴収税が賦課される。

但し、2008年11月６日に、SATは中国居住企業が外国非居住企業に支払ったＨ株式の配当に対する源泉徴収税に関す

る通達（以下「2008年税務通達」という）を発出した。2008年税務通達に従って、2008年度に支払われかつその後中

国居住企業が外国非居住企業に支払ったＨ株式の配当に10％の税率で中国の源泉徴収税が賦課される。

 

租税条約

 

中国に居住しておらず、中国と二重課税防止条約を締結した国の居住者である投資家は、中国企業が投資家に支

払った配当について源泉徴収税が軽減される。中国は現在、多くの国々（オーストラリア、カナダ、フランス、ドイ

ツ、日本、マレーシア、オランダ、シンガポール、英国、米国を含むが、これらに限られない）と二重課税防止条約

を締結している。かかる二重課税防止条約に基づいて中国の税務機関が賦課する源泉徴収税の税率は通常引き下げら

れる。2011年税務通達によれば、香港で株式を発行している内国非外資企業が配当や賞与を支払った場合は、一般的

に、配当及び利益の10％を個人所得税として源泉徴収することになり、申請書の提出は必要ない。

2019年10月14日にSATにより公布され、2020年１月１日に施行された非居住納税者による租税条約の恩典享受に関す

る行政法規に従って、非居住の税金の支払者は、租税条約の恩典を享受する条件を満たすと自ら判断する場合、税金

申告又は源泉徴収代理人を通した源泉申告を行うことにより、かかる恩恵を享受することができる。同時に、当該支

払者は、当該行政法規に従って、今後のために関連書類を回収し、蓄積し、かつ、維持するものとし、また、税務当

局により引き続き発せられる権限を受け入れるものとする。

 

譲渡益に対する課税

中国の税制

 

個人投資家

 

中華人民共和国個人所得税法（改正後のもの）及び中華人民共和国個人所得税法施行規則に従って、持分の売却に

よって実現した利益には20％の税率で所得税が賦課される。

中華人民共和国個人所得税法施行規則は、中華人民共和国所在する建物、土地使用権その他の財産権の譲渡から得

られる所得は中華人民共和国内源泉の所得であると規定されているが、香港居住者によるH株式の譲渡が個人所得税の

対象となるかは明確ではなく、H株式の譲渡について政府が課税することができるかについては関連する租税条約によ

り明確にされる可能性がある。
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非個人投資家

 

2000年11月18日に、国務院は、中国で得た所得について外国企業に対する所得税の賦課に関する通達を公布した。

本通達に従って、2001年１月１日以降、中国に機関又は施設を設立していない非居住企業である場合、又は中国に機

関又は施設を設立しているが当該企業により設立された機関又は施設が獲得した利息、賃料又はライセンス料等とは

事実上関係がない場合、中国で発生する所得について法人所得税を支払うものとし、その場合、適用される二重課税

防止条約によって租税が軽減又は免除されない限り、適用税率は10％に減じられる。

 

４【法律意見】

 

当社の法律顧問である大成上海律師事務所(Dacheng Shanghai Law Offices)により、以下の内容を含む法律意見が提出され

ている。

 

当職らの知る限り、また、当職らの信ずる限り、本書「第一部　企業情報」におけるあらゆる記述は、中国の法律に関する

限り重要な点においていずれも真実かつ正確であります。
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第２【企業の概況】

 

１【主要な経営指標等の推移】

 

監査済財務書類から抜粋され適切に組み替えされた当社グループの過去5期間の公表業績、資産、負債、非支配株主持分の要

約は以下のとおりである。表示の基準は、本書「第６ 経理の状況」中の「財務書類注記」に記載されている。
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２ 【沿革】

 

東風汽車集團有限公司の前身及び当社の親会社である第二汽車制造廠は、1969年９月に設立された。

2000年、東風汽車集團有限公司は、当社を共同設立する目的で、中国華融資産管理公司、中国信達資産管理公司、中国東方

資産管理公司、中国長城資産管理公司及び国家開発銀行との間で債務リストラの取決めを実行した。当社は、2001年５月18日

に、会社法に基づき設立された。

2004年、当社は、東風汽車集團有限公司以外の株主が保有する全株式持分を買戻した後、株式責任会社に組織再編した。

当社は、当初、2005年12月６日に海外でＨ株式を発行し、2005年12月13日に超過割当オプションの行使を完了した。その結

果、当社の総株式資本は8,616,120,000人民元に増資され、そのうち、内資株は5,760,388,000人民元（約66.86％）、Ｈ株式は

2,855,732,000人民元（約33.14％）であった。

詳細については、下記「第６　経理の状況」中の「財務書類注記１」に記載されている。

 

３ 【事業の内容】

 

当社は、2005年12月７日に香港証券取引所に上場された。東風汽車グループの主な事業は、完成車、主要な部品、サービス

その他関連事業を含め、乗用車事業及び商用車事業を網羅しており、プレミアム、ハイエンド、ミッドエンド及びエントリー

グレードの自動車を含む様々な市場セグメントをカバーしている。国内における事業活動は、主に武漢、十堰、襄陽、広州、

柳州、鄭州、成都、重慶及び大連など中国の20都市以上に集中している。

中国自動車市場における業界リーダーの一社として、東風汽車グループは、乗用車セグメントを完全に網羅し、市場に大き

な影響を及ぼし、高いブランド認知度を享受している。東風汽車グループの乗用車ポートフォリオには、M-HERO Technology、

VOYAH、東風風神及び東風柳汽等の自社ブランドのほか、東風日産、東風本田等の合弁事業部門が含まれる。また、東風汽車グ

ループは、商用車セクターにおいて戦略的な地位を確立し、完全な産業チェーンのレイアウトを有し、優れた製品性能を提供

する。東風汽車グループは、商用車産業において大手メーカーとして認識されている。商用車セグメントにおいて、東風汽車

グループの業務は、東風商用車有限公司、東風汽車股份有限公司、東風柳州汽車有限公司、東風特種商用車有限公司及び鄭州

日産汽車有限公司などの会社に集中している。

東風汽車グループの自動車金融事業は、大きな成長を遂げている。事業プロセス全体のデジタル化を実現し、自動車事業を

より良く支援している。現在、東風汽車グループの自動車金融業務は、主に、東風汽車金融有限公司、東風汽車財務有限公

司、創格融資租賃有限公司及び東風日産汽車金融有限公司において行われている。

近年、東風汽車グループは、自動車の「LEICS」（軽量、電動、インテリジェント、コネクテッド及びシェアード）戦略の展

開を加速させ、新規事業の包括的なレイアウトの確立に努めている。これには、自社の新エネルギー自動車のブランド、プ

ラットフォーム及び製品レイアウト、並びに中核資源の最適化及びアップグレードが含まれ、自社ブランド及び新エネルギー

自動車への転換を重視している。当社は、バッテリー、モーター及び電子制御の工業化及びローカライズに成功し、商用車向

けのグリーン低炭素パワー・ブランド「竜擎（Longqing）」、乗用車向けのグリーン低炭素パワー・ブランド「馬赫

（Mach）」、IGBT、燃料電池技術及びそれらに関連する技術チェーン全体等の主要技術及び重要資源に関する専門性を獲得し

た。
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４ 【関係会社の状況】

(1) 親会社の状況

 

名称 住所
資本金又

は出資金
主要な業務の内容

議決権の

所有割合

(又は被所有

割合)(％)

当会社との関係

役員の

兼任等

（人）

業務上の取引 業務提携

東 風 汽

車 集 團

有 限 公

司

湖北省武漢市

武漢経済技術

開発区東風大

道特１号

156億

人民元

主要な経営：

自動車（自社生産の乗用車

を含む）及び自動車の部

品、金属機械、鋳鍛品、始

動モーター、粉末冶金、道

具、金型の開発、設計、製

造及び販売、当会社の直属

企業の生産及び経営活動に

対する手配及び管理。
 

兼営：

電気及びガスの生産、供給

及び販売、自動車輸送及び

工事建築の手配及び管理、

主営及び兼営の項目に係る

技術コンサルティング、技

術サービス、情報サービス

及びアフターサービス

69.38

（直接保有

分に間接保

有分を追

加）

３人

東風汽車集團

有限公司と当

社は互いに自

動車の部品を

提供してい

る。
 

東風汽車集團

有限公司は商

標の非専有使

用権を当社に

付与した。

東風汽車集團

有限公司は

水、蒸気及び

電力を当社に

提供してい

る。
 

東風汽車集團

有限公司は土

地使用権を当

社に賃貸して

いる。

 

(2) 子会社、共同支配会社及び関連会社の状況

 

2023年12月31日時点の子会社、共同支配会社及びその他の当社が直接持分を有する会社に関する情報の詳細は、下記

「第６　経理の状況」中の「財務書類注記（同18、19及び20を含むが、これらに限られない）」にそれぞれ記載されてい

る。

 

５ 【従業員の状況】

 

2023年12月31日現在、東風汽車グループには112,760人の正社員がいる。部門ごとの従業員数及び総従業員数は以下のとおり

である。

 
部門

　
 

従業員

（人）
 

割合

（％）

製造  65,475  58.07

エンジニアリング及びテクノロジー  18,667  16.56

管理  28,094  24.91

サービス  524  0.46

     

合計  112,760  100

 

東風汽車グループの従業員の報酬体系は給与、賞与及び手当を含む。中国及び地域の労働関連及び社会福祉関連の法令に従

い、東風汽車グループの各構成会社は、各従業員の年金保険、医療保険、雇用保険、労働災害保険及び出産保険をカバーする

月々の社会保険料を支払わなくてはならない。
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第３ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 

経営方針

2024年、自動車業界は成長のモメンタムを維持し、新エネルギー自動車及びインテリジェント自動車への転換を加速し続け

ると予想される。中国の自動車輸出は促進され、中国の自動車産業の規模は世界第１位となるであろう。乗用車については、

消費者市場全体を刺激するために、国家レベルで追加の政策が打ち出されることが予想される。商用車については、中国国家

標準５（ＣＮ－５）に相当する車両の在庫解消による需要解放、及び中国国家標準４（ＣＮ－４）に相当する車両の早期廃止

等の要因によって、国内市場の市場総需要量（ＴＩＶ）が増加し、市場全体に利益をもたらすだろう。しかしながら、自動車

市場は、依然として世界経済の低迷、消費と信頼感の回復の遅れ、地政学その他の不利な要因の影響を受けるであろう。中国

の新エネルギー自動車の中核競争力が形成され、高い成長率を維持する一方で、輸出市場は成長傾向を維持するものの、成長

率は低下すると見込まれる。当期の販売台数は、前年に比して3.0％の増加となる31百万台となると予想される。

2024年度の東風汽車グループの販売目標は、2023年に比して29％の増加となる270万台である。当社グループの戦略的レイア

ウトを継続的に最適化し、変革により現状を打破し、ブランドを向上させること等とともに、新型モデルを順次かつ段階的に

投入することを踏まえ、乗用車の販売目標は、30％の増加となる228万台ととした。また、当社グループの商用車事業の統合を

加速させることで、ガソリン車、新エネルギー自動車及び高馬力モデルの製品レイアウトが徐々に力を発揮することを踏ま

え、商用車の販売目標は、前年に比して22％の増加となる42万台とした。

 

経営環境

2023年度において、中国の経済実績は改善し、国内総生産（GDP）成長率は前年に比して5.2％増加した。経済全体の規模は

新たな高水準に達し、世界第２位の地位を維持した。

2023年度の国内自動車市場は、大きな変化を経験し、年間生産台数及び販売台数はそれぞれ30,160,900台及び30,093,700台

となり、前年に比してそれぞれ11.6％及び12.0％増加した。自動車市場の回復傾向は予想を上回り、生産台数及び販売台数

は、過去最高を更新し、引き続き世界第１位であった。

乗用車市場は成長を維持し、年間販売台数は、前年同期に比して10.6％増加して26,062,800台となった。そのうち、SUV車の

販売台数は、前年同期に比して18.0％増加し、基本自動車の販売台数は、前年同期に比して3.4％増加し、MPV車の販売台数

は、前年同期に比して17.7％増加し、CUV車（クロスオーバー・ユーティリティ・ビークル）の販売台数は、前年同期に比して

18.1％減少した。

商用車の年間販売台数は、マクロ経済の安定化及び改善並びに消費市場の需要回復の影響を受けて、前年同期に比して

22.1％増加して4,030,900台となった。車種別の生産台数及び販売台数については、バスの販売台数は、前年同期に比して

20.6％増加し、トラックの販売台数は、前年同期に比して22.4％増加した。

新エネルギー自動車市場は、持続的かつダイナミックな成長を維持し、年間生産台数及び販売台数は、前年同期に比してそ

れぞれ35.8％及び37.9％増加して、それぞれ9,587,000台及び9,495,000台となった。その市場シェアは、前年同期に比して5.9

ポイント増加して約31.6％となった。そのうち、新エネルギー商用車の生産台数及び販売台数は、商用車の生産台数及び販売

台数のそれぞれ11.5％及び11.1％を占めた。新エネルギー乗用車の生産台数及び販売台数は、乗用車の生産台数及び販売台数

のそれぞれ34.9％及び34.7％を占めた。

 

対処すべき課題等

上記「経営方針」及び「経営環境」を参照されたい。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、

当事業年度末現在において当社グループが判断したものです。

 

(1)ガバナンス

 

概要

東風汽車グループは、企業価値と社会的価値の融合に尽力し、業界の持続可能な発展を推進するビジョンを有している。当

社は、積極的に持続可能な開発の道を探索し、イニシアティブを実行し、グリーンかつ低炭素の開発、社会的責任の遂行及び

内部ガバナンスの改善において模範となり、中国の特色あるESGの構築を主導している。

東風汽車グループは、中央管理型の巨大自動車企業として、社会的責任及び企業ブランドの構築を非常に重視している。

「協力による卓越、革新的な調和及び喜びに満ちた共存」というコアバリューに導かれ、当社は、「責任ある運営、総合的な

革新、従業員のエンゲージメント、自由な協力、グリーンな開発及び社会への献身」というESG開発理念を一貫して堅持し、科

学的かつ包括的なESG管理枠組みを確立し、全てのステークホルダーとの定期的なコミュニケーションの仕組みを構築し、持続

可能な開発の理念を徹底的に実行するために、重要課題について定期的な調査を実施している。

 

ESGガバナンスの理念

近年、当社グループは、「育成」計画を指導原則とし、「グリーン東風2025アクション」を軸として、国家的な「カーボン

ピーキング・カーボンニュートラリティ」戦略を積極的に実施し、汚染の防止及び管理に関する戦いに勝利するための活動を

展開してきた。バリューチェーンシステム全体に亘る、顧客、従業員及びパートナー等のステークホルダーとともに、当社

は、東風ブランドのイメージを向上させ、国家的自動車ブランドの新たな道を開拓し、新エネルギーを注入するために、ESGに

関する取組みを総合的に計画し、継続的に推進してきた。

当社は、長期的な価値の創造は、当社の事業の持続可能な開発にかかっていると考えている。当社グループは、ビジョン、

ミッション及びバリューを計画及び実践する際に、国連が「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェン

ダ」において提唱した「持続可能な開発目標（SDGs）」を積極的に採用し、ステークホルダーの期待に応え、自らの開発を熟

考することで、世界の持続可能な開発に貢献する。

 

ESGガバナンスの枠組み

当社グループ内のESG管理の有効性を確保し、管理機構の円滑な運営を保証するため、当社は、ESGガバナンスの水準を継続

的に高めている。３層からなる持続可能な開発の管理枠組を確立することで、当社は、持続可能な開発における目標設定、戦

略、定期評価及び関連するリスクの管理のための強固な基盤を築いている。この枠組みにより、当社は、日々の生産及び企業

活動の中で、コーポレート・ガバナンス、環境保護及び社会的責任を調整及び実施することが可能となり、持続可能な開発に

おける当社グループ全体のパフォーマンスを向上させることができる。

この仕組みの中で、当社グループのESGワーキンググループは、ESG業務オフィスによってコーディネートされ、ESGワーキン

ググループは、様々な機能部門及び子会社と連携して、ESG課題の実施及び実行について共同で責任を負う。

東風汽車グループの取締役会は、持続可能な開発の管理を非常に重視し、環境、社会及びガバナンス（ESG）の見地をその業

務に統合している。当社は、効果的なESG管理機構を確立し、明確ではっきりと定義されたガバナンス構造を形成し、ESG関連

リスクを効果的に管理し、コーポレート・ガバナンスの水準を継続的に向上させている。
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(2)リスク管理

 

概要

当社グループは、内部的及び外部的なリスクの管理及び対応を非常に重視しており、リスク管理体制を継続的に深化及び改

善し、リスク管理の強度を高め、関連企業の責任を明確化し、全従業員にリスク管理への参加を促し、リスク管理を企業運営

及び管理のあらゆる側面に統合することで、当社グループの持続的、健全かつ高品質な発展を確保している。

 

リスク管理戦略

当社グループは、リスクの「早期発見、早期警戒、早期介入及び早期解決」の仕組みを継続的に改善しており、コンプライ

アンス、法務及び内部統制において特定されたリスクを協調して管理する中で、環境、社会及びガバナンスに関するリスクも

取り込んでいる。また、当社グループは、「リスク管理と企業戦略及び運営を継続的に統合する」という戦略目標を踏まえ、

リスクの特定、評価、警戒及び対応プロセスを強化し、リスクソースを徹底的に探索し、基本的な管理をさらに強固にし、シ

ステム能力を向上させている。当社グループは、年次の重大リスク予防、特別リスク予防及びリスク予防体制の構築を統合し

た「三位一体」の管理手法を実現し、当社の重大リスクの予防及び解決能力を高めている。戦略レベル及び業務レベルの両面

からの取り組みが、当社の質の高い発展を支えている。

 

リスク予防及び管理体制の構築

当社は、システム能力を強化し、リスク管理体制を深化させるため、管理構造の最適化、組織体制の改善、人的資源の調整

及びプロセス管理の強化により、様々な分野に亘る相乗的な取組みを組織し、リスクの早期発見、早期警戒、早期介入及び早

期解決を実現している。当社は、戦略レベル及び業務レベルの双方に重点を置き、広範囲から対象を特定する、高品質及び高

効率のリスク評価機構を確立した。当社は、主要なリスク監視指標を活用して、重大リスクに対する赤信号及び黄信号の早期

警戒信号の動的調査を定期的に実施し、的確なリスク対応能力を強化している。

 

ステークホルダーとのコミュニケーション

当社グループは、ステークホルダーとのコミュニケーションを極めて重視し、相互利益、平等及び調和に基づいた協力関係

を維持している。当社は、ステークホルダーとの定期的なコミュニケーションの仕組みを構築することで、相互に協力すると

ともに、長期的なモメンタムを当社の企業変革及び発展に注入している。当社グループのガバナンス、環境保護及び社会福祉

に関するステークホルダー及び全ての社会セクターの意見、要望及び期待を深く理解するため、当社は、自社の事業範囲及び

業務内容に基づき、ステークホルダーの提案及び焦点を当社の生産、運営及び意思決定過程に統合する。
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重要課題の特定及び分析

重要なESG課題を特定することにより、当社グループは、ステークホルダー及びその関心をESG戦略計画、運営及び意思決定

過程に統合し、それによりESGを日常業務と連携させ、発展の好循環を推進している。

報告期間中、ステークホルダーの要望及び期待をよりよく理解するため、当社グループは、重要課題に関する調査を実施し

た。当社は、自動車産業における主要課題、規制当局の開示ガイドライン、資本市場の期待、格付機関の要件、国際的な報告

基準及び同業他社が関心を寄せる持続可能な開発課題を参考にした。重要課題の特定及び分析は、以下に概説されるプロセス

に従った。

 

①　特定  ②　評価

報告期間中、９種の主要なステークホルダー・カテ

ゴリー及び23件の潜在的な重要課題を特定

➢主要なステークホルダーの特定

ステークホルダー：株主、投資家、従業員、

販売業者、供給業者、顧客及び消費者、政府

機関、地域社会並びにメディア

➢潜在的な重要課題の特定

ソース：規制当局の開示ガイドライン、資本

市場、格付機関、国際報告基準団体及び同業

他社

ステークホルダー・コミュニケーション計画の策定

及び包括的かつ詳細なアンケート調査の実施

➢重要課題に関するステークホルダーへのアン

ケート調査の実施

「特定」に記載の主要なステークホルダーを

対象者として、社内・社外ステークホルダー

の双方に対してアンケート調査を実施

  

④　検討及び承認  ③　重要性のランク付け

重要課題の検討及び承認を継続

➢重要課題の検討及び承認

ESG業務委員会による検討後、取締役会が当社

グループの計画との整合性を評価し、ESG重要

課題を最終的に承認

各ステークホルダーが関心を寄せる優先課題を集計

するためアンケートを使用

➢マトリックスを使用して重要性の観点からESG課

題をランク付け

「東風汽車グループの戦略的運営に対する影

響」及び「ステークホルダーに対する影響」

の２次元に基づき、当社グループの６つのESG

主要課題、11個の中間ESG課題及び６つの一般

的ESG課題をマトリックス分析により特定

 

2023年における東風汽車グループの重要課題の特定及び分析プロセス

 

当年度の重要課題の分析において、2023年における当社グループによる重要課題の重要性の評価及び位置づけに若干の変化

が見られた。前年度においては、製品の品質及び安全性、業績、法令の遵守並びにその他社会及びガバナンスの側面に関する

事項が重要視されていたが、2023年には、当社グループは、環境保護に関連する課題にも非常に重点を置いた。ステークホル

ダーは、排出量管理を現在の当社グループの生産及び運営における重要課題の一つとみなしており、水資源管理も重要性の高

い事項として大きく注目されている。
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(3)戦略

 

技術の飛躍的進歩及び品質向上

東風汽車グループは、高品質の製品は企業発展の原動力であり、持続可能な開発を実現するための不可欠な要素であると確

信している。そのため、当社は、卓越した製品を生み出す革新の旅路において、前進を続け、研究開発の革新を充実させ、新

エネルギーへの転換を加速させ、コア技術の独自での研究開発にこだわり、そのプロセス全体を通じてユーザーの期待を上回

る体験を提供している。さらに、当社は、職人品質の製品を作り上げ、包括的な安全管理メカニズムを確立するとともに、全

従業員、全工程、全側面を網羅する品質管理及び検査を通じて、顧客満足を実現する高品質の製品を提供している。

 

この飛躍の旅路において、当社グループは、絶えず様々な情報源から知識を収集し、大学及び研究機関と協働して将来を見

越した探求を行い、業界の品質安全文化の醸成を積極的に啓発し、業界との間で共存共栄の関係性を共有している。

 

人材の育成、尊重及びケア

東風汽車グループは、「人材は第一の資源」という中核理念を堅持し、発展を推進する人材の主導的役割を絶えず強化し、

業界トップクラスの人材を引き付けて育成し、ハイレベルな人材から構成されるチームを絶えず拡大し、企業の質の高い発展

に強力な推進力を与えてきた。2023年、当社は、「2023年度中国最優秀雇用主」及び「2023年度卓越雇用主」の上位100位とい

う栄誉ある称号を獲得し、従業員にとって良好な就業環境づくりに注力し続けた。今後においても、当社は、この人材理念を

堅持しながら、従業員が当社に対して感じる価値、安心感、公平感、帰属意識及び喜びを向上させ続け、ひいては従業員、各

企業、社会の調和的な共生及び共進化を実現し、東風汽車グループの質の高い発展のための強力な原動力を提供し続けてい

く。

 

ダイバーシティ採用

当社は、定期的に企業の発展に関する総合評価を行い、企業の各部門の実際の運営と将来の発展計画を分析し、人材需要の

現状と動向を正確に把握したのち、実践的な人材導入戦略を策定している。一方で、当社は、採用・雇用制度を改善し、採用

原則、採用基準、採用実施プロセスをさらに明確化し、各採用リンクの管理を標準化し、新卒採用、ネット採用、SNS採用等の

形態により新入社員を採用し、厳格性、公平性、公正性及び透明性を備えた、標準化された採用プロセスを通じて、高度な

マッチング及び優秀な人材の確保に努めている。

 

研修及び人材開発

東風汽車グループは、人材開発及び従業員研修を非常に重視している。報告期間中、当社は、東風汽車集団股份有限公司の

「研修管理策」を改定し、国家工程修士及び博士の共同研修特別費を職業教育費の範囲に含め、職業教育費の指導基準の更新

を行った。東風汽車グループの制度的枠組の下、東風汽車グループの各子会社は、研修及び人材開発の実施策を積極的に策定

し、研修の管理及び実施のプロセスを標準化した。

 

従業員のケア

東風汽車グループは「人間本位」の経営理念を堅持し、従業員のケアを発展の核として位置付けている。当社は、オープン

なコミュニケーション・プラットフォームを積極的に構築し、従業員が自身の意見及び提案を表明することを奨励しているほ

か、経営陣の意思決定が従業員のニーズに沿ったものとなるよう推進している。労働安全衛生の面では、東風汽車グループ

は、労働安全に関する規則及び規程を厳格に実施しており、従業員が安全かつ安心な環境で労働することを確保しながら、従

業員の生命の安全及び健康の保護を図っている。東風汽車グループは、調和的・安定的・健康的な職場の雰囲気づくりを行

い、従業員の働きがい及び作業効率を絶えず向上させ、従業員と企業の共同発展のために強固な基礎を築くことにコミットし

ている。
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産業経済と共にある成長、Win-Winの成果の創出

東風汽車グループは、サプライヤー管理の標準化を促進し続け、サプライヤーが共同で責任を果たすよう推進し、エコロジ

カル・パートナーとの交流及び協力を強化し、産業チェーンの相乗効果を増大させ、新エネルギー産業の発展及びその技術の

進歩を推進するために協働した。東風汽車グループは、産業チェーンの上流及び下流に資源及び価値を提供し、相互エンパ

ワーメントというエコシステムを構築し、パートナーと協働して持続可能な発展の道を歩んでいる。

 

低炭素への変革

グリーン開発は我々の未来に不可欠である。責任ある中国中央国有企業として、東風汽車グループは、グリーン開発の理念

及び「省エネルギーかつ環境にやさしい方法で自動車を製造し、省エネルギーかつ環境にやさしい自動車を製造する」という

信条を堅持している。当社は、環境に対する責任を誠実に果たし、空の青さと水の清らかさを保つことに貢献するため、持続

可能なグリーン産業モデルの構築に取り組んでいる。

 

第14次５か年計画の期間中、当社は、変革及びアップグレードを加速させ、人・車・自然の調和的な共存を特色とするグ

リーン開発モデルの構築を継続し、グリーンかつ環境にやさしい開発において自動車産業を主導している。報告期間中、当社

は、「デュアル・カーボン」の国家戦略を鋭意実施し、重点的かつ的確な手順を踏みながら「汚染の防止及び管理の戦い」及

び「グリーン東風2025アクション」を協調的に推進しており、その結果、自動車産業のライフサイクル全体を通して低炭素排

出を実現した。

 

(4)　指標及び目標

 

「変革及びアップグレードのための３か年アクション」の推進及び新エネルギー自動車の開発の加速

東風汽車グループは、「第14次５か年計画」の戦略的な見直し及び診断を行っており、業界の動向を考慮し、最後の３年間

（2023年～2025年）に係る「変革及びアップグレードのための３か年アクション」と題する行動計画を策定した。技術革新及

び産業変革の新たな周期が出現する中、東風汽車グループは、グリーン・低炭素・持続可能性を兼ね備えた開発の道に向けた

国家のコミットメントに積極的に対応している。当社は、新エネルギー自動車事業の発展を「変革及びアップグレードのため

の３か年アクション」の目標に統合し、新エネルギー自動車の技術革新及び産業開発の進展を加速させる。

 

独自ブランドの乗用車と合弁事業の乗用車の総合的な市
場貢献は「1:1」の比率であった。独自ブランドの自動車
と合弁事業の自動車が、両輪としてバランスよく発展し
ている

独自ブランドの新エネルギー自動車の比率は50％
超、独自ブランドの新エネルギー乗用車の比率は
70％であった。新エネルギー事業は質の高い発展を
遂げている

 

2023年、当社は、「第14次５か年計画」の全体的な戦略的レイアウトに基づき、高品質な発展のための要求をさらに実施

し、新エネルギー自動車産業の戦略的レイアウトの準備を行った。高度技術に関する自立及び自己改善を基本として、当社

は、新エネルギーへの全面的な転換を加速させ、当社の新エネルギー自動車製品及び技術の優位性を市場優位性へと段階的に

転換させている。また、当社は、専門的な統合及び管理メカニズムの改革を積極的に推進し、企業の発展に新たな活力を与え

ている。

 

2024年までに、東風は主要乗用車ブラ
ンドの全新型モデルにおいて100％電動
化を達成することを目指す

2025年までに、新エネルギー自
動車の年間販売台数を100万台超
とする

今後３年間に亘り、新エネルギー
分野に500億人民元が投資され、新
エネルギー乗用車18車種が順次発
売される予定である
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「カーボンピーキング・カーボンニュートラリティ」の目標達成を支援し、産業チェーン全体で省エネルギー及び排出削減を

実現する技術

「第14次５か年計画」期間中、東風汽車グループは、党中央委員会の主要な決定及び展開を確実に実行し、グリーンかつ低

炭素の開発を戦略的に推進している。東風汽車グループは、自動車のライフサイクル及び産業チェーンの全体を通じて省エネ

ルギー及び排出削減を推進する一環として、グリーンな製品の開発、グリーンな製造の促進、グリーンなエコシステムの構築

に取り組んでおり、カーボンピーキング・カーボンニュートラリティの目標の達成に貢献している。さらに、東風汽車グルー

プは、2025年までのグリーン開発の定量目標を設定し、企業改革を推進している。

 

当社の新エネルギー自動車の販売台数は業界上位第３位
にランクインする見込みである。当社の新エネルギー自
動車は、業界全体の新エネルギー自動車の販売台数の
40％超を占め、そのうち独自ブランドの新エネルギー車
は自動60％超である

炭素排出原単位を15％削減する予定である

 

上記のほか、当社グループでは、人的資本に係る指標として、従業員の離職率、労働災害による逸失稼働日、研修を受けた

従業員の割合等を設定し、実績値をモニタリングしている。

 

３ 【事業等のリスク】

 

当社グループの主たる金融商品から生じる主要なリスクについては、下記「第６　経理の状況」中の「財務書類注記41」に

記載されている。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

2023年は、市場の需要分化が加速し、競争パターンが深化し、課題が増加するという複雑な状況に直面する中、当社グルー

プは、変革及び発展の主軸を堅持し、合弁事業への依存から合弁事業と独立開発の双方の均等重視への転換、並びに化石燃料

車重視から省エネルギー自動車及び新エネルギー自動車のバランス重視への転換を推進するため、あらゆる努力を行った。そ

の進展は、変革への期待に応えるものであり、企業発展の基盤をさらに強化するものであった。

2023年度の自動車の販売台数は、前年に比して15.3％減少して、約2,088,200台であった。独立ブランドの乗用車の販売台数

は、前年に比して30.2％減少して、347,400台であった。商用車の販売台数は、前年に比して10.3％増加して、約343,400台で

あった。当期の当社グループの新エネルギー自動車の販売台数は、約348,000台となり、当社グループの総販売台数に占める割

合は、2.7ポイントの増加となった。そのうち、ハイエンドブランドである「VOYAH」の販売台数は、前年に比して159.1％増加

して、50,000台を上回った。合弁事業に基づく非高級乗用車の市場シェアが引き続き低下したため、当社グループの合弁事業

の販売台数は、1,397,400台となり、そのうち、東風日産の販売台数は、前年に比して21.5％減少し、東風本田の販売台数は、

前年に比して8.5％減少した。当社グループの海外輸出事業は、良好な成長モメンタムを維持し、輸出販売台数は、前年に比し

て14.3％増加して、169,100台となり、過去最高の水準を達成した。

当社グループの当期の売上高は993億1,500万人民元に達し、上場会社の株主に帰属する当期純損失は39億9,600万人民元と

なった。2023年度末現在、当社グループの手元資金は1,000億人民元を超え、潤沢である。当社グループは、継続的に資産構成

及び業務効率を最適化している。当期の資産負債比率は51.7％で、資産負債構成は安定している。営業キャッシュフローは前

年に比して19億9,100万人民元増加し、営業キャッシュ比率は8.61％となり、営業キャッシュフローは着実に増加した。

当社グループは、極めて厳しい情勢に直面しながら、「第14次５か年計画」及び「技術革新のための転換アクション」のた

めの「３か年行動計画」の全体目標に注力し、改革と革新を深化させ、新エネルギー分野における変革及び向上のペースを加

速させている。当社は、新エネルギー自動車ブランド、プラットフォーム、製品及び中核資源のレイアウトを総合的に完成

し、独立ブランドの新エネルギー自動車、主要なコア技術の管理及び改革の深化等の領域において、新たな発展を遂げ、従来

の化石燃料車の時代に比して非常に優れた戦略的なレイアウトを確立した。

 

当社グループは、総合的なブランドレイアウトを確立した。ラグジュアリー車市場では、当社は、高級電動オフロードブラ

ンドの「東風M HERO」において自らを位置付け、最初の製品である「M HERO 917」の取引価格は、約700,000人民元を達成し、

昨年９月の発売以来、1,000台を超える販売台数を記録した。ハイエンド車市場では、東風VOYAHは、３周分の製品イテレー

ションを完了し、取引価格は約250,000人民元であり、2023年度の販売台数は50,000台を上回った。主流の消費者市場では、

「東風eπ」の最初のモデルである「eπ007」が量産に入り、2024年３月14日に市場に投入された。エントリーレベル市場で

は、「東風納米」の最初のモデルである「納米01」の納車が2024年１月に開始された。

 

継続的な革新を通じて、新エネルギーへの転換を強力にサポートした。当社は、独立ブランドの乗用車向けに、３大プラッ

トフォームである「M TECHラグジュアリー・オフロード・アーキテクチャ」、「東風クオンタム・アーキテクチャ」及び

「DSMA省エネルギー・アーキテクチャ」を構築した。グリーン・エネルギー及びインテリジェンスの分野では、「三大電子部

品」、電子・電気アーキテクチャ、車載用チップ、独立制御装置、インテリジェントドライビング及び燃料電池等の技術及び

資源を独自に習得した。当社は、技術への投資を増加させ、当社が権利を有する新規発明に係る特許の数は、業界最多を維持

した。
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当社の変革及び向上に沿った制度的・技術的な改革の推進にコミットした。当社は、変革及び向上のための３か年計画の実

施を加速し、東風の独立事業及び新エネルギー自動車事業を揺るぎなく強化し、最適化している。当社は、「東風風神」、

「東風eπ」及び「東風納米」からなる３つの主要ブランドを統合的に管理し、当社独立の新エネルギー乗用車事業を発展させ

るための当社グループの資源をプールするため、「PV転換アクション」を実施した。また、当社は、「R&D転換アクション」を

実施し、「１＋ｎ」研究開発システムを構築するための研究開発機関を設立するとともに、新エネルギーへの転換及び向上に

注力し、グループの研究開発に係るシステム及び資源を高度に統合し、研究開発の効率を全面的に向上させた。さらに、当社

は、東風の商用車事業のために「CV転換アクション」を実施するとともに、商用車事業部門を設立し、これにより、当社グ

ループ全体で商用車事業を統合的に運営し、優れた資源を集中させ、新エネルギー時代において十分な競争を行うための商用

車事業の強化を支援し、世界一流の商用車企業を創造することを目指す。

 

これらの施策の実施により、当社は大きな前進を達成した。2024年１月から２月において、当社グループの販売台数は、

331,000台（26.2％増）となり、「順調な滑り出し」を達成した。今後、当社グループは、新たな中期経営計画の下での目標及

び課題を定着させていく所存である。当社は、「第１位を目指し、良き国家的チームとなる」という使命を強化し、全ての株

主の価値向上に貢献できるよう、変革及びブレークスルーを達成するためにあらゆる努力を行い、前進及び飛躍し、当社の業

務において新たな大幅な進歩を推進する所存である。

 

1. 総売上高

 

2023年度において、当社グループの総売上高は約99,315百万人民元であり、前年同期の約92,663百万人民元に比して約6,652

百万人民元（約7.2％）の増加となった。かかる総売上高の変動は、主に、当社の東風商用車有限公司、東風柳州汽車有限公

司、東風乗用車公司及び嵐図汽車科技有限公司に起因する。

 
事業  2023年度  2022年度  

  
総売上高

（百万人民元）
 

総売上高

（百万人民元）
 

 

乗用車  42,543  46,732  

商用車  49,538  38,665  

金融サービス  6,151  6,438  

法人その他  1,603  1,222  

消去  (520)  (394)  

合計  99,315  92,663  

 

乗用車事業

 

2023年度における当社グループの乗用車の販売による収益は、2022年度の約46,732百万人民元から約4,189百万人民元（約

8.96％）減少して約42,543百万人民元となった。収益の減少は、主に、東風乗用車公司及び東風柳州汽車有限公司の乗用車事

業に起因する。

 

商用車事業

 

2023年度において、マクロ経済の安定化及び改善、消費市場の需要回復並びに様々な有利な政策の推進力により、商用車市

場は底を打って立ち直り、回復成長を遂げた。当期の当社グループの商用車事業の販売による収益は、2022年度の約38,665百

万人民元から約10,873百万人民元（約28.1％）増加して約49,538百万人民元となった。収益の増加は、主に、東風商用車有限

公司及び東風汽車股份有限公司の商用車事業に起因する。
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自動車金融サービス事業

 

2023年度において、当社グループは、自動車の購入、利用及び乗換をカバーする全行程においてカスタマイズされた金融

サービスを顧客に提供するため、金融サービスのレイアウトを最適化した。

貸付金規模の縮小及び貸付金利の低下の影響を受け、当期の当社グループの金融サービスの収益は、前年同期と比べて若干

減少した。

2023年度における当社グループの金融サービスの収益は、2022年度の約6,438百万人民元から約287百万人民元（約4.5％）減

少して約6,151百万人民元となった。

 

2. 売上原価及び売上総利益

 

2023年度における当社グループの総売上原価は約89,849百万人民元であり、前年度の約83,836百万人民元に比して約6,013百

万人民元（約7.2％）の増加となった。

2023年度において、自動車業界の競争が激化する中、当社グループは、自動車市場における「価格を下げてより多くの売上

を確保する」という熾烈な競争に対処するため、引き続きマーケティング力と収益性を向上させた。当期の売上総利益は9,466

百万人民元であり、前年度の8,827百万人民元に比して639百万人民元（約7.2％）の増加となった。当期の売上総利益率は、

9.5％であり、概ね前年同期と同じであった。

当期における売上総利益の変動は、主に、当社グループの独立ブランドである乗用車（風神シリーズ）及び新エネルギー事

業（VOYAHシリーズ）の売上総利益が前年同期に比べ増加した一方、商用車事業の売上総利益が業界の競争激化及び販売構造の

影響により若干減少したことに起因する。

 

3. その他の収益

 

2023年度における当社グループのその他の収益の総額は約4,143百万人民元であり、前年度の約6,031百万人民元に比して約

1,888百万人民元の減少となった。

その他の収益の減少は、主に、2022年度において賽力斯株式の処分による1,945百万人民元の投資利益があったのに対し、当

期における株式処分による投資利益は、79百万人民元に留まったことによる。

 

4. 販売・流通費用

 

2023年度における当社グループの販売・流通費用は、前年度の約6,569百万人民元から約1,652百万人民元増加して約8,221百

万人民元となった。

販売・流通費用の増加は、主に、(１)「VOYAH PASSION」、「VOYAH DREAMER」及び「VOYAH FREE」等の新型モデルの発売の

ためのマーケティング費の増加、(２)当社グループが積極的に海外市場を拡大したことによる輸出入事業に伴う市場開発費の

増加、及び（３）2023年に新モデルを発売したことによる前年同期比での当社グループのマーケティング費の増加に起因す

る。

 

5. 管理費用

 

2023年度における当社グループの管理費用は、前年度の約5,126百万人民元から約183百万人民元増加して約5,309百万人民元

となった。

管理費用の増加は、主に、当社グループの新エネルギー自動車事業及び海外輸出事業の拡大に伴うスタッフへの給与の増加

に起因する。
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6. 金融資産の減損

 

2023年度における当社グループの金融資産の減損は、前年度の約1,209百万人民元から約134百万人民元減少して約1,075百万

人民元となった。

金融資産の減損の変動は、主に、当期における販売台数が減少したことに伴い、貸付金の規模が縮小したことに起因する。

 

7. その他の費用

 

2023年度における当社グループのその他の費用は約5,601百万人民元であり、前年度の約5,287百万人民元に比して約314百万

人民元の増加となった。

2023年度におけるその他の費用（純額）の変動は、主に、（１）当社グループが、自動車分野における新エネルギー、デジ

タル化及びインテリジェンスの発展トレンドを非常に重視し、戦略的分野及び重要なコア技術の研究開発への投資を継続した

ために、研究開発費の増加が継続し、前年に比して約177百万人民元の増加となったこと、及び（２）資産の減損が前年度に比

して増加したことに起因する。

 

8. 財務費用

 

2023年度における当社グループの財務費用は約1,108百万人民元であり、前年度の約1,029百万人民元に比して約79百万人民

元の増加となった。

2023年度における財務費用の変動は、主に、（１）借入金の支払利息が前年度に比して減少したこと、及び（２）ユーロ債

が為替レートの変動の影響を受け、前年度に比して為替差損が増加したことによるものであった。

 

9. ジョイント・ベンチャーの持分損益

 

合弁事業による非高級自動車の市場シェアが前年度に比して減少したことの影響を受け、2023年度における当社グループの

ジョイント・ベンチャーの持分損益は約513百万人民元であり、前年同期の約11,884百万人民元に比して約11,371百万人民元の

減少となった。

当期の変動は、主に、(１)東風汽車有限公司に関する前年度比約4,188百万人民元の減益、（２）東風本田汽車有限公司に関

する前年度比約4,694百万人民元の減益、及び（３）東風本田発動機有限公司に関する前年度比約1,224百万人民元の減益に起

因する。

 

10. 関連会社の持分損益

 

2023年度における当社グループの関連会社の持分損益は約807百万人民元であり、前年同期の約862百万人民元に比して約55

百万人民元の減少となった。

かかる変動は、主に、東風日産汽車金融有限公司の投資利益が減少したことに起因する。

 

11. 法人税費用

 

2023年度における当社グループの法人税費用は約428百万人民元となり、前年同期の約-929百万人民元に比して約1,357百万

人民元の増加となった。

かかる増加は、主に、当社グループの子会社の一部が計上する繰延税金資産を慎重に再評価したことに起因する。
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12. 当事業年度の当社の株主に帰属する利益

 

2023年度において当社グループの株主に帰属する損失は約3,996百万人民元となり、前年同期の約10,265百万人民元の利益に

比して約14,261百万人民元の減少となった。

売上純利益率（総収益に対する当社の株主に帰属する利益の割合）は約-4.0％であり、前年同期の約11.1％に比して約15.1

ポイントの減少となった。

純資産利益率（当社の株主に帰属する平均純資産に対する当社の株主に帰属する利益の割合）は約-2.6％であった。

 

13. 資産合計

 

2023年度末における当社グループの資産合計は約330,678百万人民元であり、前年度末の330,036百万人民元に比して約642百

万人民元（0.2％）の増加となった。

かかる増加は、主に、（１）現金及び現金同等物、担保設定銀行残高及び定期預金並びに純損益を通じて公正価値で測定す

る金融資産が14,281百万人民元増加したこと、（２）有形固定資産、投資物件及び無形資産が6,373百万人民元増加したこと、

（３）受取手形及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産が4,464百万人民元増加したこと、（４）前払金、

預金及びその他債権が12,813百万人民元減少したこと、（５）ジョイント・ベンチャーから支払われる金額が9,587百万人民元

減少したこと、及び（６）売掛金が1,843百万人民元減少したことに起因する。

 

14. 負債合計

 

2023年度末における当社グループの負債合計は約171,069百万人民元であり、前年度末の約164,500百万人民元に比して約

6,569百万人民元（4.0％）の増加となった。

かかる増加は、主に、（１）有利子負債が6,831百万人民元増加したこと、（２）買掛金が8,596百万人民元増加したこと、

（３）支払手形が6,453百万人民元増加したこと、（４）契約負債が508百万人民元増加したこと、（５）共同支配会社に支払

う金額が15,521百万人民元減少したこと、及び（６）政府補助金が301百万人民元減少したことに起因する。

 

15. 株主資本合計

 

2023年度末における当社グループの株主資本合計は約159,609百万人民元であり、前年度末の165,536百万人民元に比して

5,927百万人民元（3.6％）の減少となった。そのうち、当社の株主に帰属する株主資本は152,787百万人民元であり、前年度末

の155,852百万人民元に比して3,065百万人民元の減少となった。非支配持分は6,822百万人民元であり、前年度末の9,684百万

人民元に比して2,862百万人民元の減少となった。

 

16. 流動性及び資金源泉

 

2023年度における当社グループの現金及び現金同等物の純収入額は7,055百万人民元であり、2022年度に比して9,006百万人

民元の減少となった。これには、営業活動により生じた純キャッシュ・インフロー額8,553百万人民元、投資活動により生じた

純キャッシュ・インフロー額129百万人民元及び財務活動により生じた純キャッシュ・アウトフロー額1,627百万人民元が含ま

れる。
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営業活動により生じた純キャッシュ・インフロー額は8,553百万人民元であった。かかる金額は、主に、(１)税引前損失並び

にジョイント・ベンチャー及び関連会社の持分損益によるキャッシュ・フロー額7,705百万人民元の減少、（２）減価償却及び

無形資産の償却によるキャッシュ・フロー額5,210百万人民元の増加、(３)売掛金その他債権及びその他非流動資産の減損、棚

卸資産引当金並びに有形固定資産の減損によるキャッシュ・フロー額1,819百万人民元の減少、（４）棚卸資産の増加による

キャッシュ・フロー額1,528百万人民元の減少、（５）ジョイント・ベンチャーから支払われる金額の減少によるキャッシュ・

フロー額4,646百万人民元の増加、(６)買掛金、支払手形、契約負債並びにその他の未払金及び見越し額の増加によるキャッ

シュ・フロー額11,870百万人民元の増加、（７）金融サービスから受領する貸付金、債権及び現金預金によるキャッシュ・フ

ロー額13,623百万人民元の増加、（８）ジョイント・ベンチャーに対して支払う金額の減少によるキャッシュ・フロー額

15,521百万人民元の減少、並びに(９)法人所得税によるキャッシュ・フロー額1,715百万人民元の減少から成る。

投資活動により生じた純キャッシュ・インフローは129百万人民元であった。この金額は、主に、(１)配当金を受領したこと

によるキャッシュ・フロー額7,700百万人民元の増加、(２)固定資産及び無形資産の購入及び処分に係る費用によるキャッ

シュ・フロー額11,859百万人民元の減少、（３）Stellantisへの出資の処分によるキャッシュ・フロー額8,284百万人民元の増

加、及び(４)満期が３か月以上の担保無設定定期預金によるキャッシュ・フロー額4,100百万人民元の減少から成る。

財務活動による純キャッシュ・インフローは1,627百万人民元であった。この金額は、主に、(１)銀行借入れの増加による

キャッシュ・インフロー額25,711百万人民元、(２)銀行借入金の返済及び社債の償還によるキャッシュ・アウトフロー額

23,236百万人民元、(３)配当金2,560百万人民元の支払い、及び（４）株式買戻しに係る963百万人民元の支払いから成る。

上記の結果、以下のとおりとなった。

当社グループの2023年12月31日現在の現金及び現金同等物（取得時の満期が３か月以上の担保無設定定期預金を除く）は

72,395百万人民元であり、前年度末現在の65,244百万人民元に比して7,151百万人民元の増加となった。

現金及び銀行残高（取得時の満期が３か月以上の担保無設定定期預金を含む）は79,297百万人民元であり、前年度末現在の

68,046百万人民元に比して11,251百万人民元の増加となった。

 

17. 比例連結ベースでの主要な財務数値

 

2023年度における当社グループの比例連結ベースでの総売上高は約199,816百万人民元であり、前年度の約217,917百万人民

元に比して約18,101百万人民元（約8.31％）の減少となった。税引前損失は約5,760百万人民元であり、前年度の約12,607百万

人民元の税引前利益に比して約18,367百万人民元（約145.69％）の減少となった。資産合計は約382,324百万人民元であり、前

年度末の約370,123百万人民元に比して12,201百万人民元（約3.30％）の増加となった。
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当社の共同支配会社（JCE）による配当支払い

 

2023年度において、当社の共同支配会社は、当社に対し、全体で配当総額約2,349百万人民元を宣言し、支払った。毎年の配

当支払いの具体的な金額は定められていないが、各合弁契約に従い、関係する中国法に従って、関係する共同支配会社が得た

利益（法人所得税の支払後）の中から、各共同支配会社の取締役会の会議において各共同支配会社の状況に応じた適切な配当

支払いであると判断される配当が支払われることが定められている。配当の支払いを決定する際、各共同支配会社の取締役会

は、過年度の損失を相殺し、かつ、関係する共同支配会社が得た利益から、中国の法令に基づき義務付けられた適用ある法定

準備金及び会社準備金（関係する共同支配会社の運転資本を賄う目的、又は増資を行う若しくは生産を拡大する目的で積み立

てられる金額を含むが、これらに限られない）、従業員の賞与及び福利並びに経営企画のために積み立てられる利益部分を控

除する。利益の分配は、各合弁契約に従い、中国法に従って、関係する合弁当事者及び当社がそれぞれ支払った資本拠出に応

じて行われる。

いずれの共同支配会社も、上記以外の特定の配当方針を有していない。但し、当社と合弁パートナー双方の間で合意がなさ

れた場合、共同支配会社は、分配可能な利益が存在する場合は配当を宣言することができる。配当の支払いは、各共同支配会

社に関する当社及び関係する合弁パートナーに対する投資リターンの主な源泉となるため、過去において、共同支配会社は、

毎年、過年度の損失を相殺し、中国の法令に基づき義務付けられた適用ある法定準備金を控除し、かつ、関係する各共同支配

会社が会社準備金（運転資本を賄う目的、又は増資を行う若しくは生産を拡大する目的で積み立てられる金額を含むが、これ

らに限られない）を積み立てた上で、全ての利益を全額分配してきた。当社及び関係する合弁パートナーは、今後、各共同支

配会社の状況に応じた適切な配当支払いに関する当社と当該合弁パートナーの間の契約に従い、かつ、関係する合弁契約及び

中国の適用ある法令の規定に従い、関係する共同支配会社の分配可能な利益が存在する場合には、引き続き配当を宣言する予

定である。

 

指定預金及び満期到来定期預金

 

2023年12月31日現在、当社グループは、いずれの金融当局又はその他の当局においても指定預金及び満期到来定期預金を有

していない。

 

準備金

 

2023年12月31日に終了した年度についての当社及び当社グループの準備金の変動の詳細は、下記「第６　経理の状況」中の

「財務書類注記42」及び財務書類に記載した連結株主資本等変動計算書にそれぞれ記載されている。

当社の定款第158条に従い、中国の会計基準及び規則に従い作成された財務書類と、国際会計基準又は当社の株式が上場して

いるその他の外国の会計基準に従い作成された財務書類の間に重大な相違がある場合、関係する会計期間について配分される

税引後利益は、これらの財務書類に記載されている２つの税引後利益のうち少ない方の金額とする。

取締役会は、2024年６月21日開催の年次株主総会で検討及び承認されることを前提として、2023年度に係る利益分配を行わ

ない旨の提案を行った。

 

寄付

 

当社グループは、2023年12月31日に終了した年度において、総額約11百万人民元の寄付を行った。
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対象年度の事業運営

 

東風汽車グループは、主に、商用車、乗用車、エンジン及びその他自動車部品の研究開発、製造及び販売、自動車用機器の

製造、自動車製品の輸出入、物流サービス、金融サービス、保険代理並びに中古車取引に係る事業に従事している。

 

１．完成自動車

（i）乗用車

東風汽車グループの乗用車事業は、主に、M TECH、嵐図汽車、東風風神及び東風柳州汽車等の自社事業部門並びに東風

日産及び東風本田等の合弁事業部門において運営されている。東風汽車グループは、主に、セダン32シリーズ、MPV車９シ

リーズ及びSUV車48シリーズを含む89シリーズの乗用車を製造・販売している。主な製品は、以下のとおりである。

・　東風M HERO 917

・　東風VOYAH FREE 、DREAM、PASSION

・　東風風神奕炫（Aeolus Yixuan）、皓瀚（Haohan）E70、東風ｅπ007、東風納米01

・　東風風行菱智（Forthing Lingzhi）、T5、遊艇（Youting）

・　東風ヴェヌーシアＶ－オンライン、Ｖ－オンラインDDI、VX6

・　東風日産アルティマ、シルフィ、Ｘ－トレイル、キャシュカイ、アリヤ、東風インフィニティQX50、QX60

・　東風本田シビック、CR-V、XR-V、UR-V、インスパイア、エリシオン及びeNS1

・　東風プジョー408、408Ｘ、東風シトロエンC5、C5X、ｅエリゼ

 

（ii）商用車

・　東風汽車グループの商用車事業は、主に、東風商用車有限公司、東風汽車股份有限公司、東風柳州汽車有限公

司、東風特種商用車有限公司及び鄭州日産汽車有限公司により運営されている。東風汽車グループは、主に、

大型及び中型トラック14シリーズ、小型トラック７シリーズ、ピックアップトラック４シリーズ及びバス２シ

リーズを含む27シリーズの商用車を製造・販売している。主な製品は、以下のとおりである。大型及び中型ト

ラックに関して、東風天龍（Kinland）、東風天錦（Kingrun）、東風華神（Vasol）及び乗龍（Chenglong）シ

リーズの製品

・　小型トラックに関して、東風多利卡（Duolika）、東風凱普特（Captain）、東風途逸（Tuyi）、東風小霸王

（Xiaobawang）及び東風福瑞卡（Furika）シリーズの製品

・　ピックアップトラックに関して、鋭騏（Rich）及び納瓦拉（Navara）シリーズの製品

・　バスに関して、東風天翼（Tianyi）及び東風御風（Yufeng）

 

２．新エネルギー自動車

近年、東風汽車グループは、「LEICS」レイアウトの下での新エネルギー自動車事業の開発を加速させており、2023年度末ま

でに、東風汽車グループは、新エネルギー乗用車34種及び新エネルギー商用車９種を製造・販売している。新エネルギー乗用

車の主な製品は、東風M HERO 917、東風VOYAH FREE 、DREAM、PASSION、東風風神スカイEV01、E70、東風納米ボックス、東風

風行菱智（Forthing Lingzhi）M5EV、風行（Forthing）S50EV、純電動SUV車、東風ヴェヌーシアＶ－オンラインDDI、D60EV、

VX6、東風日産シルフィBEV、アリヤ、27東風本田CR-V PHEV、eNS1及びインスパイアPHEV、東風プジョー4008 PHEV、508L

PHEV、東風シトロエンC5X PHEVなどである。新エネルギー商用車の主な製品は、東風天龍（Kinland）、東風天錦

（Kingrun）、東風華神（Vasol）、東風凱普特（Captain）、東風途逸（Tuyi）、東風天翼（Tianyi）及び東風御風（Yufeng）

である。
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３．生産能力

 

2023年12月31日現在、東風汽車グループの完成車の生産能力は、約3,980,000台であり、2022年度末に比して140,000台増加

した。かかる増加は、主に、東風乗用車公司に起因する。商用車の完成車の生産能力は約620,000台であり、乗用車の完成車の

生産能力は約3,360,000台である。

 

４．販売・サービスチャネル

 

自動車産業における新しいLEICSのトレンドが継続し、市場競争が深化し、かつ、激化するにつれ、マーケティングモデル及

びマーケティングチャネルの変化も深化し続けた。東風汽車グループは、販売チャネルの変革及び向上を推進し、APP及び微信

（WeChat）アプレットなどのデジタルツールを通じてカスタマーオペレーション能力を強化し、顧客満足度を向上させる一

方、東風VOYAHの直営店＋エコストアのチャネルを利用することで、新たなチャネルモデルも模索した。2023年12月31日現在、

東風汽車グループは、全国31省（直轄市及び自治区）をカバーする合計6,027店の販売店舗を有している。

 

５．金融サービス

 

東風汽車グループの金融サービス事業は、公表日現在、東風汽車金融有限公司、東風汽車財務有限公司及び東風日産汽車金

融有限公司により運営されている。

 

６.　主要な顧客及び供給業者

 

2023年12月31日に終了した年度における上位５社の顧客に帰属する収益は、当該年度の当社グループの総収益の30％以下で

あった。
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５ 【経営上の重要な契約等】

 

2023年12月31日に終了した年度において、東風汽車グループ並びに東風汽車集團有限公司及びその関係会社（香港上場規則

に基づき定義される）の間の継続関連取引（及び香港上場規則に従いその免除される年間の上限）は、以下のとおりである

（別途規定されない限り、以下の東風汽車グループ（ジョイント・ベンチャーを含む）の関連取引金額は、完全に連結ベース

（比例連結ベースの調整を除く）で作成される）。

 

１.　商標使用許諾

 

日付：2005年10月29日

当事者：　(1)東風汽車グループ

　　　　　(2)東風汽車集團有限公司

目的：東風汽車集團有限公司は、当社の商業活動（製品の販売を含む）が適用ある法律及び規則に従うことを確保する目的

で、東風汽車集團有限公司により所有され、かつ東風汽車集團有限公司の名において登録された特定の商標を使用する

非独占的権利を東風汽車グループに付与した。

期間：2005年12月７日から2015年12月６日までの10年間（当該契約は、10年の期間満了時に、さらに10年間自動的に更新され

ている）

対価：なし

 

２.　社会保険基金

 

2023年12月31日に終了した年度において、東風汽車グループは、中国の適用ある法律及び規則に従い、東風汽車集團有限公

司の勘定を通じて、以下の基金又は計画の支払いを行った。すなわち、(i)基礎年金基金、(ii)補足年金基金、(iii)医療保険、(iv)

失業保険及び(v)住宅準備基金である（総称して、以下「社会保険基金」という）。

 

３.　基本自動車部品販売契約

 

2023年１月４日に、東風汽車グループ及び東風汽車集團有限公司は、自動車部品及びその他製品の販売に関して基本契約

（以下「基本自動車部品販売契約」という）を締結した。その主要条件は、以下のとおりである。

 

日付：2023年１月４日

当事者：　(1)東風汽車グループ

　　　　　(2)東風汽車集團有限公司

目的：基本自動車部品販売更新契約に従い、当社は、自動車部品、原材料及びその他製品（とりわけ、商用車の燃料タンク、

エキゾーストパイプ、マウンティング及びその他自動車部品を含む）を、東風汽車グループに対し、その生産のための

要求に応じて販売することに同意した。基本自動車部品販売更新契約の期間中、両当事者及び／又はそれらのそれぞれ

の子会社は、かかる販売に関して追加の詳細を定める最終販売契約を随時締結することができる。自動車部品及びその

他製品の正確な販売数は、両当事者の生産計画及び／又は特定の販売契約に基づく。

期間：2023年１月４日（その日を含む）から2025年12月31日（その日を含む）までの３年間

対価：当社が請求する自動車部品及びその他製品の価格は、他の独立顧客が当社に提示する価格と同等の市場実勢価格に従っ

て決定され、両当事者間で合意される。

2023年度における東風汽車集團有限公司及びその子会社に対して自動車部品を販売することについて計画された年間上限額

は、約1,500百万人民元であった。2023年12月31日現在、東風汽車集團有限公司及びその子会社が自動車部品を購入した年間の

実際の金額は、約351百万人民元であった。
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４.　基本自動車部品供給契約

 

2023年１月４日に、東風汽車グループ及び東風汽車集團有限公司は、自動車部品及びその他製品の供給に関して基本契約

（以下「基本自動車部品供給契約」という）を締結した。その主要条件は、以下のとおりである。

 

日付：2023年１月４日

当事者：　(1)東風汽車グループ

　　　　　(2)東風汽車集團有限公司

目的：基本自動車部品供給更新契約に従い、東風汽車集團有限公司は、当社グループが随時要求するところに従い、自動車部

品及びその他製品（とりわけ、イベントデータレコーダー、電子製品及びその他特注自動車部品を含む）を当社グルー

プに対して提供すること、また東風汽車集團有限公司の子会社に提供させることに同意した。基本自動車部品供給更新

契約の期間中、両当事者及び／又はそれらのそれぞれの子会社は、かかる供給に関して追加の詳細を定める最終供給契

約を随時締結することができる。自動車部品及びその他製品の正確な購入数は、両当事者の生産計画及び／又は特定の

供給契約に基づく。

期間：2023年１月４日（その日を含む）から2025年12月31日（その日を含む）までの３年間

対価：東風汽車グループが基本自動車部品供給契約に基づき支払う購入価格は、独立当事者間ベースで利用可能な同等製品の

市場価格を参照し、かつ、同等製品の独立供給業者２社以上が定める条件よりも不利ではない条件で定められる。

2023年度における東風汽車集團有限公司及びその子会社から自動車部品を調達することについて計画された年間上限額は、

約580百万人民元であった。2023年12月31日現在、東風汽車集團有限公司及びその子会社から自動車部品を調達した年間の実際

の金額は、約106百万人民元であった。

 

５.　基本物流サービス契約

 

2023年１月４日に、東風汽車グループ及び東風汽車集團有限公司は、物流サービスの提供に関する基本契約（以下「基本物

流サービス契約」という）を締結した。その主要条件は、以下のとおりである。

 

日付：2023年１月４日

当事者：　(1)東風汽車グループ

　　　　　(2)東風汽車集團有限公司

目的：基本物流サービス契約に従い、東風汽車集團有限公司は、当社グループに対して物流サービスを提供すること、またそ

の子会社に提供させることに同意した。基本物流サービス契約の期間中、東風汽車グループは、当社グループに対する

物流サービスの提供に関して、東風汽車集團有限公司及び／又はその子会社と個別契約又は受約定書を随時締結するこ

とができる。

期間：2023年１月４日（その日を含む）から2025年12月31日（その日を含む）までの３年間

対価：基本物流サービス契約に基づく価格は、国又は地方の価格管理部門により定められた又は承認された政府の指示する価

格（もしあれば）の範囲で、政府の指示する価格がない場合には市場価格で、合意される。

2023年度における東風汽車集團有限公司及びその子会社が東風汽車グループに対して提供する物流サービスについて計画され

た年間上限額は、約8,000百万人民元である。2023年12月31日現在、東風汽車集團有限公司及びその子会社が東風汽車グループ

に提供した物流サービスの年間の実際の金額は、約5,375百万人民元であった。
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６.　基本自動車検査サービス契約

 

2023年１月４日に、東風汽車グループ及び東風汽車集團有限公司は、基本技術コンサルタント及び自動車検査サービス契約

（以下「基本自動車検査サービス契約」という）を締結した。その主要条件は、以下のとおりである。

 

日付：2023年１月４日

当事者：　(1)東風汽車グループ

　　　　　(2)東風汽車集團有限公司

目的：基本自動車検査サービス契約に従い、東風汽車グループは、技術コンサルタント及び自動車検査サービスにつき、東風

汽車集團有限公司及びその子会社に委託することに同意した。基本自動車検査サービス契約の期間中、東風汽車グルー

プは、当社グループに対する技術コンサルタント及び自動車検査サービスの提供に関して、基本自動車検査サービス契

約の諸条件に従い、かつ、当該契約を遵守して、東風汽車集團有限公司及び／又はその子会社と書面による最終契約を

随時締結することができる。

期間：2023年１月４日（その日を含む）から2025年12月31日（その日を含む）までの３年間

対価：価格は、独立当事者間ベースで利用可能な同等サービスの市場価格を参照し、かつ、同種同質のサービスに関して独立

サービス提供業者２社以上が定める条件よりも不利ではない条件で定められる。市場価格を決定する際、当社のマーケ

ティング部門は、関連する市場情報を収集し、同一又は同等のサービスに関して当社から独立したサービス提供業者２

社以上から取得した見積りを検討及び比較し、当社の事業部門による検討のために費用見積書を作成する。事業部門

は、費用見積書を検討するにあたり、前年度における対象サービスの平均取引価格及び競争状況を考慮する。また、当

社の事業部門は、検討及び承認のため、当社の経営陣に費用見積書を提出する。

2023年度における東風汽車グループが東風汽車集團有限公司及びその子会社に対して東風汽車集團有限公司及びその子会社

からの自動車検査サービスの提供について支払う年間上限額は、約1,000百万人民元であった。2023年12月31日現在、東風汽車

集團有限公司及びその子会社が東風汽車グループに提供した自動車検査サービスの年間の実際の金額は、約572百万人民元で

あった。

 

７.　金融サービス基本契約

 

2023年１月４日に、東風汽車グループ及び東風汽車集團有限公司は、金融サービス基本契約（以下「金融サービス基本契

約」という）を締結した。その主要条件は、以下のとおりである。

 

日付：2023年１月４日

当事者：　(1)東風汽車グループ

　　　　　(2)東風汽車集團有限公司

目的：金融サービス基本契約に従って、東風汽車グループは、金融サービスを東風汽車集團有限公司及びその子会社に提供す

ること、またその子会社に提供させることに同意した。両当事者は、金融サービス基本契約に定められる原則を遵守し

て個別金融サービス契約を随時締結することができる。東風汽車グループが東風汽車集團有限公司及びその子会社に提

供するサービスは、(i)財務サービス（予算管理、決済、資金配分及び預金を含む）、(ii)金融サービス（貸付、割引、受

領及びファクタリングを含む。）、及び(iii)東風汽車集團有限公司の自動車製品に関する金融サービス（消費者ファシリ

ティ、購入者ファシリティ及びリースを含む）を含む。

期間：2023年１月４日（その日を含む）から2025年12月31日（その日を含む）までの３年間
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対価：金融サービス基本契約に基づき提供される金融サービスは、(i)国又は地方政府により承認された政府の規定価格、(ii)政

府の規定価格はないが政府の指示する価格がある場合には政府の指示する価格、(iii)政府の規定価格及び政府の指示する

価格がない場合には市場価格、及び／又は(iv)独立当事者間の合理的な条件に基づき、関連金融規制当局により随時定め

られる適用ある方針及び要件並びにその他適用ある中国の法律、規則及び規制に従い定められるレートで請求されるも

のとする。

2023年度における、当社が東風汽車集團有限公司及びその子会社に提供することについて計画された貸付の残高（委託貸付

を除く）の年間上限額は、1,500百万人民元であった。2023年12月31日現在、東風汽車グループが東風汽車集團有限公司及びそ

の子会社に提供する貸付の残高（委託貸付を除く）は、約０百万人民元であった。

 

８.　東風日産汽車金融基本金融サービス更新契約

 

2023年１月４日に、東風汽車グループは、東風日産汽車金融有限公司からの金融サービスの提供に関して、東風日産汽車金

融有限公司と基本金融サービス更新契約（以下「東風日産汽車金融基本金融サービス更新契約」という）を締結した。その主

要条件は、以下のとおりである。

 

日付：2023年１月４日

当事者：　(1)東風汽車グループ

　　　　　(2)東風日産汽車金融有限公司

主題：東風日産汽車金融基本金融サービス更新契約に従って、当社は、金融サービスを購入することに同意し、東風日産汽車

金融は、当社及びその子会社に金融サービスを提供することに同意した。両当事者は、東風日産汽車金融基本金融サー

ビス更新契約に定められる原則を遵守してサービスの詳細を定める個別金融サービス契約を随時締結することができ

る。東風日産汽車金融有限公司及びその子会社が当社グループに提供するサービスは、(i)当社グループが預託する預金

の受入れ、及び(ii)自動車製品に関する金融サービス（消費者ファシリティ及び金融リースを含む）を含む。

期間：2023年１月４日（その日を含む）から2025年12月31日（その日を含む）までの３年間

対価：東風日産汽車金融基本金融サービス更新契約に基づき提供される金融サービスは、(i)国又は地方政府により承認された

政府の規定価格、(ii)政府の規定価格はないが政府の指示する価格がある場合には政府の指示する価格、(iii)政府の規定価

格及び政府の指示する価格がない場合には市場価格、及び／又は(iv)独立当事者間の合理的な条件に基づき、関連金融規

制当局により随時定められる適用ある方針及び要件並びにその他適用ある中国の法律、規則及び規制に従い商業銀行に

おいて定められるレートを参照して定められるレートで請求されるものとする。

東風汽車グループが東風日産汽車金融有限公司に維持する預金の残高の上限額は、2023年度のいずれの日においても、3,000

百万人民元を超えてはならない。2023年12月31日現在、東風汽車グループが東風日産汽車金融有限公司に行う預金の残高は、

０百万人民元であった。

 

９.　基本賃貸借契約

 

(1)　2023年１月４日に、東風汽車グループ及び東風汽車集團有限公司は、基本賃貸借契約（以下「基本賃貸借更新契約」とい

う）を締結した。その主要条件は、以下のとおりである。

 

日付：2023年１月４日

当事者：　(1)東風汽車グループ（東風汽車有限公司を除く）

　　　　　(2)東風汽車集團有限公司

EDINET提出書類

東風汽車集団股イ分有限公司(E05974)

有価証券報告書

 65/323



主題：基本賃貸借更新契約に従って、東風汽車集團有限公司は、湖北省に所在する土地一筆に関する土地使用権、当該土

地に所在する建物の所有権並びに関連する機械、輸送手段及びオフィス機器（以下「本件資産」という。）を当社

及びその子会社にリースすること、またその子会社にリースさせることに同意し、当社は、当社グループの生産及

び業務ニーズを満たすため、東風汽車集團有限公司及びその子会社から本件資産をリースすることに同意した。

期間：2023年１月４日（その日を含む）から2025年12月31日（その日を含む）までの３年間。リース期間が満了する前

に、両当事者は、賃貸借契約の延長又は更新について協議することができる。

賃貸料：賃貸料は、基本賃貸借更新契約の当事者が共同で任命する独立鑑定士が、独立当事者間ベースで利用可能な同等

資産の市場賃貸料に基づき評価する本件資産の市場賃貸料を参照し、かつ、同等品質の資産に関して独立供給業

者２社以上が定める条件、及び類似地域における類似資産のリースに関する当社グループと独立第三者間の取引

価格（もしあれば）よりも不利ではない条件で定められる。基本賃貸借更新契約の期間中、賃貸料の支払は、半

年毎に、暦年の半期末又は期末（すなわち、６月30日又は12月31日）から10日以内に行われるものとする。当社

又はその子会社が基本賃貸借契約に基づく支払義務を履行しない場合、当社は、東風汽車集團有限公司又はその

子会社に対して、残高が支払われるまで、５％のレートで毎日罰金を支払うものとする。

転貸：東風汽車グループは、東風汽車集團有限公司又はその子会社の書面による同意を得ることなく、土地の転貸又は基

本土地賃貸借契約に基づく権利若しくは義務の譲渡を行ってはならない。土地は、基本土地賃貸借契約に定められ

る目的に従って使用されるものとする。

2023年度における東風汽車グループが東風汽車集團有限公司からのリースにより得る使用権資産の正味価格の年間上限

額は、1,500百万人民元である。2023年12月31日現在、東風汽車グループ（東風汽車有限公司を除く）が東風汽車集團有

限公司からのリースにより得た使用権資産の正味価格は、約1,027百万人民元であった。

 

(2)　東風汽車有限公司と東風汽車集團有限公司の間の土地賃貸借契約

 

日付：2003年から2053年

当事者：　(1)東風汽車有限公司

　　　　　(2)東風汽車集團有限公司

期間：50年間

目的：東風汽車有限公司は、通常の生産及び業務のため、東風汽車集團有限公司から土地区画を賃借する。

対価：公正な市場価格

当社及び香港証券取引所は、上記の取引が香港上場規則第14A.71条に基づく年次報告要件に従うことに同意している。

また、当社は、以下(i)項及び(iv)項に記載される権利放棄に基づき、取引の年間総額に限り開示する。各ジョイント・ベン

チャーに係る各取引の対価の開示がジョイント・ベンチャーに関する商業上の機密情報の開示を構成し、当社及びジョイ

ント・ベンチャーの利益とならないという事実によるものである。

また、以下(ii)項及び(iii)項に記載される取引に関し、香港上場規則第14A.71(4)条に従う対価総額及び追加条件の開示

は、ジョイント・ベンチャーに関する商業上の機密情報の開示を構成し、当社及びジョイント・ベンチャーの利益となら

ない。この点について、当社は、各取引期間中、香港上場規則第14A.71(4)条に基づく要件の徹底遵守の放棄につき、香

港証券取引所に申請し、それを認められている。

香港上場規則第14A.53(2)条に規定される要件に従い定められる上記取引の年間の上限は、当社及び関連するジョイン

ト・ベンチャーの利益とならない。この点について、当社は、各取引期間中、香港上場規則第14A.53(2)条に基づく要件

の徹底遵守の放棄につき、香港証券取引所に申請し、それを認められている。

2023年12月31日現在、東風汽車有限公司が東風汽車集團有限公司からのリースにより得た使用権資産の正味価格の総額

は、約485百万人民元であった。
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10.　東風汽車グループと東風鴻泰武漢控股集団有限公司の間の相互供給

 

日付：2006年11月28日

当事者：　(1)東風汽車グループ

(2)東風鴻泰控股集団有限公司

期間：当該契約は、2006年11月28日に発効し、当事者の破産又は再編等一定の事由が発生した場合に、当事者間の合意により

終了されうる継続契約である。

目的：東風汽車グループは、東風鴻泰の完成車販売ネットワークを通じて、完成車を販売し、シート等組立用自動車部品を購

入する。東風鴻泰は、東風汽車グループから関連する組立用自動車部品を購入する。

対価：対価は、以下に基づき決定される。

(a)　市場価格、及び

(b)　通常の通商条件

2008年12月22日、東風汽車グループは東風汽車集團有限公司から、東風汽車集團有限公司が東風鴻泰の持分の91.25％を取得

したとの報告を受けた。2023年12月31日現在、東風汽車集團有限公司は、東風鴻泰の持分の87.24％を保有している。東風汽車

集團有限公司は、東風汽車グループの実質株主である。東風鴻泰は、東風汽車集團有限公司の非完全子会社となり、また、香

港上場規則で定めるところの当社の関連当事者兼関連当事者の関係者となった。その結果、東風汽車グループと東風鴻泰の間

の相互供給契約に基づき企図される継続中の取引は、当社の継続関連取引となった。

2023年12月31日現在、東風鴻泰からの自動車及び自動車部品の購入に関し東風汽車グループが東風鴻泰に支払った対価の総

額は、2,272百万人民元であり、東風汽車グループからの自動車及び自動車部品の購入に関し東風鴻泰が東風汽車グループに支

払った総額は、383百万人民元であった。

 

11.　完成車販売契約

 

日付：2023年２月４日

当事者：　(1)東風汽車グループ

　　　　　(2)東風日產融資租賃有限公司

期間：2023年１月４日（その日を含む）から2025年12月31日（その日を含む）までの３年間

目的：東風汽車グループ及びその子会社は、本契約で合意された条件及び方法に従い、東風日產融資租賃有限公司に完成車を

販売する。

対価：完成車の価格は、市場価格又は／及び独立当事者間の合理的な条件に基づき決定される。東風日產融資租賃有限公司

は、当社及びその子会社に対して、両当事者が合意する方法で、指定の期日に対価を支払うものとする。

2023年12月31日現在、日産（中国）投資有限公司は、東風汽車グループの共同支配会社で当社の子会社とみなされる東風汽

車有限公司の持分の50％を保有している。東風日產融資租賃有限公司は、日産（中国）投資有限公司の子会社であり、東風汽

車グループの子会社の主要株主の関連会社であるため、香港上場規則に従い、当社の子会社レベルの関連当事者に該当する。

したがって、東風汽車グループ及び東風日產融資租賃有限公司の間の供給及び委託貸付契約に関する取引は、当社の継続関連

当事者取引に該当する。

2023年度において、東風汽車グループ及びその子会社が東風日產融資租賃有限公司に対して完成車を販売する年間上限額

は、１億人民元であった。2023年12月31日現在、東風日產融資租賃有限公司による、東風汽車グループ及びその子会社からの

完成車の購入額は、０十億人民元であった。
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12.　完成車及びシャーシの購入

 

2023年１月４日に、東風汽車グループ及び東風汽車集団有限公司は、当社グループの完成車及びシャーシの購入に関して基本

契約（以下「完成車及びシャーシの購入に関する基本契約」という）を締結した。その主要条件は、以下のとおりである。

 

日付：2023年１月４日

当事者：　(1)東風汽車グループ

　　　　　(2)東風汽車集團有限公司

期間：2023年１月４日（その日を含む）から2025年12月31日（その日を含む）までの３年間

目的：東風汽車グループは、当社グループの要求に応じて、当社及びその子会社に対して完成車及びシャーシを提供する。完

成車及びシャーシの台数は、両当事者の生産計画及び／又は両当事者によって締結される個別の購入契約に基づき決定

される。

対価：完成車及びシャーシの価格は、市場価格及び／又は独立当事者間の合理的な条件に基づき決定される。当社グループ

は、特定の時期に、両当事者により合意された支払方法を用いて、東風汽車グループに対して代金を支払うものとす

る。通常の場合、当社グループ及び東風汽車グループが締結した個別の購入契約は、公正性及び合理性の原則並びに通

常の商慣行に従い、支払期間（月払い又は四半期払い等）を明記するものとする。個別の購入契約の条件は、当社が独

立第三者から受ける条件よりも不利であってはならないものとする。

2023年度において、東風汽車グループが東風汽車集團有限公司から完成車及びシャーシを購入する年間上限額は、100百万人

民元であった。2023年12月31日現在、東風汽車グループによる、東風汽車集團有限公司からの完成車及びシャーシの実際の購

入額は、4,122,300人民元である。

 

13.　委託貸付契約の条項

 

日付：2021年２月１日

当事者：　(1)東風汽車グループ

　　　　　(2)東風日產融資租賃有限公司

期間：2021年２月１日（その日を含む）から2023年12月31日（その日を含む）までの３年間

目的：東風汽車グループ及びその子会社は、本契約で合意された条件及び方法に従い、東風日產融資租賃有限公司に委託貸付

を行う。

対価：委託貸付の価格は、市場金利（政府の規定レート又は政府の指示するレート（もしあれば）が優先する）及び独立当事

者間の合理的な条件に基づき、関連金融規制当局により随時定められる適用ある方針及び要件並びにその他適用ある中

国の法律、規則及び規制に従う。東風汽車グループについては、特定の各委託貸付契約の条件は、独立第三者から受け

る条件よりも不利ではないものとする。

2023年12月31日現在、日産（中国）投資有限公司は、東風汽車グループの共同支配会社で当社の子会社とみなされる東風汽

車有限公司の持分の50％を保有している。東風日產融資租賃有限公司は、日産（中国）投資有限公司の子会社であり、東風汽

車グループの子会社の主要株主の関連会社であるため、香港上場規則に従い、当社の子会社レベルの関連当事者に該当する。

したがって、東風汽車グループ及び東風日產融資租賃有限公司の間の供給及び委託貸付契約に関する取引は、当社の継続関連

当事者取引に該当する。

2023年度において、東風汽車グループ及びその子会社が東風日產融資租賃有限公司に対して委託貸付を行う年間上限額は、

2,800百万人民元であった。2023年12月31日現在、東風汽車グループ及びその子会社が東風日產融資租賃有限公司に行った委託

貸付の総額は、０百万人民元であった。
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14.　完成車及びシャーシの販売に関する基本契約

 

2023年１月４日に、東風汽車グループは、東風汽車集團有限公司と、完成車及びシャーシの販売に関して基本契約（以下

「完成車及びシャーシの販売に関する基本契約」という）を締結した。その主要条件は、以下のとおりである。

 

日付：2023年１月４日

当事者：　(1)東風汽車グループ

　　　　　(2)東風汽車集團有限公司

目的：完成車及びシャーシの販売に関する基本契約に従い、本契約の有効期間中、東風汽車グループ及びその子会社は、東風

汽車集團有限公司及びその子会社に対して、本契約で合意された条件に従い、完成車及び／又はシャーシを提供する。

期間：2023年１月４日（その日を含む）から2025年12月31日（その日を含む）までの３年間

対価：完成車及び／シャーシの価格は、市場価格及び／又は独立当事者間の合理的な条件に基づき決定される。支払期間（月

払い又は四半期払い等）は、公正性及び合理性の原則並びに通常の商慣行に従い、個々の供給契約において合意される

ものとし、東風汽車グループにとっては、個々の供給契約の条件が、独立第三者から受ける条件よりも不利ではないこ

とを保証するものとする。

2023年度において、東風汽車集團有限公司及びその子会社に対する完成車及びシャーシの販売の年間上限額は、約1,500百万

人民元であった。2023年12月31日現在、東風汽車集團有限公司及びその子会社が完成車及びシャーシを購入するために支払っ

た実際の金額は、約620百万人民元であった。

 

15.　2023年12月31日に終了した年度において、ジョイント・ベンチャーに関する継続関連取引には以下のものが含まれる：

 

香港証券取引所が、既存の及び将来のジョイント・ベンチャーが上場グループの子会社の規則に一致する形で規制を受ける

という要件を定めたことを受けて、東風汽車グループの追加の継続関連取引は、以下のとおりである。

 

(i)　当社のジョイント・ベンチャー（子会社、ジョイント・ベンチャー及び関連会社を含む）によるそれらの合弁パートナー

（子会社及び関連会社を含む）からの自動車部品及び生産設備の購入

 

2023年12月31日現在、東風汽車有限公司、神龍汽車有限公司、東風本田汽車有限公司、東風本田発動機有限公司及び東風本

田汽車零部件有限公司（当該各会社の子会社、ジョイント・ベンチャー及び関連会社を含む）はそれぞれ、定期的に、下記の

方法で、当社の合弁パートナーから自動車部品又は生産設備を購入しており、また、当該購入は合弁期間中継続する。

合弁パートナーが、ジョイント・ベンチャーが新しい自動車モデルの生産を開始することに同意した時点で、ジョイント・

ベンチャーの代表者は、当該モデルの生産に必要な各部品に関する協定価格リストを定めるため、外国合弁パートナーと協議

を開始する。適用される合弁契約の契約条項に従い、協定価格リストを定めるためのジョイント・ベンチャーの関連する代表

者と関連する合弁パートナーの間の協議は、常に、合弁パートナーとしての当社、又は当社により当社の代理として指名され

る関連するジョイント・ベンチャーの役員のいずれかにより直接行われる。当社及びその合弁パートナーは、この目的のた

め、相互に独立するものとする。いずれの合弁パートナーも、ジョイント・ベンチャー及び当社の利益とならない条件に同意

するため、当社に影響を与えることはできない。当社の業務手続に従い、当社により指名された代表者は、ジョイント・ベン

チャーの通常の業務過程の範囲内で取引を承認する権限を委任されている。但し、通常の業務過程外の、重要な又は複雑な取

引は、当社の関連部門に報告され、かつ承認されなければならない。そのように、当該協議は、独立当事者間の通商条件で行

われる。かかる取引に関して、当社の合弁パートナーからの部品及び生産設備の購入には追加の運送費及び税金が伴うため、

現地供給業者から有利な条件で入手できる代替品があれば、当社及びジョイント・ベンチャーの利益となる。
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かかる取引に関して、ジョイント・ベンチャーは、実行可能な代替品が(1)高品質で、(2)適時に、(3)低価格で入手可能か否

か判断する目的で、現地の中国供給業者から入手しうる同等の部品及び生産設備に関する相場を入手する。関連製品が入手可

能な場合、ジョイント・ベンチャーは、供給業者を選択する前に入札を行う。入札の過程で、ジョイント・ベンチャーは、

パートナーと他の第三者供給業者を同等に扱う。

その結果、当社は、他の供給業者から有利な条件を得ることが可能な場合、合弁パートナーから自動車部品及び生産設備を

購入しない。一定の期間の後、多くの低価格で高品質の代替品が中国において入手可能であるため、合弁パートナーから購入

する自動車部品及び生産設備は減少する。上記の手順は、「ローカライゼーション」として知られ、ジョイント・ベンチャー

が関連する合弁契約に定める優先事項である。

ジョイント・ベンチャー（当該ジョイント・ベンチャーの子会社、ジョイント・ベンチャー及び関連会社を含む）は、同品

質又は要求仕様の自動車部品が有利な価格で（又は別途有利な条件で）地元供給業者から入手できない場合、合弁パートナー

（当該パートナーの子会社及び関連会社を含む）からに限り自動車部品及び生産設備を購入することができる。

ジョイント・ベンチャー（当該ジョイント・ベンチャーの子会社、ジョイント・ベンチャー及び関連会社を含む）が合弁

パートナー（当該パートナーの子会社及び関連会社を含む）から自動車部品及び生産設備を購入することに関する契約は、

ジョイント・ベンチャーが通常の通商条件で、又はジョイント・ベンチャーに有利な条件である場合に限り取引を行うことを

確保するため、当社の事前承認を受けなければならない。

従って、ジョイント・ベンチャー（当該ジョイント・ベンチャーの子会社、ジョイント・ベンチャー及び関連会社を含む）

が合弁パートナー（当該パートナーの子会社及び関連会社を含む）から自動車部品及び生産設備を購入することは、継続関連

取引を構成し、公正かつ妥当な条件に従い行われた。これらの条件は全て、合弁契約に規定され、合弁期間中引き続き有効で

ある。

2023年12月31日現在、合弁パートナー（当該パートナーの子会社、ジョイント・ベンチャー及び関連会社を含む）からの自

動車部品及び生産施設の購入に関しジョイント・ベンチャー並びにその子会社及びジョイント・ベンチャーが支払った対価の

総額は、43,196百万人民元であった。

 

(ii)　東風本田汽車零部件有限公司による本田貿易（中国）有限公司及び本田技研工業（中国）有限公司への自動車部品の販売

 

本田貿易（中国）有限公司及び本田技研工業（中国）有限公司は、香港を拠点とし、主に本田製品の輸出入に従事してお

り、本田技研工業株式会社の子会社である。東風本田汽車零部件有限公司による本田貿易（中国）有限公司への自動車部品の

販売は、継続関連取引を構成する。東風本田汽車零部件有限公司の設立の主な理由の一つは、中国国内の販売及び海外の本田

グループ会社への輸出のため自動車部品を製造し、規模の経済により付随する利益を当該会社にもたらすことである。従っ

て、東風本田汽車零部件有限公司は、定期的に、自動車部品を本田貿易（中国）有限公司及び本田技研工業（中国）有限公司

に販売する。その後、当該自動車部品は、本田貿易（中国）有限公司及び本田技研工業（中国）有限公司により、本田技研工

業株式会社に輸出される。東風本田汽車零部件有限公司は、2023年12月31日現在、本田貿易（中国）有限公司及び本田技研工

業（中国）有限公司に対して自動車部品を引き続き販売した。

本田貿易（中国）有限公司及び本田技研工業（中国）有限公司への販売に関する既存の及び将来の協議は全て、当社代表者

により東風本田汽車零部件有限公司を代理して行われた。当社の業務手続に従い、当社により指名された代表者は、ジョイン

ト・ベンチャーの通常の業務過程の範囲内で取引を承認する権限を委任されている。但し、通常の業務過程外の、重要な又は

複雑な取引は、当社の関連部門に報告され、かつ承認されなければならない。従って、当該販売に関する協議は、独立当事者

間の通商条件で行われ、また将来も行われる。自動車部品販売の対価は、バッチベースで包括契約に従うことなく合意される

通常の市場及び通商条件に基づくものとする。
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(iii)　東風汽車集團有限公司、本田技研工業株式会社及び広州汽車集団股份有限公司の間の取り決めに従う東風本田発動機有限

公司から広汽本田汽車有限公司に対する乗用車エンジン及び関連自動車部品の販売

 

東風本田発動機有限公司の設立は、東風汽車集團有限公司、本田技研工業株式会社及び広州汽車集団股份有限公司の間の取

り決めの一環である。東風本田発動機有限公司設立の主な理由は、本田技研工業株式会社の中国における他の主な自動車製造

合弁事業である広汽本田汽車有限公司に販売するためのエンジン及びその他関連自動車部品を製造することである。東風汽車

集團有限公司の東風本田発動機に対する持分は、その後当社に譲渡された。

東風汽車集團有限公司、本田技研工業株式会社及び広州汽車集団股份有限公司の間の取り決めに従い、広汽本田汽車有限公

司は、合弁期間中、東風本田発動機有限公司及び広汽本田汽車有限公司の各投資収益が当該２社に対する当初投資額（東風本

田発動機有限公司の場合には60,060,000米ドル、広汽本田汽車有限公司の場合には139,940,000米ドル）に比例するようになる

価格で、乗用車を製造するために必要なエンジン及びその他関連自動車部品を東風本田発動機有限公司からのみ購入してい

る。広汽本田汽車有限公司に対する持分は本田技研工業株式会社と広州汽車集団股份有限公司の間で平等に保有されている。

そのように、広汽本田汽車有限公司は、香港上場規則第14A.07条に基づき当社の関連当事者であり、東風本田発動機有限公司

から広汽本田汽車有限公司に対する関連自動車部品の販売は、継続関連取引を構成する。

関連する合弁契約書の契約条項に従い、東風本田発動機有限公司と広汽本田汽車有限公司の間のエンジン及びその他自動車

部品の販売に関する協議は、常に、当社により東風本田発動機有限公司の代理として指名されるジョイント・ベンチャーの役

員により行われる。当社及びその合弁パートナーは、この目的のため、相互に独立するものとし、いずれの合弁パートナー

も、ジョイント・ベンチャーの（ひいては当社の）利益とならない条件に同意するため、当社に影響を与えることはできな

い。当社の業務手続に従い、当社により指名された代表者は、ジョイント・ベンチャーの通常の業務過程の範囲内で取引を承

認する権限を委任されている。但し、通常の業務過程外の、重要な又は複雑な取引は、当社の関連部門に報告され、かつ承認

されなければならない。そのように、当該協議は、独立当事者間の通商条件で行われる。

2023年12月31日現在、広汽本田汽車有限公司は、必要とするエンジン及び自動車部品を東風本田発動機有限公司から引き続

き購入し、対価総額は118百万人民元であった。

 

(iv)　一方をジョイント・ベンチャーとその子会社、他方を合弁パートナー（その子会社を含む）とする技術ライセンス及び技

術支援

 

ジョイント・ベンチャーは、ジョイント・ベンチャーが製造する既存の自動車モデルに関し当社の外国合弁パートナーと締

結した技術ライセンス及び技術支援契約に従い、外国合弁パートナーに対してロイヤリティーを定期的に支払った。技術ライ

センス及び技術支援に関する契約の条件は、自動車モデルの予想ライフ・サイクルを参照して定められる。技術ライセンス及

び技術支援に関する費用は、独立当事者間の通商条件に基づき協議される。ジョイント・ベンチャー及びその子会社とその合

弁パートナーとの間の技術ライセンス及び技術支援は、継続関連取引を構成する。

ジョイント・ベンチャー、その子会社及び合弁パートナーの間の全ての技術ライセンス及び技術支援に関する条件は、包括

契約により規制されるか、又は新自動車モデルの導入前に個別に締結される。ジョイント・ベンチャーの１社について、ジョ

イント・ベンチャー及びその外国合弁パートナーの間で締結された、また将来締結される全ての技術ライセンス及び技術支援

に関する条件は、包括契約により規制され、当該契約の様式は、当事者がジョイント・ベンチャーを設立する前に当社と合弁

パートナーの間で協議され、ジョイント・ベンチャーに関する合弁契約が締結されるまでに合意された。従って、包括契約の

条件は、独立当事者間の取引に基づき協議された。包括契約は、当社と合弁パートナーの間で締結される各技術ライセンスの

対価の決定方法を規定する詳細な条件を定める。また、包括契約は、ライセンス済みの技術の対価に関する規定を定め、当該

対価は、一定の算式に従い定められるロイヤリティーの形式であるものとする。
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技術ライセンス及び技術支援に関する契約の条件は、自動車モデルの予想ライフ・サイクルを参照して定められる。

適用される合弁契約の契約条項に従い、ジョイント・ベンチャー、その子会社及び合弁パートナー（その子会社を含む）の

間の技術ライセンス及び技術支援に関する全ての協議は、合弁パートナーとしての当社、又は当社により当社の代理として委

任される関連するジョイント・ベンチャーの役員のいずれかによってのみ直接行われる。当社の業務手続に従い、当社により

指名された代表者は、ジョイント・ベンチャーの通常の業務過程の範囲内で取引を承認する権限を委任されている。但し、通

常の業務過程外の、重要な又は複雑な取引は、当社の関連部門に報告され、かつ承認されなければならない。従って、ジョイ

ント・ベンチャー、その子会社及び合弁パートナー（その子会社を含む）の間の技術ライセンス及び技術支援に関する協議

は、独立当事者間の通商条件で行われた。

一般に、ジョイント・ベンチャー、その子会社並びにその合弁パートナー（その子会社を含む）及びその子会社及び関係会

社の間の技術ライセンス及び技術支援に関する価格原則は、技術提供を行う当事者が特定の自動車モデルについて負担した研

究開発費の返済を公平に受けられるよう決定される。また、当該研究開発費は、技術提供を行う当事者の業務全体に均等に分

配されるものとし、中国自動車合弁事業は、当該費用の相当部分のみ負担すべきである。

2023年12月31日現在、上記技術ライセンス及び技術支援の購入に関しジョイント・ベンチャーが支払った対価の総額は、

4,440百万人民元であった。

今後の共同運営期間において、当該技術ライセンス及び技術支援費は、既存の包括契約及び随時締結される契約に従い、外

国合弁パートナーに引き続き支払われる。

 

６ 【研究開発活動】

 

上記「４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照されたい。
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第４ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

 

東風汽車グループは、2023年度において、前年同期に比して2,995百万人民元（32％）の増加となる、合計で12,487百万人民

元の実質投資（持分法）を完了した。主な増加要因は、MTECH、eπ、納米その他の独立系新エネルギー自動車事業への投資の

増加のほか、智新科技股份有限公司における「３大核心電子部品」及びその他の製品への投資の増加である。それらのうち、

研究開発費の資産計上及び無形資産の購入に約3,711百万人民元、固定資産及びその他の支出に約8,776百万人民元が計上され

た。

 

２ 【主要な設備の状況】

 

上記「１　設備投資等の概要」を参照されたい。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

 

上記「１　設備投資等の概要」を参照されたい。
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第５ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

（2023年12月31日現在）

授権株数（株） 発行済株式総数（株） 未発行株式数（株）

8,616,120,000 8,302,252,000 313,868,000

 

② 【発行済株式】

（2023年12月31日現在）

記名・無記名の別

額面・無額面の別
種類 発行数（株）

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

額面価額１人民元の

記名式株式
普通株式 8,302,252,000 香港証券取引所（注）

完全議決権を有する当社にお

ける標準となる株式です。

計 － 8,302,252,000 －  

（注）普通株式のうち2,541,864,000株が、Ｈ株式として香港証券取引所に上場されております。

 

(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債権等の行使状況等】

 

該当事項なし

 

(3) 【発行済株式総数、資本金の推移】

 

2023年12月31日現在の当社の株式資本総額は8,302,252,000人民元であり、１株当たり額面１人民元の普通株式

8,302,252,000株（発行済株式総数の約69.38％を表章する内資株5,760,388,000株及び発行済株式総数の約30.62％を表章

するＨ株式2,541,864,000株）に分割されている。

 

年　月　日
発行済株式総数

増減数（株）

発行済株式総数

残高（株）

資本金増減額

（人民元）

資本金残高

（人民元）

2018年12月31日 － 8,616,120,000 － 8,616,120,000

2023年１月12日（注１） △22,950,000 8,593,170,000 － 8,616,120,000

2023年１月19日（注１） △3,800,000 8,589,370,000 － 8,616,120,000

2023年６月９日（注１） △30,104,000 8,559,266,000 － 8,616,120,000

2023年６月16日（注１） △12,056,000 8,547,210,000 － 8,616,120,000

2023年６月26日（注１） △15,940,000 8,531,270,000 － 8,616,120,000

2023年６月27日～

2023年12月31日（注２）
△229,018,000 8,302,252,000 △26,750,000 8,589,370,000

2023年12月31日 － 8,302,252,000 － 8,589,370,000

 

（注１）自己株式消却による、発行済株式総数の減少であります。

（注２）自己株式消却等により、発行済株式総数及び資本金残高が減少しております。なお、当該期間における個別の変

動は確認しておりません。
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(4) 【所有者別状況】

 

下記「(5) 大株主の状況」を参照されたい。

 

(5) 【大株主の状況】

 

2023年12月31日において、当社の発行済資本の種類株式の５％以上（内資株及びＨ株式による株式保有構成の分類に基

づく）を保有する者（取締役及び監督役を除く）の氏名又は名称及びその保有株式数は以下のとおりであり、かかる記述

は証券先物法第336条に基づき当社が保管している株主名簿のとおりである。

下記の割合は、2023年12月31日現在の発行済普通株式数に基づき算定している。

 

ロングポジション、ショートポジション及び融資プール

 

氏名又は名称 株式の種類 所有株式数（株)*

当該種類における

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％)*

総株式資本に

対する所有株式

資本の割合

（％）*

東風汽車集團有限公司
内資株 5,760,388,000

1
100.00

1 69.38

Ｈ株式 256,742,000
1

10.10
1 3.23

マーガレット・（メグ）・レイノルズ Ｈ株式 218,378,654
1

8.59
1 2.63

ブライアン・ウォード Ｈ株式 218,378,654
1

8.59
1 2.63

ウエストウッド・グローバル・インベ

ストメンツ・エルエルシー
Ｈ株式 218,378,654

1
8.59

1 2.63

シティグループ・インク Ｈ株式
153,383,331

1
6.03

1 1.85

Ｈ株式
5,246,511

2
0.21

2 0.06

Ｈ株式
151,050,252

3
5.94

3 1.82

 

(注１)

*　以下の記載は流通性による区分を表している。

¹　ロングポジション

²　ショートポジション

³　融資プール

 

(注２)

上表の記載内容は、当社が香港証券取引所規則に従って香港証券取引所のウェブサイトから引用して年次報告書において

開示したものであり、修正を加えずに日本語に翻訳したものを基礎として作成したものである。従って、日本の一般的な通

常の記載方法とは異なる部分があるため、ご留意いただきたい。
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２ 【配当政策】

 

配当

取締役会は、2024年６月21日開催の年次株主総会で検討及び承認されることを前提として、2023年度に係る利益分配を行

わない旨の提案を行った。
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３ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

コーポレート・ガバナンスの概況

 

当社は、自社の企業価値を向上させ、株主に高い利益をもたらすために、会社法、香港証券取引所における証券上場規

則（以下「香港上場規則」という）、香港上場規則別紙C1のコーポレート・ガバナンス規則に従っている。コーポレー

ト・ガバナンスの完全性、透明性、開示性及び有効性の原則に基づき、当社は、長期的に持続可能な発展を確保するた

め、高水準のコーポレート・ガバナンスを維持するよう努めている。

取締役会は、当社のコーポレート・ガバナンス実務の見直しを行い、数多くのより良い実務を導入した。改善された実

務の詳細は、本書に記載されている。2023年12月31日に終了した事業年度中、当社は、香港上場規則別紙C1に定められた

コーポレート・ガバナンス規則（以下「コーポレート・ガバナンス規則」という）（2023年12月31日時点）のルールB.2.2

を除き、同規則に定める条項を全て完全に遵守した。

当社の現行の取締役会は、2020年９月25日付で選任されたため、現行の取締役会の任期は2023年９月24日付で満了し、

全取締役が少なくとも３年に１回はローテーションによる退任の対象となる旨を定めるコーポレート・ガバナンス規則

B.2.2条に従い、ローテーションによる退任となる。取締役会全体が関係していること、また、当社の上級経営陣の円滑な

継続を確保するために数多くの要因を考慮しなければならないことから、当社は予定通りに取締役会改選計画を完了する

ことができていない。現在、当社取締役会の刷新計画は進行中であり、後日株主総会に付議される予定である。

 

コーポレート・ガバナンスの構成

 

コーポレート・ガバナンスの全般的な構成

 

当社の最高権威機関は、株主総会である。取締役会及び監督役会は、株主総会の監督下にある。取締役会には、監査・

リスク管理委員会（監査委員会）、指名委員会及び報酬委員会が置かれている。定款による授権に従い、取締役会は、経

営上の重要な意思決定並びに上級経営陣による日々の運営及び管理の監督につき責任を負う。監督役会は、主に、取締役

会及び上級経営陣による業務遂行の監督につき責任を負う。取締役会及び監督役会は、独立して、株主総会に対する説明

責任を負う。

 

 

EDINET提出書類

東風汽車集団股イ分有限公司(E05974)

有価証券報告書

 77/323



株主及び株主総会

 

株主

 

2023年12月31日時点において、当社の支配株主である東風汽車集團有限公司が直接的及び間接的に保有する当社の株式

持分は約72.6％であった。当社の残りの株式持分約27.4％は、一般株主により保有されていた。

 

報告期間中に株主総会において（内資株及びＨ株式に区分される種類株式の）議決権の５％以上を保有するその他の株

主及び者についての情報は、上記「１　株式等の状況　(5)大株主の状況」に記載されている。

 

当社の支配株主である東風汽車集團有限公司は、これまで、法律に従って自らの権利を行使するとともに義務を履行し

ており、直接・間接を問わず、株主総会による授権の範囲を超えて当社の経営に介入したことは一切ない。当社の取締役

会、監督役会及び内部機関は、独立して運営を行うことができる。

 

株主の権利

 

当社は、全ての株主を公平に扱うとともに、株主が自らの法律上の利益を保護するために権利を完全に行使することが

できるよう確保する。当社は、法令に厳格に従って株主総会を招集した。当社のガバナンス体制により、全ての株主、特

に少数株主が平等の権利を享受し、かかる権利に応じた義務を負うことが確保される。

 

当社の定款に定める権利のほか、株主総会の手続規則に従い、当社の株主は、以下の権利も享受するものとする。

 

１)　予定されている総会において議決権付株式を合計で10％以上保有する２名以上の株主は、取締役会に対し臨時株主

総会又は種類株主総会の招集を請求する旨の、当該総会における検討事項を明記した１通又は複数の同一様式による請求

書に署名することができる。

 

２)　取締役会が当該請求書を受領後30日以内に総会の招集通知を行わなかった場合、請求者は、取締役会が当該請求書

を受領した日から４か月以内に総会を招集することができる。請求者は、取締役会が総会を招集する際に従う手続と可能

な限り同じ手続に従って総会を招集するものとする。

 

３)　株主は、自ら株主総会を招集することを決定した場合、取締役会に対し書面による通知を行わなければならず、取

締役会及び取締役会の秘書役は、かかる総会の目的において協力するものとする。

 

４)　当社が年次株主総会を招集する場合、当社の議決権付株式総数の５％以上を保有する株主は、取締役会に対し、書

面により新たな提案及び説明を行う権利を有するものとする。

 

５)　株主は、株主総会において当社に関する質問を行うことができ、総会で開示することのできない当社の営業秘密を

除き、総会の議長は、取締役、監督役又はその他の出席者に対し当該質問に回答するよう指示するものとする。

 

６)　本人又は代理人が出席する株主であって、単独で又は共同して、株主総会における出席権及び議決権が付された株

式の10％以上を保有する者は、投票を要求することができる。
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取締役及び取締役会

 

取締役

 

取締役の構成及び任期

 

定款に従い、取締役は、株主総会において３年間の任期で選任され、任期満了時には再任される資格を有する。

 

取締役会は、現在、当社の設立から第５期目となっており、第４期取締役会は2020年９月25日に改選された。現在、第

５期取締役会は５名の取締役で構成され、執行取締役の楊青氏（2023年11月２日付で会長に就任）及び尤崢氏、独立非執

行取締役の宗慶生氏、梁偉立氏及び胡裔光氏が含まれる。報告年度中、非執行取締役の黄偉氏は2023年５月17日付で、執

行取締役の竺延風氏は2023年11月２日付で、それぞれ辞任した。第５期取締役会の任期は、2023年９月24日までであった

が、新たな期の取締役の選任が行われるまで、上記の取締役は、取締役としての自らの職務を誠実に遂行する。また、独

立非執行取締役は全員、当社から独立しており、当社及び大株主と関係性を有さず、任期は９年を超えてはならない。

 

当社取締役会の構成員の間において、金銭上、事業上、血縁上その他の重要な関係は存在しない。当社は、取締役及び

上級経営陣の全員について、賠償責任保険に加入済みである。

 

当社取締役会の構成員は、それぞれ異なる業界での経歴の持ち主であり、企業経営、財務会計、法務及び投資の各分野

において専門知識及び幅広い経験を有している。取締役会は、取締役会多様化方針を策定しており、取締役会の構成の見

直しを１年に１回以上行っている。各取締役の経歴の概略については、下記「(2)役員の状況」に記載されている。

 

会長及び社長

 

当社の会長及び社長は、明確な職務分担のもと、それぞれ別個に行動する。特に、会長は、取締役会の日々の運営の監

督、取締役会決議の執行の監督及びその他の職務につき責任を負い、社長は、会長の指揮の下で、当社の日々の業務運営

の管理及び取締役会決議の実施につき責任を負う。当社の上級経営陣についての詳細は、下記「(2)役員の状況」に記載さ

れている。

 

独立非執行取締役

 

現在、当社の独立非執行取締役は３名であり、取締役会の全構成員の３分の１を超える。当社は、香港上場規則が定め

る、独立非執行取締役を３名以上（取締役会の３分の１以上に相当）任命し、そのうち１名以上が適切な専門的資格を有

するものとする要件を遵守した。

 

当社の独立非執行取締役は全員、上場会社の取締役及び独立非執行取締役の権利及び義務を熟知している。報告期間

中、独立非執行取締役は、誠実かつ勤勉な方法により、自らの職務を当社定款及び取締役会手続規則に従い遂行し、分別

ある慎重かつ適切な方法により、独立非執行取締役としての権利を行使し、積極的かつ責任ある方法により、取締役会議

及び株主総会に出席し、各々の専門知識及び強みを最大限に発揮した。独立非執行取締役は、当社のコーポレート・ガバ

ナンス及び重要な意思決定を向上させる広範な努力を行うとともに、株主の利益を効果的に保護する公平かつ客観的な意

見を表明した。当社の独立非執行取締役３名は全員、取締役会傘下の委員会の構成員であった。
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報告期間中、当社の独立非執行取締役は、報告期間中における関連取引について独立した立場から見解を表明し、独立

非執行取締役としての職務を誠実に遂行した。

 

報告期間中、当社の独立非執行取締役は、取締役会の決議及びかかる決議以外の他の事項に対し反対意見を表明しな

かった。

 

取締役会は、香港証券取引所の香港上場規則第3.13条に従い、各独立非執行取締役から自らの独立性に関する確認書を

受領したことを確認した。取締役会は、既存の独立非執行取締役が香港証券取引所の香港上場規則第3.13条に定義される

独立した者であると判断した。

 

非執行取締役

 

当社の非執行取締役の黄伟氏は、2023年５月17日に辞任した。

 

取締役会の独立体制

 

当社は、取締役会が独立した助言及び勧告を確実に得られるよう、多くのアプローチ及びメソッドを採用している。例

えば、香港上場規則別紙C1の規範条項C.5.6及びC.5.9に従い、取締役会及びその構成員は、十分な情報提供を受けるほ

か、情報に基づく意思決定を行うために、当社の上級経営陣に対し個別かつ独立にアクセスすることができる。特に、取

締役会の全構成員は、当社グループに関する情報（経営管理用決算書、経営成績及び統計、監査結果その他業界及び市場

に関連する情報及び予測を含むが、これらに限られない）を適時に入手する権利に加えて、当社の費用負担で会社秘書役

の支援及び専門家の助言（必要があれば）を求める権利を有する。さらに、当社の監査・リスク管理委員会は、その職務

を遂行するにあたり、当社の社外監査人と毎年連携し協議する権利を有し、取締役会の構成員は、意思決定プロセスにお

いてあらゆる視点が考慮されることを確保するために適切な場合には、他の構成員、従業員、（投資家向け広報（IR）

チャネルを通じて）その他ステークホルダー及び投資家の意見を求めることが奨励されている。

 

取締役会は、毎年、上記のアプローチ及び手法の実施状況及び実効性の見直しを行う。取締役会は、取締役会に独立し

た助言及び勧告が提供されることを確保するための効果的かつ適切なチャネル（公式又は非公式を問わない）を有すると

考えている。

 

研修及び専門能力の継続的開発

 

取締役は、香港上場規則及び関連する法律上の要件に基づき、当社の事業及び経営について理解し、自らの責任及び義

務を十分に把握することを確実にする目的において、自らの知識及び技能を向上させ、更新するための適切な専門能力継

続開発プログラムに参加しなければならない。
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報告年度中、取締役は全員、業界の動向、当社の最新の経営、財政状態及び関連する情報を理解するために東風投資月

間報告書、財務報告書、自動車市場調査報告書及びその他の情報を定期的に検討した。以下はその記録である。

 

取締役 検討対象情報

執行取締役  

竺延風氏（2023年11月２日辞任） 120件

楊青氏 133件

尤崢氏 133件

非執行取締役  

黄伟氏（2023年５月17日辞任） 55件

独立非執行取締役  

宗慶生氏 133件

梁偉立氏 133件

胡裔光氏 133件

 

取締役による証券取引

 

当社は、取締役による証券取引を規制するため、香港上場規則別紙C3に定める「上場発行会社の取締役による証券取引

のモデル規定」を採用した。報告年度中、いずれの取締役も、当社株式のその他一切の持分を有していなかった。取締役

は全員、当社による調査を受け、2023年度中においてモデル規定を全て遵守したことを確認した。

 

取締役の報酬

 

当社の第５期報酬委員会は、個々の執行取締役及び上級経営陣の報酬に関する提案につき責任を負う。

 

取締役の報酬を受領した当社の独立非執行取締役を除く他の全ての取締役は、当社から取締役の報酬を受領しなかっ

た。執行取締役は、当社の従業員としての立場において報酬を受領し、非執行取締役は、当社から関連する報酬を受領す

る。独立非執行取締役の報酬は、平均的な市場水準を参照し、当社の実際の状況を考慮したうえで算定される。

 

報告年度中、当社は、第５期取締役会の独立非執行取締役のうち、宗慶生氏に対し100,000人民元（税引前）の報酬を支

払った。胡裔光氏に対しては、173,368人民元４角４分（税引前）の報酬が支払われた。梁偉立氏に対しては、177,368人

民元４角４分（税引前）の報酬が支払われた。

 

取締役会多様性方針

 

2019年３月27日に、当社は、取締役会において、取締役会多様性方針を可決した。取締役会多様性方針の目的は、当社

の取締役会の多様性を実現するために採用される方法を定めることである。指名委員会は、毎年、取締役会の体制、規模

及び構成を見直し、当社の企業戦略に合致するよう取締役会に関して提案される変更について助言を行う。

取締役会の構成及び取締役の指名を検討及び評価するにあたり、取締役会の多様性を確保するためには、多数の要因

（性別、年齢、文化的背景、学歴、専門的経験、技能、知識並びに業界及び地域での経験を含むが、これらに限られな

い）を考慮しなければならない。当社は、当社の事業成長に関連する取締役会の視点の多様性のバランスを適切に維持す

ることを目指している。指名委員会は、取締役会の多様性を実現するために測定可能な目標について協議し、合意し、取

締役会に勧告を行う。
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香港上場規則第13.92条に従い、当社は、取締役会の多様性を実現する上で当社が考慮すべき要素の１つとしてジェン

ダーを重視し、取締役会の後任候補の特定のため人材派遣会社を活用するなどの様々な手段を通じて、2024年12月31日ま

でに新たな女性取締役を登用し、（適用がある場合には）今後数年間でジェンダー・ダイバーシティを向上させることを

検討している。当社は、取締役会及び従業員全体においてジェンダー・ダイバーシティを推進していく所存である。

2024年４月現在、当社グループの女性従業員数は、従業員総数の約18.22％を占めている。取締役会は、当グループの従

業員においてジェンダーの多様化が進んでいると考えている。当グループの採用戦略は、適材適所の人材採用を行い、上

級経営陣を含む全スタッフにおいて、ジェンダー、年齢、文化的背景及び学歴、職業経験、技能並びに知識において多様

性を実現することを企図している。

必要に応じて、取締役会は、当社の事業ニーズ及び取締役会の後任者計画に対応するため、多種多様な要因及び測定可

能な目標を随時採用し、修正することができる。

 

取締役会

 

取締役会は、当社の意思決定機関である。取締役会は、総会による授権に従い、当社の財産の管理及び運用につき責任

を負う。取締役会は、総会において株主に対する説明責任を負う。また、取締役会は、コーポレート・ガバナンス規則の

関連する規則条項に定める機能の遂行につき責任を負う。かかる当社の経営者は、日々の運営及び管理につき責任を負

う。取締役会は、株主総会に対する説明責任を負うとともに、以下の機能及び権限を行使する。

 

・株主総会の招集責任の履行及び総会における株主への事業報告

・総会において株主が可決した決議の実施

・当社の事業計画及び投資計画の決定

・当社の暫定年度財務予算及び最終年度財務予算の策定

・当社の利益分配案及び損失回収案の策定

・負債・財務方針、当社の登録資本金の増資又は減資案及び社債発行案の策定

・当社の重要な買収又は処分案及び合併、分割又は解散計画の立案

・当社の内部管理体制の構築の決定

・当社の社長の任命又は解任、社長の指名に基づく当社の副社長及び財務担当取締役の任命又は解任、並びにこれらの

者の報酬に関する決定

・当社の支店機関の設立の決定

・当社の基本管理システム（財務管理及び人事管理システムを含む）の構築

・定款の修正案の策定

・当社の破産申立案の提出

・総会の授権に基づく当社の対外保証の決定

・会社法及び定款により総会での株主の決議が定められた事項以外の、当社のその他の重要かつ経営上の事項の決定及

びその他の重要な契約の締結

・総会及び定款により付与されるその他の権限の行使

 

取締役会は、取締役会議における決議の可決により、上記の権限を行使するものとする。また、取締役は、自らの職務

を遂行するにあたり、独立した専門家の助言を求めることができる。
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取締役会議

 

取締役会は、およそ四半期に１回の頻度で、毎年４回以上の会議を招集するものとする。報告年度中、取締役会は、定

例会議４回及び臨時取締役会議３回を含め、７回の会議を開催した。取締役本人の出席状況は、以下のとおりである（欠

席取締役は代理人を任命した）。

 

取締役 取締役会
監査・リスク

管理委員会
報酬委員会 指名委員会 年次株主総会

執行取締役      

竺延風氏

（2023年11月２日辞任）

2/6（33.33%） – – 1/4（25%） 1/2（50%）

楊青氏 7/7（100%） – 1/1（100%） – 2/2（100%）

尤崢氏 7/7（100%） – – – 2/2（100%）
 

非執行取締役
     

黄伟氏（2023年５月17日

辞任）

2/2（100%） – – – 1/1（100%）

 

独立非執行取締役
     

宗慶生氏 7/7（100%） 3/3（100%） 1/1（100%） 4/4（100%） 2/2（100%）

梁偉立氏 6/7（85.71%） 3/3（100%） – 4/4（100%） 2/2（100%）

胡裔光氏 7/7（100%） 3/3（100%） 1/1（100%） 2/2（100%）

 

さらに、取締役会長は、非執行取締役（独立非執行取締役を含む）との間において、毎年、執行取締役が出席しない会

議を開催している。

 

取締役会の委員会

 

当社は、取締役会の下に監査・リスク管理委員会、報酬委員会及び指名委員会の３委員会を設置している。当該委員会

のメンバーは、主に、独立非執行取締役である。各委員会は、その参照規定に従いその職務を遂行する。３委員会の手続

規則の全文は、当社及び香港証券取引所のウェブサイトに掲載された。

 

監査・リスク管理委員会

 

委員会メンバー

 

監査・リスク管理委員会のメンバーは、梁偉立氏（招集者）、宗慶生氏及び胡裔光氏を含み、全員が独立非執行取締役

である。
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主な職務

 

・社外監査人の選任、再任及び解任（社外監査人の報酬及び任用条件を含む）について取締役会に助言し、監査人の辞

任又は解任に関する一切の問題に対処すること

・当社の財務報告書、当社の会計方針及びその変更並びにその他取締役会の検討及び承認を要する財務書類を検討し、

取締役会に意見を提示すること。同委員会メンバーは、取締役会及び上級経営陣と連絡を取り、当社の社外監査人と

年２回以上会議を行い、財務報告書及び財務書類に反映された主要又は異例な事項のほか、当社の財務担当者、監査

担当者及び社外監査人から提起された関連事項に留意しなければならない。同委員会は、取締役会に財務報告書を提

出する前に、次の事項を検討しなければならない。会計方針又は会計実務の変更、重要な判断を要する内容、監査に

より生じた主な調整、継続的な運営に関する前提、適正意見、会計基準の遵守、香港上場規則及び財務報告に関する

法規定の遵守

・適用ある基準に従い、社外監査人の独立性及び客観性並びに監査手続の有効性を審査及び監視すること、監査業務の

開始前に監査人との間で監査の性質及び範囲並びに関連する報告責任について協議すること

・当社と社外監査人との間の主な代表者として行為し、両者の関係を監督すること

・社外監査人による非監査業務の提供に関する方針を策定し、実施すること

・社外監査役から経営陣に送付される監査意見書、社外監査役から経営陣に提起される会計記録、財務書類又は監視シ

ステムに関する主な質問及び経営陣の回答を審査し、社外監査役から経営陣に送付される監査意見書の中で提起され

る関連質問に対して取締役会が適時に回答することを確保すること

・当社が戦略的な目標を追求する際に許容できるリスクの性質及び程度を評価及び決定し、取締役会に報告及び提案す

ること

・当社の財務監視、リスク管理及び内部統制システムを審査し、経営陣との間でリスク管理及び内部統制システムにつ

いて協議し、経営陣がその責任を果たし、実効性のあるシステムを構築していることを確保すること。協議では、当

社における、会計及び財務報告の分野での十分なリソース及び資格・経験を有する従業員の有無、従業員向け研修

コース及び関連予算の十分性について検討しなければならない。

・リスク管理及び内部統制に関する当社の年次報告書を検討し、取締役会に意見を提供すること

・リスク管理及び内部統制に関連する重要な調査結果及びかかる調査結果に対する経営陣の対応について率先して精査

し、又はかかる精査を行うために取締役会の指名を受けること

・社内監査人と社外監査人の連絡及び業務を調整すること

・当社の社内監査部門に提供される十分な資源及び社内監査部門の適切な設置を確保すること、また社内監査部門の効

率性を検討及び監視すること

・従業員が財務報告、内部統制又はその他の事項の不正の可能性について内密に懸念を提起することのできる当社の制

度を検討すること。監査・リスク管理委員会は、かかる事項の公正なかつ独立した調査のため、また適切なフォロー

アップ措置のために適切な制度が整備されていることを保証しなければならない。

・当社の所在地及び当社株式の上場に係る上場規則に基づき、監査・リスク管理委員会の職務及び権限に関する新たな

要件を遵守すること

・香港上場規則別紙C1記載のコーポレート・ガバナンス規則に関連する事項を取締役会に報告すること

・その他取締役会により授権される職務
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2023年度の主な業務

 

監査・リスク管理委員会は、2023年度に、会合を４回開催し、そのメンバーの出席は、本書に記載されている。

 

2023年度の監査・リスク管理委員会の主な業務は、以下の業務を含む：

 

・2022年度の当社の年次財務状況報告書の検討

・貨幣類金融派生業務の認可及び年間計画に関する提案の検討

・当社の監査・リスク管理委員会の議事規則の改訂の検討

・2023年度報酬委員会メンバーへ提出される当社の中間財務報告書の検討

 

報酬委員会

 

委員会メンバー

 

報酬委員会のメンバーは、主に、宗慶生氏（招集者）、楊青氏及び胡裔光氏を含む独立非執行取締役である。

 

主な職務

 

・取締役及び上級経営陣の報酬方針及び報酬体系全般、並びに報酬方針の策定に関する正式かつ透明性の高い手続の確

立について、取締役会に提案を行うこと

・取締役、監督役及び上級経営陣の報酬提案並びに中長期的な報奨制度を策定し、承認を得るためこれらを取締役会に

提出すること、また上級経営陣の業績評価を行うこと

・一部の執行取締役及び上級経営陣の報酬（非金銭的手当、年金受給権及び報酬額（役職の喪失又は選任終了に対する

補償を含む）を含む）に関して取締役会に勧告を行うこと

・執行取締役及び上級経営陣に対してその役職の喪失若しくは終了又は任命に関連して支払われる報酬（もしあれば）

について、当該報酬が関連する契約条件に従い決定され、当社にとって公正かつ合理的であり、かつ過度ではないこ

とを保証するために、当該報酬を検討及び承認すること

・不正行為を理由とする取締役の退任又は解任に関連する報酬制度（もしあれば）について、当該制度が関連する契約

条件に従い決定され、報酬支払が合理的かつ適切であることを保証するために、当該制度を検討及び承認すること

・取締役又はその関係者が自らの報酬の決定に関与していないことを保証すること。報酬委員会のメンバーである非執

行取締役の報酬は、他の委員会メンバーによって決定されるものとする

・香港上場規則に基づき、報酬委員会の職務及び権限に関する新たな要件を遵守すること

・取締役会により定められた企業方針及び企業目標に従い、経営陣の報酬案を検討及び承認すること

・同業他社において役職員に支払われる報酬及び求められる稼働時間及び責任、並びに当社グループ内の他の役職の雇

用条件を検討すること

・非執行取締役の報酬について取締役会に勧告すること

・香港上場規則第17章に規定されている持株制度に関連する事項を検討及び承認すること

・その他取締役会により授権される職務
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2023年度の主な業務

 

報酬委員会は、2023年度に、会合を１回開催し、その委員会メンバーの出席は、本書に記載されている。

 

2023年度の報酬委員会の主な業務は、以下の業務を含む：

 

・当社取締役の報酬制度の検討

 

指名委員会

 

委員会メンバー

 

指名委員会のメンバーは、主に、宗慶生氏（招集者）、竺延風氏（2023年11月２日付で辞任）、楊青氏（2023年11月２

日付で選任）及び梁偉立氏を含む独立非執行取締役である。

 

主な職務

 

・当社の業務、資産規模及び資本構成に基づき、取締役会の組織について取締役会に助言を行うこと

・取締役の選任基準及び手続について取締役会に助言を行うこと

・取締役に指名される資格のある候補者を特定し、選出すること

・取締役候補者の資格を検討し、取締役会に推薦を行うこと

・取締役会直属の他の専門委員会の構成について推薦を行うこと

・独立非執行取締役の独立性を評価すること（取締役会が株主総会において、ある者を独立非執行取締役に選任する決

議を提案する予定である場合、株主総会により可決された株主宛回覧書及び／又は説明書に、(i)当該者の発掘に用い

られたプロセス、取締役会が当該者を選任すべきと考える理由及び当該者が独立性を有する理由、(ii)指名された独

立非執行取締役が上場会社第７号（又はそれ以上）の取締役となる場合において、当該者が非執行取締役としての責

任を果たすのに十分な時間を確保することができると取締役会が考える理由、(iii)当該者が取締役会にもたらすこと

ができる知見、見解、専門知識及び経験、(iv)当該者がどのように取締役会構成員の多様性を向上させることができ

るかを記載すること）

・独立非執行取締役の在任期間が９年を超えた場合、取締役会は、当該取締役が引き続き独立しており、再任されるべ

きと考える理由を含め、その選任を継続すべきか否かについて審議しなければならない。

・取締役会により任命されるために社長、副社長、取締役会秘書役及び財務部門担当者並びにその他上級役員の候補者

を推薦すること

・取締役会の多様化方針を満たすため、また当社の戦略を円滑に遂行するために当社の企業戦略を補完する変更案を取

締役会に勧告するため、年１回以上取締役会の構成、規模及び組織（能力、知識及び経験を含む）を検討すること

・取締役及び上級経営陣の任命、再任又は交代について取締役会に勧告を行うこと

・指名委員会の責任及び権限に関する、香港上場規則の最新の改正に規定される関連要件（もしあれば）を適用するこ

と

・香港上場規則別紙C1記載のコーポレート・ガバナンス規則に関連する事項を取締役会に報告すること

・その他取締役会により授権される職務
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2023年度の主な業務

 

指名委員会は、2023年度に、会合を４回招集し、そのメンバーの出席は、本書に記載されている。

 

2023年度の指名委員会の主な業務は、以下の業務を含む：

 

・当社の独立非執行取締役の独立性の評価

・当社の指名委員会の議事規則の改定の検討

・当社の上級経営陣メンバーの調整に関する提案の検討

・当社の秘書役、授権代表者、証券事務代理人及び電子提出システム承認者の調整に関する提案の検討・当社の会長及

び特別委員会メンバーの調整に関する提案の検討
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監督役及び監督役会

 

監督役

 

定款に従い、監督役は、株主を代表する監督役（複数名）及び従業員を代表する監督役（１名）を含まなければならな

い。株主を代表する監督役は、株主総会において選任及び解任され、従業員を代表する監督役は、従業員により民主的に

選任及び解任されなければならない。

現監督役会は、当社の設立以来、第５期監督役会であり、現在、何偉氏（監督役会長）、靳軍氏（従業員監督役）及び

鮑洪湘氏（独立監督役）の３名の監督役から構成される。

 

監督役会

 

報告年度中、監督役会は、定期会合を２回開催した。監督役本人の出席は以下のとおりである（欠席監督役は代理人を

任命した）。

 
 監督役会 定時取締役会 年次株主総会

監督役    

監督役会長    

何偉氏 2/2（100%） 7/7（100%） 2/2（100%）

 

独立監督役
   

鮑洪湘氏 2/2（100%） 7/7（100%） 2/2（100%）

 

従業員監督役
   

靳軍氏 2/2（100%） 7/7（100%） 2/2（100%）

 

監督役会は、当社株主総会及び取締役会会議の招集手続及び決議並びに取締役会による株主総会決議の実施を監督し

た。監督役会は、取締役会が株主総会に提案する報告及び決議に関して反対意見を述べなかった。監督役会は、報告年度

中、当社が会社法、香港上場規則、定款並びにその他関連する法律、規則及び規定を厳守し、かつ、株主総会の全ての決

議を着実に実施したとの見解を有している。監督役会は、当社がその内部管理及び内部統制システムを継続的に改善し、

内部管理システムが確立されているとの見解を有している。

 

監督役会は、当社の年次及び中間財務報告並びに関連する情報を検討した。監査時に、公認会計士は、当社の2022年度

年次財務報告書及び2023年度中間財務報告書について無限定監査報告書を発行し、連結財務諸表が当社の財政状態及び業

績を客観的に、真実かつ公正に表示している旨確認した。

 

説明責任及び監査

 

財務報告

 

取締役は、当該年度の当社財務諸表の情報及び説明を作成する責任を有している。取締役は、当社の財務諸表が香港上

場規則、会社規則並びに国際会計基準及び規約に従い作成されたものと考えている。取締役は、適切な会計方針を適用

し、慎重かつ合理的は判断及び評価を行った。取締役は、適切な調査を行った上で、継続企業として存続する当社の能力

について重大な疑問を提起しうる重大で不確定な事由又は状況を認識していない。
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財務諸表に対する取締役の責任に関する当社監査人の意見は、本書末尾の独立監査人報告書に記載されている。

 

リスク管理及び内部統制

 

取締役会は、当社の業務が法律に準拠し、その資産が保護され、その業務に使用されかつ公表された財務情報が正確か

つ信頼できることを保証するため、財務統制、運営統制及びコンプライアンス統制を含め、当社グループのリスク管理及

び内部統制の有効性を定期的に検討する。

 

香港証券取引所のコーポレート・ガバナンス規則に従い、当社は、メカニズム及び手続に係るシステム、組織及び機関

に係るシステム並びに監督及び統制システムを含む包括的な一連のリスク管理及び内部統制システムを構築し、標準化さ

れたリスク管理システム並びに内部統制及び運営システムの最適化を行った。

 

「中央計画、責任分担、優先順位及び総合的実施」の指針に基づき、当社は、職務を明確に分割して、取締役会、監

査・リスク管理委員会並びにその他関連する部門及び支店を含むリスク管理及び内部統制システムを構築した。

 

取締役会の監査・リスク管理委員会は、当社の財務報告手続、内部統制及びリスク管理を監督するために設置された。

監査・リスク管理委員会は、当社から、リスク管理及び管理・統制への取り組みに関する年次評価、内部統制システムの

整備及び運用状況並びに内部監査に関する年次報告を受け、当社に対する指導及び監督を行う。

 

報告年度中、当社は、リスク管理能力を向上させるために、リスク管理と内部統制及び内部監査の相乗効果に重点を置

き、内部統制の欠陥を発見及び是正し、内部統制プロセスの見直しにより潜在的なリスクを把握した。また、当社は、自

らの業務の監査を行った上で、効果的な方法で内部統制を最適化しまたリスクを排除することにより、リスク管理を改善

した。

 

取締役会及び監査・リスク管理委員会の権限に基づき、当社の監査部門は、当社の業務が法律を遵守していることを保

証し、リスクを防止し、また当社の管理を強化するために、包括性、重要性、支配力、適合性及び費用対効果の観点から

内部統制の体制及び業務の有効性について自己評価を行った。更に、当社は、当社の健全な業務を確保するために、リス

ク防止メカニズム及び内部統制システムを改善及び改良した。

 

内部統制評価の対象となる主な業務及び事項は、内部統制の５つの要素に係る業務上及び管理上の全ての事項である。

安全管理、品質管理、資金管理、調達管理、販売管理、生産管理、物流管理、在庫管理、契約管理及びその他の業務を含

むリスクの高い分野に主な重点を置いてきた。

 

報告期間中、当社は、評価に含まれた全ての業務及び事項について内部統制システムを構築し、システムは効果的に実

施され、当社の内部統制の目的を満たした。当社の内部統制には、重大な不備はなかった。このように、当社の内部統制

の目的を満たすために合理的な保証が提供された。
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毎年のリスク評価基盤並びに特定のリスク管理及び統制の改善により、当社のリスク管理業務は、業務、資力及び促進

の枠組みを伴う革新的なアプローチ並びに業績に係るリスクの統合を図り、リスク管理メカニズム及びシステムの強化を

図り、また、主要リスクの管理及び統制の向上を図るために、「統合、革新及び促進」の原則に重点が置かれてきた。当

社は、リスク管理を通じて漸進的かつ加速的な発展を確保するために、リスク管理及び統制の有効性を常に向上させつつ

リスク統制及び管理を実施することに大きな重点を置いた。報告期間中、当社のリスクに関する重要事象はなかった。

 

当社の内部監査は、主に、社外監査人とのコミュニケーション及び連携に重点を置いている。内部監査は、問題及びリ

スクに留意しつつ、当社の内部統制及び全体的なリスク管理にも統合されており、内部監査の「探知警告機」及び「免疫

システム」としての機能を向上させた。監査においては、「３つの重要な問題及び１つの大きな金額を伴う事項（「三重

一大」）」の意思決定手続、会計情報の質並びに在任期間中の経営に関する説明責任に関連する経営上及び財務上のリス

クの防止が優先事項とされ、監査で特定された問題点の改善が促進されるとともに、内部統制の継続的な最適化が推進さ

れた。

 

会社秘書役

 

殷耀亮氏（2023年８月28日付で辞任）、廖顯志氏（2023年８月28日付で選任）は当社の共同会社秘書役を務めており、

当社は、卓佳専業商務有限公司の袁頴欣氏も、当社の外部共同会社秘書役として選任している。当社の主な社内連絡担当

者は、廖顯志氏である。

袁頴欣氏は、当年度中に関連する専門的なトレーニングを15時間以上受けることにより、香港上場規則第3.29条を遵守

している。

 

その他の株主

 

当社は、そのステークホルダーの法的利益を尊重し、保護している。株主、従業員、地域社会及びその他当事者の利益

も保護されている。当社は、経済活動において持続的かつ健全な成長を維持することを目指しながら、環境保護及び慈善

事業にも配慮している。

 

コーポレート・ガバナンスの強化

 

取締役会は、そのコーポレート・ガバナンスを強化する目的で、規制要件の変更及び進展に基づき改善するため、現在

の業務を継続的に見直す。当社は、株主に対して、当社の透明性を強化及び改善するための助言及び勧告を行うよう奨励

する。

 

定款

 

報告期間中、当社は定款の改正を行った。改正の詳細については、2023年５月29日付株主宛回覧書に記載されている。

 

当社定款の最新版は、当社及び香港証券取引所のウェブサイトでも閲覧可能である。
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監査人及び監査人の報酬

 

監査・リスク管理委員会は、監査人及びその他仲介機関の任命及び交代並びにそれらの報酬に関し取締役会に対し提案

を行う責任を有している。

 

プライスウォーターハウスクーパース・エルエルピー（以下「PwC」という）は、2023年６月20日に開催された当社の

年次株主総会（以下「2022年度総会」という）の終結時に当社の監査人を退任した。2022年度総会におけるPwCの退任

後、アーンスト・アンド・ヤングが当社の新たな監査人に選任された。

 

当社は、報告年度中、アーンスト・アンド・ヤング及びアーンスト・アンド・ヤング華明・エルエルピーを、それぞれ

当社の2023年度国際監査人及び2023年度国内監査人に選任し、両社は2023年度の年次株主総会の終結時まで、中間報告書

のレビュー及び年次報告書の監査を行った。株主総会の許可を得て、取締役会は、主任監査人の合算報酬額を7.473百万人

民元（税込み）とすることを定めた。

 

監査・リスク管理委員会は、2023年度におけるアーンスト・アンド・ヤング及びアーンスト・アンド・ヤング華明・エ

ルエルピーの専門資格及び監査業務を検討し、評価した。

 

株主とのコミュニケーション／投資家向け広報（IR）

 

当社は、投資家との関係の積極的な管理を通じて投資家とのコミュニケーションを強化している。投資家は、当社の業

績及び業務について速やかに報告を受け、投資アナリストとの会議の開催、報道会議及びノンディールロードショーへの

出席、当社への訪問及びリバースロードショーへの出席にも招待される。これらの手配を通じて、株主、投資家及び一般

の人々は、当社の業務について紹介を受け、質問を行う機会を得ている。一方で、当社は、香港証券取引所の規制要件に

従い、持株比率の変更について報告書を毎月提出している。また、超短期コマーシャル・ペーパーの発行により、当社

は、中国金融市場機関投資家協会の規制要件に従い、期間中、四半期報告書を定期的に開示する。

 

株主は、その権利の範囲内で、当社の情報を問い合わせることができる。当社のＨ株式登録機関は、香港中央證券登記

有限公司である。その住所及び連絡先は、以下のとおりである。

連絡先：  Shops 1712-1716, 17th Floor, Hopewell Centre,

183 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong Kong

電話番号： (+852) 2862 8628

 

当社は、主に当社及び香港証券取引所のウェブサイト上での公告、発表及び案内状の掲載、株主に対する中間報告書、

年次報告書及び案内状の送付、並びに決算説明会、投資家調査、定期的な郵便物及び電話での問い合わせを通じて、当社

グループに関する情報を株主及び投資家に提供するとともに、株主からの質問に回答している。当社は、株主とのコミュ

ニケーション及び対話を確保すべく、香港上場規則に従って株主総会を開催している。

 

取締役会は、毎年IR方針の見直しを行い、同方針の実効性並びに株主及び投資家の正当な利益の適切な保護を確保する

ために必要と判断する変更を加えている。取締役会は、当社のIR方針の実施状況及び実効性の見直しを行った。多様なコ

ミュニケーション・チャネルの実施状況を考慮した結果、取締役会は、2023年度において、効果的なIR方針が適切に実施

されたと考えている。
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(2) 【役員の状況】

（2024年６月28日現在）

男性12名　女性１名　（役員のうち女性の比率８％）

役職名 氏名 生年月日 略歴
任期

満了日

所有

株式数

（株）

執行取

締役会

長兼社

長

楊青

(Yang Qing)
1966年7月14日

楊氏は、工学学士号を取得している上級エンジ

ニアである。同氏は現在、当社の執行取締役社

長を務めている。同氏は、1988年から、東風汽

車集團有限公司の第二蒸気ピストン軸受工場に

勤務した。同氏は、東風汽車集團有限公司のピ

ストン軸受工場の検品部副班長及び副主任エン

ジニア、党委員会委員長、支部書記、スチー

ル・パイプ・リング部当直官、東風汽車ピスト

ン・ベアリング有限公司の副総経理、東風汽車

緊固件有限公司の総経理、東風車橋有限公司の

総経理、東風徳納車橋有限公司の常務副総経

理、東風汽車有限公司及び東風商用車公司の副

総経理、東風汽車股份有限公司の総経理、東風

商用車公司の総経理、東風汽車集団股份有限公

司の副社長、東風商用車公司の総経理、東風汽

車集団股份有限公司の社長を務めた。

（注） 0

執行取

締役

周治平

Zhou Zhiping
1971年1月1日

周氏は1971年生まれであり、研究員級の上級エ

ンジニアである。同氏は、北京理工大学管理経

済学院で管理科学と工学の博士号を取得してい

る。同氏は、1992年8月以降、中国兵器装備集

団公司の発展計画部モーター・ファン事業部副

部長、発展計画部長兼長期計画部長、発展計画

部副主任、資本運営部巡視員兼副主任、資本運

営部主任、南方資産取締役副社長、総経理、中

国兵器装備集団公司の従業員取締役、資本運営

部主任、重慶長安汽車股份有限公司の取締役、

党委員会書記、労働組合主席、中国長安汽車集

団有限公司の取締役社長、党委員会書記、総

裁、中国兵器装備集団有限公司の従業員取締

役、総法律顧問、監査及びリスク管理部主任、

中国第一汽車集団有限公司の党委員会常委副総

経理、紅旗ブランド運営委員会執行副総裁を歴

任した。

2027年6

月20日
0

執行取

締役副

社長

尤崢

(You Zheng)
1968年4月8日

尤氏は現在、当社の執行取締役副社長を務めて

いる。同氏は、1990年に吉林工学院で工学学士

号（金属材料及び溶接）を取得して卒業した。

同氏は、2010年から2012まで、在職中に、吉林

大学経営学院の経営修士号（上級管理職向け経

営学専攻）を取得した。同氏は、1990年以降、

自動車車体工場に勤務し、第一汽車セダン・カ

ンパニーの製造技術部長及び一汽大衆集団公司

の第二工場長を務めた。同氏は、2009年4月か

ら2015年7月まで、第一汽車の企画部の副部長

を務め、2015年7月から2018年5月まで、第一汽

車集団有限公司の製品企画事業部の部長及び第

一汽車集団公司の総経理補佐を務めた。同氏

は、2019年11月29日以降、当社の執行取締役副

社長を務めている。

（注） 0
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役職名 氏名 生年月日 略歴
任期

満了日

所有

株式数

（株）

独立非

執行取

締役

宗慶生

(Zong Qingsheng)
1959年11月17日

宗氏は現在、当社の独立非執行取締役を務めて

おり、上級国際ビジネス・エンジニアの資格を

有する。同氏は、1982年1月に中国語及び中国

文学の学士号を取得して南京大学を卒業し、さ

らに2006年8月から2007年10月までHECパリ経営

大学院で経営管理学を学び、修士号を取得し

た。同氏は、1982年2月から1992年5月まで中華

人民共和国対外経済連絡部の幹部、主任科員及

び副所長、対外経済貿易部の人事局及び人事教

育司を歴任し、1992年5月から1995年7月まで中

華人民共和国対外経済合作部人事教育労働司の

機構編成所長及び労務給料所長を歴任し、1995

年8月から1999年3月まで中国五金鉱産進出口総

公司の社長室長を務め、1999年3月から2002年3

月まで五鉱投資発展有限責任公司の総経理、

2002年3月から2019年11月まで中国五鉱集団公

司（中国五鉱集団有限公司に社名変更され

た。）の投資運用部総経理、総経理補佐、人力

資源部長を歴任し、2016年11月から2020年1月

まで中国五鉱集団公司の取締役会書記を務め

た。宗氏は、2020年10月から2024年3月まで中

国国新控股有限公司の外部取締役を務めてお

り、2020年9月から当社の独立非執行取締役を

務めている。

（注） 0

独立非

執行取

締役

梁偉立

(Leung Wai Lap,

Philip)

1959年11月6日

梁氏は現在、当社の独立非執行取締役を務めて

いる。同氏は香港会計公認士協会の会員であ

る。同氏は、1982年、香港理工大学を卒業し、

同年Ernst & Youngに入社し、1994年にパート

ナーに就任し、2020年6月に退職した。1994年

から2019年まで、同氏はErnst & Youngで、中

華圏市場のマネージング・パートナー及び中国

東部地方のマネージング・パートナーなど、さ

まざまな管理職を務めた。同氏は現在、ディン

ドン（ケイマン）リミテッド、浙江網商銀行股

份有限公司、上海化学工業区工業気体有限公司

及び中国国際貿易中心股份有限公司の独立非執

行取締役を務めている。同氏は、企業再建及び

新規株式公開（IPO）の分野で幅広い経験を有

する。

（注） 0
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役職名 氏名 生年月日 略歴
任期

満了日

所有

株式数

（株）

独立非

執行取

締役

胡裔光

(Hu Yiguang)
1971年8月16日

胡氏は現在、当社の独立非執行取締役を務めて

いる。1997年6月、同氏は中国人民大学法学院

を修了し、修士号（民法）を取得した。立方法

律事務所北京事務所でシニア・パートナー兼マ

ネージング・パートナーを務める。同氏は、国

家鉄路局、中華人民共和国人力資源社会保障

部、中華人民共和国鉄道部（旧称）、中国民生

銀行股份有限公司、中国光大銀行股份有限公

司、中国商業對外貿易総公司及びその他の政府

部門並びに国営大企業の顧問弁護士を務め、日

常的又は臨時の法的サービスを提供した。胡氏

は、中国三峡新能源（集団）股份有限公司の独

立取締役及び中鋼集団有限公司及び通用技術集

團昆明機床股份有限公司の独立取締役も務めて

いる。

（注） 0

監督役

会長

何偉

(He Wei)
1963年9月20日

何氏は、現在、当社の監督役会長である。何氏

は、1982年に入社した。2002年から2004年ま

で、同氏は、在職中に、華中科技大学管理学院

経営学部で学び、上級管理職向け経営学修士号

を取得した。同氏は、その後、第二汽車制造廠

の青年団委員会委員及び副党書記、第二汽車制

造廠の秘書室秘書役、党委員会事務局の代理レ

ベルの秘書役及び部局レベルの秘書役、東風汽

車集團有限公司の青年団委員会の責任者、副書

記及び書記、東風汽車緊固件有限公司の党委員

会及び紀律委員会書記、東風汽車緊固件有限公

司の総経理、並びに東風汽車の部品事業部の副

総経理、党委員会副書記、紀律委員会書記、労

働組合の組合長、党委員会書記、副総経理、紀

律委員会書記及び部品事業部門労働組合の組合

長、東風汽車集團有限公司の事務局（党委員会

事務局）主任（党委員）、東風汽車の軍事製品

事業プラットフォーム管理者、並びに東風汽車

の人事部の部長（幹部）であった。

（注） 100,000
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役職名 氏名 生年月日 略歴
任期

満了日

所有

株式数

（株）

従業員

監督役

靳軍

(Jin Jun)
1967年10月2日

靳氏は現在、当社の従業員監督役を務めてい

る。同氏は、西安交通大学において、機械製

造、技術設備及び自動化の工学士号を取得し

た。その後、武漢理工大学の自動車工程学院の

実習を経て工学修士号を取得した。同氏は上級

エンジニアである。1988年から2002年、同氏は

新疆汽車廠修理工室の設備技術員、東特公司の

開発責任者室副主任、設計科副科長及び科長、

経理、烏魯木齊東風特殊汽車公司の経理を務め

た。2002年から2018年、同氏は東風新疆汽車有

限公司の党委員会副書記、規律検査委員会書

記、労働組合長及び総経理を務めた。2018年か

ら2019年、同氏は東風商用車新疆有限公司の新

疆工場長を務めた。2019年から2021年4月、当

社の人事（幹部）部副総経理、人力資源部副総

経理及び党委員会工作部副部長（工作担当）を

務めた。2021年4月以降、同氏は当社の党委員

会工作部長及び企業文化部長を務めている。

（注） 60,000

監督役
鮑洪湘

(Bao Hongxiang)
1959年12月23日

鮑氏は現在、当社の監督役を務めている。同氏

は、経済学士号を取得して遼寧大学（東北財経

学院）インフラ経済学部を卒業し、その後経営

学修士号を取得して香港公開大学を修了した。

1984年から1994年、鮑氏は、財政部人事教育司

成人教育課の事務職員、班員、班長及び副課長

を務めた。1994年から1999年、同氏は、財政部

社会保障司包括的システム課の副課長及び強制

退職課の課長及び室長を務めた。1999年から

2000年、同氏は、国務院弁公庁の特別検査官補

佐を務めた。2000年から2018年、同氏は、数々

の主要な国営大企業の監督役会の常時監督役を

務めた。2018年から2020年1月まで、同氏は審

計署統一戦線監査局の局長を務めた。

（注） 0

副社長
馮長軍

(Feng Changjun)
1978年5月17日

専門的な上級会計士である馮氏は現在、当社副

社長を務めている。2001年から2007年まで、馮

氏は中国南方工業集団の財務監査部予算室副室

長及び財務部予算室副室長を務めた。2007年1

月から2010年3月、同氏は、済南軽騎摩托車有

限公司の副財務責任者、取締役及び副総経理を

務めた。2010年3月から2016年2月、同氏は、中

国南方工業集団の財務部副部長及び副総経理を

務めた。2016年2月から2020年6月、同氏は、長

安汽車ファイナンス有限公司の取締役、総経理

及び会長を務めた。同氏は、2020年8月から当

社の副社長を務めている。

なし 0
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役職名 氏名 生年月日 略歴
任期

満了日

所有

株式数

（株）

取締役

会秘書

役

李軍

（Li Jun）
1969年9月20日

李氏は上級エコノミストであり、現在、当社の

取締役会秘書役を務めている。同氏は、2003年

11月から2009年3月まで東風汽車有限公司の乗

用車公司の管理部副部長及び人事総務部部長を

務め、2009年3月から2014年2月まで東風汽車有

限公司の東風日産乗用車公司の総経理室長、経

営管理部副部長兼総経理室長を務め、2014年2

月から2018年10月まで深圳市東風南方実業集団

有限公司の総経理を務めた。同氏は、2018年10

月から2020年8月、神龍汽車有限公司の執行副

社長兼党委員会副書記及び執行副社長兼党委員

会書記を務め、2020年8月から、当社（党委員

会理事会）の事務局副局長を務めた。同氏は、

当社の取締役会秘書役を務めている。

なし 0

共同会

社秘書

役

廖顯志

(Liao Xianzhi)
1973年9月2日

廖氏は現在、当社の共同会社秘書役、授権代表

者、証券事務代理人兼電子提出システム被授権

者を務めている。同氏は、1997年に当社グルー

プに入社し、会計・財務管理、運営管理及び経

営管理の職に従事している。同氏は、当社グ

ループの日々の運営及び財務管理において26年

以上の経験を有する。

なし 0

共同会

社秘書

役

袁頴欣

(Yuen Wing Yan,

Winnie)

1970年9月26日

袁女史は、2019年12月31日以降当社の共同会社

秘書役に任命され、当社グループの会社秘書業

務の責任者である。袁女史は、現在、卓佳専業

商務有限公司（以下「卓佳専業」という。）の

取締役である。卓佳専業は、統合ビジネス、企

業及び投資家業務を全世界で専門的に提供して

いる。同女史は、企業業務について25年以上の

経験を有し、香港の上場企業並びに多国籍企

業、非公開会社及びオフショア会社に専門的な

企業業務を提供している。同女史は、嶺南書院

（現嶺南大学）を卒業した。同女史は、特許秘

書であり、香港公司治理公会（HKCGI）（旧

称：香港特許秘書公会（HKICS）及びthe

Institute of Chartered Secretaries in the

United Kingdomのフェローである。同女史は香

港特許秘書公会発行の執業者認定証を有する。

なし 0

株式数

合計
   160,000

（注）当社取締役会における役員の改選又は指名が完了していないため、当社定款に基づき、継続してその職務を執行してい

る。
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取締役及び監督役の当社株式資本における利益

 

2023年12月31日現在、当社の取締役、監督役及び主要な執行役員並びにそれぞれの関連当事者は、当社又はその関連企業（証

券先物法に定義される）の株式又は債券に関する利益、すなわち、(a)証券先物法第XV章第７部及び第８部に基づき当社及び香

港証券取引所に通知することが要求される利益（証券先物法の関連規定に基づき有しているとみなされ又は扱われる利益及び

ショートポジションを含む）、(b)証券先物法第352条に規定される登録簿に登録することが要求される利益、又は(c)香港証券

取引所への証券の上場に関する「上場発行会社の取締役による証券取引のモデル規定」に基づき当社及び香港証券取引所に通

知することが要求される利益を、以下のとおり有している。

(注)

*　当社の株式及び原株のロングポジション

*　以下の記載は流通性による区分を表している。

¹　ロングポジション

 

氏名又は名称 ポジション 株式の種類 株式所有資格
売買又は保有

株式数（株)*

当該種類における

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％)

総株式資本に

対する所有株式

資本の割合（％）

何偉 監督役会長 当社H株式 実質所有者 100,000
1 0.00 0.00

靳軍 従業員監督役 当社H株式 実質所有者 60,000
1 0.00 0.00

 

独立非執行取締役の独立性の確認

 

当社は、2023年の全ての独立非執行取締役、すなわち、宗慶生氏、梁偉立氏及び胡裔光氏から、年一回の独立性を確認する

書面を受領した。当社は、かかる者が独立していると考えている。

 

取締役及び監督役のサービス契約

 

直近の年次株主総会において再任予定の取締役又は監督役のいずれも、当社との間にサービス契約を締結していない。当社

は、当社が法定報酬を除く報酬を支払わなければ１年以内にかかるサービス契約を決定することができない。

 

取締役及び監督役の契約における利害

 

サービス契約を除き、当社のいかなる取締役又は監督役も、2023年12月31日に終了した年度中、当社又はその子会社及び共

同支配会社が締結した重要な契約において直接又は間接の重大な利害関係を有していない。

 

取締役及び監督役の報酬

 

当社の取締役及び監督役の報酬の詳細は、下記「第６　経理の状況」中の「財務書類注記８」に記載されている。
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(3) 【監査の状況】

① 監査役および監査役会の状況

上記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要―監督役及び監督役会」を参照されたい。

 

② 内部統制制度の状況

上記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要―リスク管理及び内部統制」を参照されたい。

 

③ 監査人の状況

a. 監査人の名称

アーンスト・アンド・ヤング及びアーンスト・アンド・ヤング華明・エルエルピー

 

b. 継続監査期間

2023年度以降

 

その他の監査人の状況については、上記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要―監査人及び監査人の報酬」を参照さ

れたい。

 

④ 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬

(万人民元

(百万円))

非監査業務に

基づく報酬

(万人民元

(百万円))

監査証明業務に

基づく報酬

(万人民元

(百万円))

非監査業務に

基づく報酬

(万人民元

(百万円))

提出会社 (注１) (注１) (注１) (注１)

連結子会社 （注１） （注１） （注１） （注１）

計 1,235（243.1） 705（153.4）

 

(注１)　外国監査公認会計士等に対する報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬、及び提出

会社に係る報酬と連結子会社に係る報酬を区分していないため、非開示としている。

なお、一部の連結子会社の監査人は、提出会社の監査人と異なる。

 

⑤ その他重要な報酬の内容

上記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要　監査人及び監査人の報酬」を参照されたい。

 

⑥ 外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

上記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要　監査人及び監査人の報酬」を参照されたい。

 

⑦ 監査報酬の決定方針

上記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要　監査人及び監査人の報酬」を参照されたい。
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(4) 【役員の報酬等】

 

該当なし。なお、取締役及び監督役の報酬については、上記「(2)役員の状況　取締役及び監督役の報酬」を参照された

い。

 

(5) 【株式の保有状況】

 

該当なし。
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第６ 【経理の状況】
 

東風汽車集団股份有限公司の財務書類の原文（英文）は、国際財務報告基準及び香港会社法の開示要件に準拠して作成さ

れ、香港証券取引所に提出されている。

 

財務書類は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」

という）第131条第１項の適用を受けている。

 

香港証券取引所に提出された当社の2023年12月31日及び2022年12月31日に終了した事業年度の財務書類は、香港公認会計士

協会によって公表された監査基準に準拠して、外国監査法人等であるアーンスト・アンド・ヤング香港の監査を受け、別紙の

とおり、監査報告書を受領した。以下に掲げる財務書類は、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」（昭和32年大蔵省令

第12号）第１条の２の規定により金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく日本の公認会計士または監査法人による監

査は受けていない。

 

本書記載の財務書類の作成において当社が採用した企業会計基準、会計慣行及び表示方法と、日本において一般に公正妥当

と認められるそれらとの間の主な相違点に関しては「４．国際財務報告基準と日本における会計原則及び会計慣行の主な相

違」に説明されている。

 

このような日本語版の作成にあたり、重要な金額のみを日本円に換算しており、その換算レートは2024年5月17日現在の中国

人民銀行公表の中間値１人民元＝21.76円である。重要な金額についての日本円への換算は、「財務諸表等規則」第134条の規

定に基づいてなされている。

 

なお、上記の円換算額ならびに２、３及び４の記述事項は、香港証券取引所に提出された財務書類には含まれていない。

 

EDINET提出書類

東風汽車集団股イ分有限公司(E05974)

有価証券報告書

100/323



1【財務書類】

連結損益計算書

 

注記（原文104頁から226頁）は、当連結財務情報の重要な一部である。
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連結包括利益計算書

 

注記（原文104頁から226頁）は、当連結財務情報の重要な一部である。
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連結財政状態計算書
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注記（原文104頁から226頁）は、当連結財務情報の重要な一部である。

 

　取締役　　　　　　　　　　　　　　取締役
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連結株主持分変動計算書

 

注記（原文104頁から226頁）は、当連結財務情報の重要な一部である。
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注記（原文104頁から226頁）は、当連結財務情報の重要な一部である。
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連結キャッシュ・フロー計算書

 

注記（原文104頁から226頁）は、当連結財務情報の重要な一部である。
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注記（原文104頁から226頁）は、当連結財務情報の重要な一部である。
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財務書類注記

 

1． 一般情報

東風汽車集団股份有限公司（以下「当社」という）は中華人民共和国（以下「中国」という）にて設立された有限責任株式

会社である。当社の登記上の本社所在地は、中国湖北省武漢市武漢経済開発区東風大路特１号である。

当社及びその子会社（以下集約して「当社グループ」という）は、当期において主に、自動車、エンジン及びその他自動車

部品の製造及び販売、ならびに金融サービスの提供に従事していた。

当社取締役の意見によれば、当社の持株会社及び最終的な持株会社は、中国において設立された国有企業である東風汽車公

司（以下「DMC」という）である。

 

 

2.1 作成基準

当社グループの連結財務書類は、該当する全ての国際財務報告基準（以下「IFRS」という）、及び香港会社条例第622 章の

要件にしたがって作成されている。当該連結財務書類は、公正価値で測定されている特定の金融資産及び負債を除き、取得原

価主義により作成されている。当該財務書類は、人民元（以下「RMB」という）で表示されており、別段の記載のある場合を除

き、百万人民元にて四捨五入表示されている。

IFRSに準拠した財務書類の作成には、特定の重要な会計上の見積りを要する。また、当社グループの会計方針適用には、経

営陣が重要な判断を行う必要がある。高度な判断や複雑性を伴う分野、あるいは当該連結財務書類に対して想定や見積りが重

要である分野は、注記3で開示されている。

 

連結基準

連結財務書類には、2023年12月31日に終了した年度の当社及び子会社の財務書類が含まれている。子会社は、当社が直接的

または間接的に支配している企業（ストラクチャード・エンティティを含む）である。当社グループが、投資先への関与に

よって投資先からの変動リターンにさらされ又は権利を有している場合、及び、投資先へのパワー（すなわち、投資先の関連

する活動を指示する現在の能力を当社グループに与える既存の権利）を通じてこれらのリターンに影響を及ぼす能力を有して

いる場合、支配が獲得されている。

一般的に、議決権の過半数が支配につながるという推測がある。当社が投資先の議決権または同様の権利の過半数を持って

いない時、当社グループは、投資先に対するパワーを有しているかを評価するにあたり、以下を含むあらゆる関連要因と状況

を考慮する。

(a) 投資先のその他の議決権保有者との契約の約定

(b) その他の契約の約定から生じる権利

(c) 当社グループの議決権及び潜在的な議決権

子会社の財務書類は、整合的な会計方針を用いて、当社と同じ報告期間について作成される。子会社の業績は、当社グルー

プが支配を獲得した日から連結され、当該支配が消滅する日まで継続して連結される。

損益及びその他包括利益の各構成要素は、非支配持分がマイナス残高となる場合であっても、当社グループの親会社の株主

に帰属する。すべての当社グループ会社間の資産、負債、資本、収益、費用、及びグループ会社間取引に係るキャッシュ・フ

ローは、連結において完全に消去されている。

事実及び状況が、上述の支配の3つの要素のうち、1つ以上に変更が生じている兆候を示す場合、当社グループは投資先を支

配しているか否か、再評価する。支配の喪失を伴わない子会社の持分の変動は、資本取引として会計処理される。

当社グループが、子会社の支配を喪失する場合、関連する資産（のれんを含む）、負債、非支配持分及び為替変動準備金の

認識を中止し、あらゆる保有投資の公正価値及びその結果として生じる利益または損失を損益計上する。従前その他包括利益

に認識された当社グループ持分の構成要素は、当社グループが関連する資産あるいは負債を直接処分した場合に必要となるの

と同様の基準で、純損益あるいは留保利益に、適宜組み替えられる。
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2.2 会計方針及び開示の変更

当社グループは、IFRSsの下記新基準及び改訂を当期財務書類に初度適用している。

  

IFRS第17号 保険契約

IAS第1号及びIFRS実務記述書第2号の改訂 会計方針の開示

IAS第8号の改訂 会計上の見積りの定義

IAS第12号の改訂 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金

IAS第12号の改訂 国際的な税制改革－第2の柱モデルルール

 

当社グループに適用される当該新規及び改訂IFRSsの性質及び影響は、以下に記載されている。

 

（a） IAS第1号の改訂は、重要な会計方針というよりはむしろ重要性のある会計方針の情報を開示することを企業に要求

する。会計方針情報は、企業の財務書類に含まれる他の情報と合わせて考えた場合に、一般目的財務書類の主要な

利用者が当該財務書類に基づいて行う意思決定に影響を与えると合理的に想定される場合には、重要性がある。

IFRS実務記述書第2号「重要性の判断実施」の改訂は、開会方針の開示に対する重要性の概念をどのように適用する

かについて強制力のない助言を提供する。当社グループは、重要性のある会計方針情報を当該財務書類注記2.3に開

示している。当改訂は、当社グループの財務書類のいかなる項目の測定、認識または開示にも重要な影響を与えな

かった。

 

（b） IAS第8号の改訂は、会計上の見積りの変更と会計方針の変更との差異を明確にしている。会計上の見積りは、測定

上の不確実性が伴う財務書類の合計金額として定義される。本改訂はまた、企業が会計上の見積りを改善する測定

技法とインプットをいかに利用するかを明らかにする。当社グループのアプローチと方針は本改訂に沿っており、

本改訂は当社グループの財務書類に影響を与えなかった。

 

（c） IAS第12号の改訂「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金」は、IAS第12号における初度認識の除外の

範囲を縮小し、リースや廃棄債務のように同額の将来加算一時差異及び将来減算一時差異が生じる取引にはもはや

適用されない。したがって、企業は、これらの取引から生じる一時差異について、繰延税金資産（十分な課税所得

が利用可能な場合）及び繰延税金負債を認識することが要求される。

当社グループのアプローチと方針は本改訂に沿っており、また、関連する繰延税金残高はIAS第12号における相殺の

条件を満たしたため、本改訂は当社グループの連結財政状態計算書において開示された繰延税金残高に全体として

影響を与えなかった。

 

（d） IAS第12号の改訂「国際税制改革 - 第2の柱モデルルール」は、経済協力開発機構が発行する第2の柱モデルルール

の導入から生じる繰延税金の認識及び開示の強制一時免除を導入する。本改訂はまた、財務諸表利用者が第2の柱法

人所得税に対する企業のエクスポージャーをより良く理解するのを助けるために、影響を受ける企業に開示要請を

導入するがそれは以下を含む。(i) 第2の柱に関する税制が施行されている期間における第2の柱法人所得税に関連

する当期法人税の別個の開示。(ii) 法律が制定されまたは実質的に制定されているが施行されていない期間におけ

る第2の柱法人所得税への企業のエクスポージャーの知られたあるいは合理的に見積り可能な情報の開示。

当社グループを構成する企業は、第2の柱法人所得税法が制定されていないまたは実質的に制定されていない地域で

事業を行っているので、当社グループは当期において一時免除を適用していない。当社グループは、第2の柱法人所

得税法が制定されるか実質的に制定される時までに、第2の柱法人所得税への企業のエクスポージャーに関連する、

知られたあるいは合理的に見積り可能な情報を連結財務書類で開示し、施行時に第2の柱法人所得税に関連する当期

税金費用または収益を別個に開示するであろう。
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当社グループは、発行済だが未だ有効ではない以下の改訂IFRSsを本財務書類には適用していない。当社グループは、有効

になった時に適用可能ならこれらの改訂IFRSsを適用するつもりである。

 

IFRS第10号及びIAS第28号の改訂
投資者とその関連会社又は合弁会社との間の資産の売却又は拠出

3

IFRS第16号の改訂
売却及びリースバックにおけるリース債務

1

IAS第1号の改訂
負債の流動又は非流動への分類（「2020年改訂」）

1

IAS第1号の改訂
財務制限条項付の非流動負債（「2022年改訂」）

1

IAS第7号及びIFRS第7号の改訂
サプライヤー・ファイナンス契約

1

IAS第21号の改訂
交換可能性の欠如

2

 

1  2024年1月1日以後開始年度より有効。

2  2025年1月1日以後開始年度より有効。

3  強制適用日未定だが適用可能。

 

当社グループへの適用が予想されるIFRSsにかかるさらなる情報は、以下に記述されている。

IFRS第10号及びIAS第28号の改訂は、投資者とその関連会社又は合弁会社との間の資産の売却又は拠出の取り扱いにおける

IFRS第10号とIAS第28号の要件の不整合を解決する。当該改訂は、資産の売却又は拠出が事業を構成する時、川下の取引に起

因する損益を完全に認識することを要求する。事業を構成しない資産を含む取引については、当該関連会社又は合弁会社に

対する無関係の投資者の持分の範囲のみにおいて、取引に起因する損益は投資者の損益に計上される。本改訂は事前適用可

能である。IFRS第10号及びIAS第28号改訂の従前の強制適用日は、削除された。しかしながら、本改訂は目下適用可能であ

る。

IFRS第16号の改訂は、売手-借手が、それが有する使用権に関連する損益の額を認識しないことを確実にするため、セー

ル・アンド・リースバック取引から生じるリース債務の測定に当たり、売手-借手が使用する要件を特定する。当該改訂は

2024年1月1日以降開始年度より有効であり、IFRS第16号の初度適用日（すなわち2019年1月1日）以降に締結したセール・ア

ンド・リースバック取引に遡及適用される。早期適用も認められる。当該改訂は当社グループの財務書類に重要な影響を与

えるとは予想されていない。

「2020年改訂」は、負債を流動又は非流動に分類するための要件を明らかにしており、それは、決済を先延ばしする権利

及び報告日末日において決済を先延ばしする権利が存在することを含む。負債の分類は、企業が決済を先延ばしする権利を

行使する可能性に影響されない。当該改訂はまた、転換可能負債における転換権が資本性金融商品として分類され、負債の

条件がその資本性金融商品で決済される可能性のあるものであっても、分類に影響を与えないことを明確にする。「2022年

改訂」はさらに借入契約から生じる負債の財務制限条項内で、報告日ないしそれ以前において企業が準拠しなければならな

いものだけが流動又は非流動への分類に影響を与えることを明確にする。追加の開示が、報告期間後12ヶ月以内における将

来の財務制限条項に企業が準拠しなければならない非流動負債について、求められる。本改訂は容認される早期適用ととも

に遡及適用される。「2020年改訂」を早期適用する企業は、「2022年改訂」を同時適用する必要があり、逆も同様である。

予備評価に基づけば、当該改訂は当社グループの財務書類に重要な影響を与えるとは予想されていない。

IAS第7号及びIFRS第7号の改訂は、サプライヤー・ファイナンス契約の性質を明確にし、そのような契約の追加開示を要求

する。改訂における開示要求は、財務書類の利用者が、企業の負債、キャッシュ・フロー及び倒産リスクへのエクスポー

ジャーに対するサプライヤー・ファイナンス契約の影響を理解するのを助けることを企図している。早期適用も認められ

る。本改訂は、比較情報、年次報告期間の開始時点における定性的情報及び中間開示に関する一定の暫定措置を提供する。

当該改訂は当社グループの財務書類に重要な影響を与えるとは予想されていない。
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IAS第21号の改訂は、企業が、通貨が他の通貨に交換可能かどうかをどのように評価するか、また、交換可能性が欠如して

いる測定時にスポットレートをどのように見積もるか、を明示する。当該改訂は、財務書類の利用者が、交換可能性のない

通貨の影響を理解できるような情報の開示を要求する。早期適用は認められる。本改訂の適用時に、企業が比較情報を修正

再表示することはできない。本改訂の初度適用の累積的影響は、利益剰余金の開始残高、又は、適切な場合、初度適用日の

資本の別の要素において累積された換算差額の累計額に対する調整として認識される。当該改訂は当社グループの財務書類

に重要な影響を与えるとは予想されていない。

 

2.3 重要な会計方針

関連会社及び合弁会社に対する投資

関連会社とは、当社グループが長期にわたり、投資先の議決権を通常20％以上保有し、重要な影響力を有している関係にあ

る会社である。当社グループが投資先の議決権を20％未満しか保有していないにもかかわらず、投資先に対して重要な影響力

を有していると明らかに示すことができる場合、当社グループは被投資企業を関連会社として会計処理する。重要な影響力と

は、被投資企業の財務及び経営方針の決定に関与するパワーであり、それらの方針に対する支配又は共同支配ではない。

合弁会社とはジョイント・アレンジメントの一種であり、当該契約を共同支配する当事者が合弁会社の純資産に対する権利

を有する。共同支配とは、経済活動に対する契約上合意された支配の共有をいい、その活動に関連する決定に際して、支配を

共有する当事者の一致した合意を必要とする場合にのみ存在する。

当社グループの関連会社及び合弁会社に対する投資は、持分法による当社グループの純資産持分割合相当額から減損損失を

控除した後の金額で連結財政状態計算書に表示されている。会計方針が異なる場合には、整合性を確保するために、調整され

る。

関連会社と合弁会社に関して、取得後期間の業績のうち当社グループ持分相当額は連結損益計算書に、その他包括利益のう

ち当社グループ持分割合相当額は連結包括利益計算書に、それぞれ計上される。さらに、関連会社あるいは合弁会社の持分に

直接認識される変動があった場合、当社グループは連結株主持分変動計算書に当社グループの持分相当の変動額を計上する。

当社グループと関連会社の間、あるいは合弁会社の間の取引から生じる未実現利益及び損失は、当該取引が譲渡資産の減損の

証拠となる場合を除いて、当該関連会社または合弁会社に対する当社グループの持分の範囲でのみ、消去される。関連会社及

び合弁会社の取得により生じたのれんは、関連会社あるいは合弁会社に対する当社グループの投資の一部として含まれる。

関連会社に対する投資が合弁会社の投資になった場合、またはその逆も同じく、保持された持分は再測定されない。代わり

に、当該投資は、引き続き持分法として会計処理される。それ以外の場合、関連会社に対する重要な影響力または合弁会社に

対する共同支配を失った時点で、当社グループは留保された投資を公正価値で測定・認識する。重要な影響力または共同支配

喪失後の関連会社または合弁会社の帳簿価額と、留保された投資の公正価値に当該投資売却収入を加えた額との差額は損益に

て認識される。

関連会社及び合弁会社の業績は、受取配当金及び未収配当金の範囲で当社の損益計算書に含まれる。関連会社及び合弁会社

に対する投資は、非流動資産として扱われ、減損損失控除後の取得原価で計上される。

関連会社及び合弁会社に対する投資が、売却目的保有と分類される場合、IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び廃

止事業」に基づいて会計処理される。

 

企業結合とのれん

企業結合は、取得法を用いて会計処理される。移転された対価とは、取得日における、当社グループが譲渡した資産の公正

価値、被取得企業の前所有者から承継した負債額、被取得会社の支配への対価として当社グループが発行した持分証券の合計

額である。各企業結合において当社グループは、被取得企業の非支配持分を、公正価値または、被支配会社の識別可能純資産

の持分割合相当額のいずれかで測定することを選択する。非支配持分のその他すべての構成要素は、公正価値で測定される。

取得関連費用は発生時に費用計上される。
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当社グループは、獲得した一連の活動及び資産が、アウトプットを創出する能力に対してともに重要な貢献をするインプッ

ト及び実質的なプロセスを含む時、企業結合を行ったと決定する。

当社グループが企業を取得する際、契約条項、経済状況、関連条件に従い、取得日時点において適切な分類、名称を用いて

承継される金融資産及び負債を評価する。被取得会社の主契約に含まれる組込デリバティブの分離も含む。

企業結合が段階的に達成される場合、取得企業側が、それ以前に保有していた被取得企業の持分は、取得日における公正価

値で再測定され、利益や損失が生じる場合には損益にて認識される。

取得会社が譲渡する偶発対価は、取得日における公正価値で認識される。金融商品であり、IFRS第9号の範囲内でもある資産

または負債と看做される偶発対価は、その変動が損益で認識される公正価値で測定される。偶発対価がIFRS第9号適用範囲外で

ある場合は、適切なIFRSに従い測定される。偶発対価が資本に区分される場合は、再測定されない。その後の決済は資本内部

で会計処理される。

のれんは、移転された対価、非支配持分として認識される金額、当社グループが以前保有していた被取得企業の資本持分の

合計額が、取得された識別可能資産の純額と承継される負債を超過する部分を原価として当初測定される。当該対価と他の項

目の合計額が、取得される子会社の純資産公正価値より低い場合、差額は、評価後、バーゲン・パーチェス益として純損益を

通じて認識される。

当初認識後、のれんは原価から累積減損損失を控除した額で測定される。毎年一度、あるいは帳簿価額に関して減損の兆候

を示す出来事や環境の変化がおきた場合は、それ以上の頻度にて、のれんは減損テストされる。減損テストの目的上、企業結

合により取得されたのれんは、取得日より、当社グループのその他の資産、あるいは負債が、当該単位、あるいは単位グルー

プユニット群に配分されるか否かに関わらず、結合により相乗効果を得ると期待される当社グループの現金生成単位もしくは

現金生成単位グループに配分される。

減損は、のれんが関係する現金生成単位（現金生成単位グループ）の回収し得る金額を評価することにより査定される。現

金生成単位（現金生成単位グループ）の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合は、減損損失が認識される。認識されたのれん

の減損損失は、翌期以降には戻入れされない。

のれんが現金生成単位（あるいは現金生成単位グループ）に配分され、また当該単位事業の一部分が除却される場合、除却

事業に関連するのれんは、事業除却損益を測定する際に、事業の帳簿価額に含まれる。かかる状況において、当該現金生産単

位に保持される事業に対する、除却事業の相対的価値に基づいて、除却事業に関連するのれんが測定される。

 

共通支配下の企業結合

連結財務諸表には、あたかも結合事業が支配主体の支配下に置かれた最初の日から結合されているかのように、共通支配下

の結合が発生する結合事業の財務諸表項目が組み込まれる。

結合事業の純資産は、支配主体の観点から既存の帳簿価額を用いて連結される。共通支配下の結合時点で、のれんまたは

バーゲン・パーチェス益に関して認識される金額はない。

連結損益計算書は、もっとも早い開示日またはより短期間となる結合事業が最初に共通支配下に置かれた日のいずれかから

の結合事業の業績を含む。

連結財務諸表の比較金額は、前報告期間の期首または最初に共通支配下に置かれたか時のいずれか短い時点であたかも事業

が統合されたかのように表示される。
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公正価値測定

当社グループは、各報告期間末日において、その資本投資及び特定の金融資産を公正価値で測定する。公正価値は、測定日

時点の市場参加者の間での通常取引における資産販売の受け取りまたは負債移転の支払い対価である。公正価値測定は、資産

販売または負債移転の取引が、資産若しくは負債の主要市場、または、主要市場の存在しない場所のうち、資産または負債に

関してもっとも有利な市場において行われるという想定にもとづく。主要なまたはもっとも有利な市場は、当社グループに

よってアクセス可能でなければならない。資産または負債の公正価値は、市場参加者は経済利益優先の行動をするという前提

で、市場参加者が資産又は負債の値付けをする時に用いる仮定を使って測定される。

非金融資産の公正価値測定は、もっとも価値が高くかつ最善の用途への当該資産の使用、または、もっとも価値が高くかつ

最善の用途に当該資産を使うであろう別の市場参加者への売却による市場参加者の経済利益創出能力を考慮する。

当社グループは、関連する観察可能なインプットの利用を最大化し、また、観察不能なインプットの利用を最小化しなが

ら、公正価値測定のために十分なデータが利用可能である状況で適切な評価技法を使う。

財務書類において公正価値が測定または開示されるすべての資産及び負債は、公正価値測定に全体として重要なもっとも低

いレベルのインプットにもとづき、以下の公正価値レベルに分類される。

レベル1：同一の資産又は負債に関する活発な市場における（未調整の）取引相場価格にもとづく。

レベル2：公正価値測定に対する重要なもっとも低いレベルのインプットが直接または間接に観察可能な評価技法にもとづ

く。

レベル3：公正価値測定に対する重要なもっとも低いレベルのインプットが観察不能な評価技法にもとづく。

反復して財務書類に認識される資産及び負債について、当社グループは、各報告期間末日時点の（全体として公正価値測定

に重要なもっとも低いレベルのインプットにもとづく）区分を再評価することにより、階層におけるレベル間で移動か生じた

かどうかを決定する。

 

非金融資産の減損

減損の兆候が存在する場合、または、資産（棚卸資産、契約資産、繰延税金資産、金融資産及び非流動資産以外）の年次減

損テストが必要とされる場合、当該資産の回収可能額が見積もられる。資産の回収可能額は、当該資産又は現金生成単位の使

用価値と除却コスト控除後の公正価値のいずれか高い額であり、個別の資産について決定されるが、当該資産が他の資産また

は資産グループから大半は独立したキャッシュ・イン・フローを生み出さない場合は、回収可能額は資産が属する現金生成単

位について決定される。

現金生成単位について減損テストする際、全社資産（たとえば、本社ビル）の簿価の一部は、合理的かつ継続的に配賦でき

るなら、個別の現金生成単位に配賦されるが、そうでなければ、最小の現金生成単位グループに配賦される。

減損損失は、資産の簿価が回収可能額を超える場合のみ、認識される。使用価値の評価に際し、見積り将来キャッシュ・フ

ローは、金銭の時間価値の現在の市場評価及び当該資産に特有のリスクを反映した税引前割引率を使って現在価値に割り引か

れる。減損損失は、それが生じた期間の損益計算書において、減損資産の機能と整合した費用分類にて費用計上される。

各報告期末において、以前に認識した減損損失がもはや存在しないか、あるいは減少しているか、評価がなされる。もしそ

のような兆候があれば、回収可能価額が見積られる。のれん以外の資産について以前認識された減損損失は、当該資産の回収

可能価額を決定するために使われた見積りに変更が生じた場合のみ戻入れられるが、過年度において当該資産について認識さ

れた減損損失がなかったとした場合の帳簿価額（減価償却費・償却費用控除後）を超えてはならない。このような減損損失の

戻入は、それが生じた期間における損益計算書に貸方記入される。
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関連当事者

以下の場合、当社グループの関連当事者とみなされる。

 

（a）　個人またはその個人の家族の近親者であり、その個人について下記のいずれかに該当する場合

（ⅰ）当社グループに対する支配または共同支配を有している

（ⅱ）当社グループに対して重要な影響力を有している

（ⅲ）当社グループまたは当社グループの親会社の経営幹部の一員である

あるいは

（b）　企業であり、下記のいずれかに該当する場合

（ⅰ）当該企業と当社グループが、同一のグループの一員である

（ⅱ）一方の企業が他方の企業の関連会社または合弁会社である（または、他方の企業の親会社、子会社または兄弟

会社である）

（ⅲ）双方の企業が同一の第三者の合弁会社である

（ⅳ）一方の企業が第三者企業の合弁会社であり、他方の企業が当該第三者の関連会社である

（ⅴ）当社グループまたは当社グループと関連がある企業の従業員給付のための退職後給付制度である

（ⅵ）当該企業が、（a）に示した個人により支配または共同支配されている

（ⅶ）上述（a）（i）に示した個人が当該企業に対する重要な影響力を有しているか、又は当該企業（もしくはその

親会社）の経営幹部の一員である

（ⅷ）当該企業、またはそれがグループの一員である場合の他の構成員が、当社グループまたは当社グループの親会

社に対して重要な経営陣の派遣サービスを提供している

 

建物、工場、設備及び減価償却

建設仮勘定以外の建物、工場及び設備は、取得原価から減価償却累計額及び減損額を控除した額で計上されている。建物、

工場及び設備が売却目的で保有する資産、あるいは処分グループの一部であるとき、減価償却は中止され、「売却目的で保有

する非流動資産及び処分グループ」に関する会計方針にて詳細に説明されるとおり、IFRS第5号に従って会計処理される。建

物、工場及び設備の取得原価は、その購入価格と、当該資産を意図した用途に供するための状態にし、当該場所に運ぶ直接費

用とにより構成されている。外貨による建物、工場及び設備購入の適格なキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる損益が資本

から振替えられる場合も取得原価に含まれる。

修繕維持費など建物、工場及び設備を事業に供用した後に発生する支出は通常、当該支出の発生した期の損益計算書に費用

として計上される。認識基準が満たされる場合、大規模な検査の支出は取替部分として、当該資産の帳簿価額に資産化され

る。建物、工場、設備の重要な部品が定期的に交換されることを要する場合、当社グループは当該部品を個別の資産として認

識し、当資産特定の耐用年数と減価償却を割り当てる。

建物、工場及び設備の各項目の費用の消去は、残存価額を考慮したうえで、以下の通り、定額法で減価償却費は計算され

る。

 

 見積耐用年数

建物 5年から40年

設備 3年から20年

 

建物、工場及び設備の項目の一部が異なる耐用年数を持つ場合には、当該品目の原価は合理的な基準により部品間で配分さ

れ、それぞれの部品は別個に減価償却が行われる。残存価額、耐用年数及び減価償却方法は、少なくとも各報告期間末日にお

いて見直され、適切な場合は修正がなされる。
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当初認識された重要な部分を含む建物、工場及び設備の項目は、処分時または将来の利用若しくは処分による経済便益が見

込めない時に、認識が中止される。当該資産が除却された、あるいは退役した年度の損益計算書において認識された除売却損

益は、関連資産の純売却価格と帳簿価格との差額である。

建設仮勘定は、建設中の建物、工場及び設備を表しており、取得原価から減損額を控除した金額で計上され、減価償却はさ

れない。取得原価は、建設の直接費用と建設期間中の関連借入金に係る資産化された借入費用で構成される。建設仮勘定は、

完成して使用可能になった時点で建物、工場及び設備の適切な科目に組み替えられる。

 

投資不資産

長期的な賃貸利回り若しくは資産価値の増加またはその両方のため保有される、当社グループ内の会社により占有されてい

ない不動産は、投資不動産に分類される。当社グループは、投資不動産の認識に原価モデルを適用する。投資不動産は、関連

する取引コストを含んだ原価で当初測定される。当初認識後、投資不動産は取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額

を控除して表示される。それ以降の支出は、将来その支出に関連する経済的便益が当社グループに流入し、その支出の原価が

信頼性を持って測定され得る場合のみ、資産の帳簿価額に付加される。その他のすべての修繕及び維持費用は、それらが発生

した会計年度の連結包括利益計算書において費用化される。

減価償却費は、以下の通り、それらの見積り耐用年数にわたり、0％の残存価額まで原価を割り当てる定額法を用いて計算さ

れる。

 

 見積耐用年数

建物 10年から40年

土地使用権 50年

 

資産の残存価額及び耐用年数は再調査され、各報告期間末で適宜調整される。

資産の帳簿価額は、その資産の帳簿価額が見積回収可能価額を上回る場合、直ちにその回収可能価額まで減額される。

 

無形資産（のれんを除く）

個別に取得された無形資産は、当初認識される時には、原価で測定される。企業結合において取得された無形資産の原価

は、取得日の公正価値である。無形資産の耐用年数は、確定であるか不確定であるかで判定される。確定した耐用年数をもつ

無形資産は、後にその経済的耐用年数にわたり償却され、無形資産が減損している兆候があれば減損が生じているか否か判定

される。確定した耐用年数をもつ無形資産の償却期間及び償却方法は、少なくとも毎会計期間末に見直しが行われる。

 

特許権及びライセンス

購入された特許権及びライセンスは、取得原価から減損額を差引いて計上され、5年ないし15年の見積耐用年数にわたり定

額法で償却される。

 

研究開発費

すべての研究費は発生時に損益計算書に費用計上される。

新製品の開発プロジェクトに対して発生した支出は、以下の場合に限り資産計上され繰り延べられる。

・　無形資産の完成が技術的に実行可能であり、完成によってその利用や売却が可能である

・　無形資産を完成させ、これを利用あるいは売却する意図がある

・　無形資産が将来の経済的便益を創出できる

・　無形資産を完成させるための資源が利用可能である

・　開発期間中、無形資産に関連する支出を信頼できる方法で測定できる
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これらの基準を満たさない製品開発支出は、発生時に費用化される。

繰延開発費用は減損損失控除の原価で計上され、当該製品が商業生産された時から、当該製品の経済的耐用年数にわたり

定額法を使って償却される。

開発費用の帳簿価額は、該当資産がまだ使用されていない場合は毎年、あるいは、当年度に減損が発生した兆候がある場

合は、より頻繁に減損の見直しが行われている。

 

顧客基盤

顧客基盤は、減損損失控除後の原価で計上され、17年の見積耐用年数にわたり定額法で償却される。

 

投資及びその他の金融資産

当初認識及び測定

金融資産は、当初認識時において、事後測定される償却原価、その他包括利益を通じた公正価値、及び損益を通じた公正

価値に分類される。

当初認識時の金融資産の分類は、当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローの性質及びそれらを管理する当社グループ

ビジネスモデルによる。重要な金融要素を含まない売掛金の例外または重要な金融要素の影響を調整しないという実務手法

を当社グループが適用する売掛金に関して、当社グループは金融資産を公正価値、及び損益を通じた公正価値で測定されな

い金融資産の場合にはそれに取引費用を加算した額、で当初測定する。重要な金融要素を含まない、または、当社グループ

が実務手法を適用する売掛金は、後述の「収益認識」に記載される方針にしたがい、IFRS第15号により決定される取引価格

で測定される。

金融資産が、償却原価またはその他包括利益を通じた公正価値で分類・測定されるためには、元本及び元本残高に対する

利息の支払のみ（以下「SPPI」という）であるキャッシュ・フローを生み出す必要がある。SPPIではないキャッシュ・フ

ローのある金融資産は、ビジネスモデルとは無関係に、損益を通じた公正価値で分類・測定される。

金融資産を管理する当社グループのビジネスモデルは、キャッシュ・フローを生じさせるためにいかに金融資産を管理す

るかに注意する。当該ビジネスモデルは、キャッシュ・フローが、契約上のキャッシュ・フローの集金、金融資産の売却、

またはその両者のいずれかによるものかを決定する。償却資産に分類・測定された金融資産は、契約上のキャッシュ・フ

ローの集金のために金融資産を保有する目的のビジネスモデルにおいて保有されるのに対して、その他包括利益を通じた公

正価値で分類・測定された金融資産は、契約上のキャッシュ・フローの集金及び売却の両方の目的のビジネスモデルにおい

て保有される。上述のビジネスモデルにおいて保有されない金融資産は、損益を通じた公正価値で分類・測定される。

市場における規則または慣習により一般に確立される期間において資産の納品が要求される金融資産の売買は、取引日す

なわち当社グループが当該資産を売買することを確約した日において認識される。

 

事後測定

金融資産の事後測定は、以下の分類による。

 

償却原価での金融資産（負債性金融商品）

償却原価での金融資産は、実効金利法を使って測定され、減損対象となる。当該資産が認識中止、修正または減損した

時、損益が損益計算書において認識される。
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その他包括利益を通じた公正価値（FVOCI）での金融資産（負債性金融商品）

その他包括利益を通じた公正価値での負債性金融商品について、受取利息、外貨再評価及び減損損失または戻入は、損益

計算書において認識され、償却原価で測定される金融資産と同じ方法で計算される。残りの公正価値変動は、その他包括利

益に計上される。認識中止時に、その他包括利益に計上された累積公正価値変動は損益計算書でリサイクルされる。

 

その他包括利益を通じた公正価値で指定された金融資産（資本性金融商品）

当初認識にあたり、当社グループは、資本投資がIAS第32号「金融商品：表示」における資本の定義に合致し、売却目的保

有ではない時、その資本投資を取消不能の形でその他包括利益を通じた公正価値に指定された資本投資として分類すること

を選択できる。分類は商品ごとに決定される。

これらの金融資産に係る損益は損益計算書でリサイクルされることはない。配当は、支払権利が確定した時、損益計算書

でその他の収益として認識されるが、当社グループが金融資産のコストの一部の回収としてそのような受取から便益を受け

る場合には、当該利益はその他包括利益に計上される。その他包括利益を通じた公正価値に指定された資本投資は、減損評

価の対象とならない。

 

損益を通じた公正価値による金融資産（FVPL）

損益を通じた公正価値による金融資産は、損益計算書に計上される公正価値の純変動とともに、公正価値で財政状態計算

書に計上される。

この区分は、その他包括利益を通じた公正価値に分類するために、当社グループが取消不能な形で選択しなかったデリバ

ティブを伴う金融資産及び資本投資を含む。資本投資に対する配当もまた、支払権利が確定した時、損益計算書のその他収

益として認識される。

混合契約における組込デリバティブは、金融負債または非金融の主契約とともに、主契約から分離され、以下の場合は、

別のデリバティブとして会計処理される。

・　その経済的性質及びリスクが主契約と緊密に関係していない。

・　組込デリバティブとして同様の条件である別個の金融商品がデリバティブの定義に合致する。

・　混合契約が、損益を通じた公正価値で測定されない。

組込デリバティブは損益計算書において認識された公正価値変動とともに、公正価値で測定される。本来要求される

キャッシュ・フローを大きく修正する契約条件の変更、または、損益区分を通じた公正価値での金融資産の再分類、のいず

れかがある場合のみ、再評価がなされる。

金融資産の主契約を含む混合契約における組込デリバティブは、別々に会計処理されない。金融資産の主契約は組込デリ

バティブとともに、全体として、損益を通じた公正価値での金融資産として分類されることが要求される。

 

金融資産の認識中止

金融資産（あるいは該当する場合は、金融資産の一部または類似の金融資産グループの一部）は、以下の時、主に認識が

中止される（すなわち、当社グループの連結財政状態計算書から除かれる）。

・　当該資産からのキャッシュ・フローを受け取る権利が失効した時、または、

・　当社グループが当該資産からのキャッシュ・フローを受け取る権利を移転したか、パススルー契約にもとづき、受け

取ったキャッシュ・フローを支払う義務を重大な遅滞なく完全に第三者に移転する義務を引き受けた時、及び、以下

のいずれかの時

(a) 当社グループが、当該資産のすべてのリスクと便益を実質的に移転した時、または

(b) 当社グループが、当該資産のすべてのリスクと便益を実質的に移転・保有せず、当該資産の支配を移転した時
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当社グループは、資産からのキャッシュ・フローを受け取る権利を移転し、または、パススルー契約を締結した時、その

場合に限り、当該資産の所有に伴うリスクと便益を持つかどうか評価を行う。資産の所有に伴う実質的にすべてのリスクと

便益を移転・保持せず、または、資産の支配を移転していない時、当社グループは、当社グループの継続的関与がある限

り、移転資産を認識し続ける。移転資産と関連負債は、当社グループが保持する権利と義務を反映するように測定される。

移転資産に対する保証の形をとる継続的関与は、当該資産の当初簿価と、当社グループが返済を要求されうる対価の最大

額のいずれか低い額で測定される。

 

金融資産の減損

当社グループは、損益を通じた公正価値で保有されないすべての負債性金融商品について、予想信用損失（以下「ECLs」と

いう）引当金を認識する。ECLsは、契約上の支払期日を迎えた契約上のキャッシュ・フローと、当社グループが受け取ると期

待するすべてのキャッシュ・フローを当初の実効金利で割り引いた近似値との相違に基づいている。予想キャッシュ・フロー

は、契約条件に不可分の保有担保またはその他の信用補完の売却によるキャッシュ・フローを含む。

 

一般的アプロ―チ

ECLsは2段階で認識される。当初認識時以降、信用リスクの重大な増加がない信用エクスポージャーについては、ECLsは今後

12ヶ月以内に起こり得るデフォルト事象から生じる信用損失（12ヶ月 ECL）について引き当てられる。当初認識時以降、信用

リスクの重大な増加がある信用エクスポージャーについては、デフォルトの時期にかかわらず、エクスポージャーの残存期間

にわたり予想される信用損失（全期間ECL）にかかる損失引当が求められる。

各報告日において、当社グループは、金融商品に対する信用リスクが当初認識時以降大きく増加したかどうか評価する。評

価時に、当社グループは、報告日時点で金融商品に対して生じているデフォルトリスクを、当初認識日時点で金融商品に対し

て生じているデフォルトリスクと比較し、歴史的及び将来的な情報を含み、過度の費用や手間をかけずに利用できる、合理的

かつ補完的情報を考慮する。

当社グループは、契約上の支払期限を90日過ぎた時に、金融資産のデフォルトを考慮する。しかしながら一定の場合、内外

の情報が、当社グループが保有する信用補完を考慮に入れる前の約定残高を全額回収できそうにないことを示す時、当社グ

ループは、またしても金融資産がデフォルトすることを考慮するするかもしれない。

当社グループは、将来を考慮して予想信用損失を評価し、適用される減損方法は、信用リスクの重大な増加があるかどうか

による。

金融資産は、契約上のキャッシュ・フローが回収されるという合理的な期待がなければ、貸倒償却される。

その他包括利益を通じた公正価値での負債性金融商品及び償却原価での金融資産は、一般的アプローチ下で減損対象とな

り、後述の簡易アプローチを適用する売掛金及び契約資産を除き、ECLsの測定に関する以下のステージに分類される。

 

ステージ1　－　当初認識時以降、信用リスクの重大な増加がなく、12ヶ月 ECLsに等しい額で損失引当金が測定される金

融商品

ステージ2　－　当初認識時以降、信用リスクの重大な増加があるが、信用毀損がなく、全期間ECLs に等しい額で損失引

当金が測定される金融商品

ステージ3　－　報告日時点で信用毀損しており（ただし、購入したものや当初より信用毀損したものではない）、全期間

ECLs に等しい額で損失引当金が測定される金融商品

 

EDINET提出書類

東風汽車集団股イ分有限公司(E05974)

有価証券報告書

119/323



簡易アプロ―チ

重大な金融要素を含まない売掛金及び契約資産について、または、当社グループが重大な金融要素の影響を調整しないとい

う実務手法を適用する時、当社グループは、ECLsの計算において簡易アプローチを適用する。簡易アプローチにおいて、当社

グループは信用リスクの変化を追跡しないが、代わりに各報告日において全期間ECLsにもとづく損失引当金を認識する。当社

グループは、債務者に特有の将来要因と経済環境を調整した実際の信用損失履歴にもとづく引当マトリックスを確立してい

る。

 

金融負債

当初認識と測定

金融負債は、当初認識時に、損益を通じた公正価値での金融負債、借入金、未払金、または適切な場合は、有効ヘッジの

ヘッジ手段に指定されたデリバティブに分類される。

すべての金融負債は当初公正価値で認識され、借入金及び未払金の場合は直接取引コスト控除後の純額で認識される。

当社グループの金融負債は、借入金、買掛金及びその他未払金を含む。

 

事後測定

金融負債の事後測定は、以下の分類による。

 

償却原価での金融負債（買掛金、その他未払金及び借入金）

当初認識後、買掛金、その他未払金及び有利子借入金は、実効金利法を使って償却原価で事後測定されるが、割引効果が重

要でない場合は原価で表示される。実効金利による償却プロセスを通じたものと同様に、負債の認識が中止される時、損益が

損益計算書に計上される。

償却原価は、取得時の割引または割増、及び実効金利の不可分の一部である報酬やコストを勘定に入れて計算される。実効

金利償却費用は、損益計算書の金融費用に含まれる。

 

金融保証契約

当社グループが発行する金融保証契約は、負債性金融商品の条件により期限を迎える時、特定の債務者が支払不能となって

いるので、債権者に生じる損失を立替払いすること要求する契約である。金融保証契約は、当初、保証の発効に直接貢献する

取引コスト控除後の公正価値による負債として認識される。当初認識の後で、当社グループは当該金融保証契約を、(i)「金融

資産の減損」で記述した方針にしたがって決定されたECL引当金と、(ii) 当初認識額から、もしあれば収益認識累積額を控除

した額、のいずれか高い額で測定する。

 

金融負債の認識中止

契約中に債務が免責され、解除され、または失効したときに、金融負債の認識が中止される。

既存の金融負債が、同一の貸手から大幅に異なる条件の他の金融負債と差し替えられた場合、または既存の金融負債の条件

が大幅に修正された場合、当該変更または修正は、当初の金融負債の認識の中止として処理され、新規の金融負債が認識され

る。それぞれの帳簿価額の差額は、損益計算書において認識される。

 

金融商品の相殺

認識された金額を相殺する法的強制力のある権利を有しており、かつ、純額で決済するか資産の回収と債務の決済を同時に

実行する意図を有している場合に限り、金融資産と金融負債は相殺され、純額が財政状態計算書に計上される。
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借入費用

適格資産の取得、構築または製造に直接貢献する一般的かつ特定の借入費用は、意図した使用または販売のための資産を完

成・準備するのに要求される期間中、資本化される。適格資産は、意図した使用または販売のために大半の準備期間が必然的

にかかる資産である。

適格資産の支出を留保した特定の借入の一時的な投資から得られた投資収益は、資本化に適格な借入費用から控除される。

その他の借入費用は、発生した期に費用化される。

 

自己株式

当社または当社グループに再取得及び保有される自身の資本性金融商品は、原価で資本に直接計上される。当社グループ自

身の資本性金融商品の購入、販売、発行または取消による損益は損益計算書に計上されない。

 

棚卸資産

棚卸資産は、低価法及び正味実現可能価額で表示されている。

各製品を現在の所在・状態にするために発生した原価は、以下の通り、直接原材料費、直接労務費及び製造間接費の適切な

配賦額で構成されており、以下のように処理されている。

 

原材料 加重平均法による取得原価

完成品及び仕掛品 借入コストを除く、直接原材料費及び労務費と、通常生産能力を基礎として適切

に配賦された製造間接費

 

正味実現可能価額は、見積販売価格から、完成のために必要と見積られるコスト及び売却のために必要と見積られるコスト

を控除した価額にもとづいている。

 

売掛金及びその他の未収入金

売掛金は、通常の営業過程での販売商品または提供役務にかかる顧客からの未収入金である。それらは通常12ヶ月以内に決

済されるため、すべて流動区分に分類されている。

売掛金は、重要な金融要素を含む場合は公正価値で計上されるが、そうでなければ、無条件の対価の額で当初計上される。

当社グループは、契約上のキャッシュ・フロー獲得の目的で売掛金を保有するため、実効金利を使った償却原価でそれらを事

後測定する。

 

現金及び現金同等物

連結キャッシュ・フロー計算書において、現金及び現金同等物とは、手許現金、要求払預金、及び短期かつ流動性が高く確

定額にて現金化可能な投資で、満期が通常3か月以内であり、かつ価値変動リスクの低いものから、要求に応じて払い戻し可能

な当座借越残高を控除した金額で構成され、当社グループのキャッシュマネジメントにおいて不可欠な部分である。

財政状態計算書において、現金及び現金同等物は、手許現金及び預金（定期預金を含む）、使途制限のない現金に類似する

性質を持つ資産で構成されている。
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引当金

引当金は、債務の金額につき信頼できる見積りが可能であり、過去の事由の結果として現在の債務（法的または推定的債

務）が発生し、かつ将来経済的便益を有する資源の流出で当該債務が決済される可能性が高い場合に認識される。

当社グループが引当金の一部ないし全部の回収を期待する時、当該回収額は別個の資産として認識されるが、それは回収が

事実上確実な時だけである。引当金に関連する費用は、回収額控除後の純額で損益計算書に表示される。

割引の影響が重要な場合、引当金について認識される金額は、当該債務を決済するために必要であると予想される将来支出

の報告期間末日における現在価値となる。時の経過から生じる割引現在価値の増加額は、損益計算書の「財務費用」に含まれ

る。

 

収益認識

顧客との契約から生じる収益

顧客との契約から生じる収益は、財又はサービスへの支配が顧客に移転したときに、財又はサービスと引き換えに権利を獲

得することが期待される対価を反映する額で認識される。

契約上の対価が変動額を含む時、対価の額は、当社グループが財又はサービスの顧客への移転と引き換えに獲得する額で見

積もられる。変動対価は、契約開始時に見積もられ、変動対価に伴う不確実性が事後的に解決される時、認識された累積収益

の額の重大な戻入が生じない可能性が高くなるまで縛られる。

契約が、1年超の期間にわたる財又はサービスの顧客への移転から得られる重大な経済便益を顧客に提供する金融要素を含む

時、収益は、契約開始時点で当社グループと顧客との間でなされた別個の金融取引に反映される割引率を使って割り引いた未

収入額の現在価値で測定される。契約が、1年超の重大な経済便益を当社グループに提供する金融要素を含む時、契約下で認識

された収益は、実効金利法による契約負債と一体となった支払利息を含む。顧客による支払と約束した財又はサービスの移転

との間の期間が1年以内である契約については、取引価格は、IFRS第15号の実務手法を使って、重大な金融要素の影響に関して

調整されない。

 

(a) 製品の販売

当社グループは、さまざまな乗用・商用車並びに、エンジン、客室、アクセル、鉄骨フレーム及びギアボックスを含む関連

主要パーツや部品を製造し市場で販売する。顧客との契約内容によって、売上は、製品の支配が移転した時すなわちリスクと

便益が移転した時、顧客が製品販売のための流通網及び価格に対する完全な裁量権を有しており、顧客の当該製品の受け入れ

に影響し得る未履行義務がない時に認識される。

車両はしばしば、数量リベート付で販売される。リベートは顧客による支払額と相殺される。予想される将来のリベートに

かかる変動対価を見積るため、1台の販売契約には最も発生可能性が高い金額による方法が用いられ、複数台の販売契約には期

待価値法が用いられる。変動対価の額をもっとも適切に予測する選択された方法は、主として契約に含まれる台数により選ば

れる。変動対価の見積りを規定する条件が適用され、予想される将来のリベートの返金負債が認識される。

 

(b) 役務の提供

役務提供による売上は、役務が提供された会計期間において認識される。

 

返金負債

返金負債は、顧客から受け取った（あるいは受け取る予定の）対価の一部ないし全部を返金する義務について認識され、当

社グループが最終的に顧客に返金しなければならないと予想する額で測定される。当社グループは各報告期間の末日時点の返

金負債（及びそれに伴う取引価格の変動）の見積りを更新する。
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受取利息

受取利息は、金融商品の見積り期間または適切な場合はより短い期間にわたる見積将来現金受取額を、金融資産の純簿価ま

で正確に割り引くレートを適用した実効金利法を使って、見積り計上される。

 

レンタル収益

レンタル収益は、リース期間にわたり時間配賦基準で認識される。指標やレートによらない変動リース料の支払は、発生し

た会計期間に収益として認識される。

 

配当収益

配当収益は、株主の支払受領の権利が確定した時、配当に関連する経済便益が当社グループに流入しそうな時、及び配当額

が信頼性をもって測定できる時に認識される。

 

リース

当社グループは、開始日において、契約がリースであるかまたはリースを含むのかを評価する。契約が、対価と引き換え

に、識別された資産の使用を支配する権利を一時期に譲渡する場合、当該契約はリースであるかまたはリースを含む。

 

当社グループが借手の場合

短期リース及び少額資産のリースを除くすべてのリースについて、当社グループは単一の認識・測定アプローチを適用す

る。当社グループは、リース料を支払うべきリース債務及び原資産の権利を表示する使用権資産を認識する。

 

(a) 使用権資産

使用権資産は、リース開始日（すなわち原資産が利用可能となる日）に認識される。使用権資産は、原価から減価償却累計

額及び減損損失累計額を控除した額で測定され、リース負債の再測定があれば調整される。使用権資産の原価は、リース債務

の認識額、生じた当初直接原価、開始日以前におけるリース料の支払から、リース・インセンティブの受取を控除した額を含

む。使用権資産は、資産の見積り耐用年数とリース期間のいずれか短い期間にわたり、定額法で償却される。

リース資産の所有権がリース期間末日までに当社グループに移転するか、原価が購入オプションの行使を反映する場合、当

該資産の見積り耐用年数を使って償却費が計算される。

 

(b) リース負債

リース負債は、リース開始日において、リース期間にわたり支払われるリース料の現在価値で認識される。リース料の支払

は、未収リース・インセンティブ控除後の固定支払額（実質的な固定支払を含む）、指標や利率に依拠する変動リース支払

額、及び、残価保証により支払うことが予想される額を含む。リース支払額は、当社グループにより行使されることがかなり

確実な購入オプションの行使価格、及び、もしリース条件が当社グループによるリースの解約オプションの行使を反映するな

らば、リース解約にかかるペナルティの支払いも含む。指標や利率に依拠しない変動リース支払額は、支払いの引き金となる

事象や条件が生じた期において費用として認識される。

暗黙のリース利子率はすぐには決定できないので、リース支払額の現在価値の計算において、当社グループはリース開始日

の追加借入利子率を使う。開始日以後は、リース負債の額は、利子の増加を反映して増加し、リース支払により減少する。さ

らに、リース負債の簿価は、リース条項の修正、変更、リース支払額の変動（たとえば、指標や利率の変動による将来のリー

ス支払額の変動）、または、原資産を購入するオプションの評価の変更があれば、再測定される。
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(c) 短期リース及び少額リース資産

当社グループは、短期リース（すなわち、開始日から12ヶ月以内の期間のリースで、購入オプションを持たない）について

認識除外を適用する。また、少額とみなされる事務機器やノートパソコンなどのリースについても少額リース資産の認識除外

を適用する。

短期リース及び少額リース資産に関連する支払は、リース期間にわたり定額法で費用として計上される。

 

当社グループが貸手の場合

当社グループが貸手として行動する時、当社グループはリース開始時（あるいはリース修正がある時）に、リースをファイ

ナンスまたはオペレーティング・リースのいずれかに分類する。

当社グループが資産の所有に伴うリスクと便益の大半を借手に移転しないリースは、オペレーティング・リースに分類され

る。契約がリースと非リース要素を含む時、当社グループは、関連する単独販売価格にもとづいて、契約における対価を各要

素に配分する。レンタル収益はリース期間にわたり定額法で会計処理され、その性質により損益計算書の収益に含まれる。オ

ペレーティング・リースの交渉や契約に際して発生した当初直接原価は、リース資産の簿価に加算され、レンタル収益と同じ

方法でリース期間にわたり認識される。偶発的な貸付は、発生する期間において収益として認識される。

原資産の所有に伴うリスクと便益の大半を借手に移転するリースは、ファイナンス・リースとして会計処理される。

 

法人税費用

法人税費用は、当期税金と繰延税金から構成される。損益計算書に含まれない項目に関連する法人税費用は、損益計算書上

ではなく、その他包括利益あるいは直接資本にて認識される。

当期及び前期以前の当期税金資産及び当期税金負債は、税金費用の予想回収額または税務当局に対する未納付額で測定され

ている。この際の税率（及び税法）は、当社グループが営業する国々における一般的な解釈や慣行を考慮した上で、報告期間

末日時点で既に定められているか、または実質的に定められている率である。

繰延税金は負債法により、報告期間末日における、税務上の資産及び負債金額と財務報告上の帳簿価格との全ての一時差異

について計上される。

以下を除いて、全ての将来加算一時差異について繰延税金負債が認識されている。

・　企業結合以外の取引におけるのれん、資産または負債の当初認識から生じた繰延税金負債であり、当該取引時点では会

計上の利益にも、課税所得または欠損金にも影響せず、相当する額の将来加算一時差異及び将来減算一時差異を生じな

い時

・　子会社、関連会社及び合弁会社への投資に関連する将来加算一時差異に関して、一時差異の解消の時期を管理すること

ができ、予見可能な将来に一時差異が解消しない可能性が高い時

全ての将来減算一時差異並びに未使用の税額控除及び欠損金の繰越額について、それらを利用できるだけの課税所得が生

じる可能性が高いと考えられる範囲で、以下の場合を除いて、繰延税金資産が認識されている。

・　企業結合ではない取引における資産または負債の当初認識から生じた将来減算一時差異に関する繰延税金資産が、当

該取引の時点で会計上の利益にも課税所得または欠損金にも影響せず、相当する額の将来加算一時差異及び将来減算

一時差異を生じない時

・　子会社、関連会社及び合弁会社への投資に関連する将来減算一時差異に関して、予見できる将来に一時差異が解消し

て、一時差異を使える課税所得が利用できる可能性が高いと考えられる範囲においてのみ、繰延税金資産が認識され

る場合
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繰延税金資産の帳簿価額は、各報告期間末日に検討され、十分な課税所得によって全部ないし一部の繰延税金資産を利用

できる可能性が低くなった場合には、当該範囲内で帳簿価額を減額させる。未認識の繰延税金資産は、各報告期間末日に再

評価され、十分な課税所得によって全部ないし一部の繰延税金資産が利用可能となった場合には、当該範囲内でこれを認識

し計上する。

期末日までに施行されている、または実質的に施行されている税率（及び税法）を前提に、資産が実現する、または負債

が決済される期に適用されると予想される税率を使用して、繰延税金資産及び繰延税金負債が測定される。

当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有し、同一の税務当局によって同じ納税企業体に対し

て課された繰延税金の場合、繰延税金資産及び繰延税金負債は相殺される。

 

政府補助金

政府補助金は、全ての条件を満たし、かつ補助金を受け取ることができるという適切な確証を得た場合に、公正価値で認識

される。当該補助金が費用項目に関連する場合には、体系的方法により、充当する費用に補助金を対応させるよう、必要な期

間に渡って収益認識される。補助金が資産に関連する場合には、その公正価値は繰延収益勘定に貸方計上され、当該資産の見

積耐用年数に渡って規則的に純損益に認識される、または当該資産の簿価から減額され、減価償却費の減額を経て純損益に認

識される。

 

従業員給付

（i） 退職給付

中国の該当する地方政府及び省政府が管理している様々な確定拠出年金制度並びにDMCが管理している補足的年金制度への

当社グループの拠出は、発生時に費用計上している。当該確定拠出年金制度及び補足的年金制度の詳細は、以下の注記6

（a）に記載している。

 

（ii） 医療給付

中国の地方政府及び省政府が管理している様々な確定拠出医療給付制度並びにDMCが管理している補足的医療給付への当社

グループの拠出は、発生時に費用計上している。当該確定拠出医療給付及び補足的医療給付の詳細は、以下の注記6（b）に

記載している。

 

（iii） 住宅補助金

従業員の現在の勤務に対する住宅補助金は発生時に損益計算書上で認識している。住宅補助金制度に関する詳細は、以下

の注記6（c）に記載している。

 

（iv） 解雇及び早期退職給付

解雇及び早期退職給付は、従業員の雇用が通常の退職日前に終了した場合または従業員が当該給付と交換に自主退職を受

け入れた場合に支払われる。当社グループは、撤回不能な詳細な正式計画に従って現在の従業員の雇用を終了するか、また

は自主退職促進のために行なわれる申し出の結果として雇用終了給付を提供するという約束が明示された場合、解雇及び早

期退職給付を認識する。当該解雇及び早期退職給付制度の詳細は、以下の注記6（d）に記載している。
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配当

株主総会で承認されるまでの期間、取締役会によって提案された最終の配当金は、財政状態計算書、資本の部の利益剰余金

の独立項目として計上されている。この配当金は、株主総会において承認、宣言された後は負債として計上される。

 

外貨換算

（i） 機能通貨及び表示通貨

当社グループの各事業体の財務書類に含まれる項目は、当該事業体が営業活動を行う主たる経済環境における通貨（以

下、「機能通貨」という）を使用して測定される。当該連結財務書類は、当社の機能通貨であり、当社グループの表示通貨

である人民元（「RMB」）で記載されている。

 

（ii） 取引及び残高

外貨建取引は、取引日の、または再測定される場合は評価日の換算レートにより、機能通貨へ換算替えされている。適格

キャッシュ・フロー・ヘッジ及び適格純投資ヘッジとして、その他包括利益で繰延べられる場合を除いて、上述の取引の決

済及び、期末における換算レートでの外貨建貨幣性資産、負債の換算替えによる外貨換算差損益は、損益計算書で認識され

る。

損益を通じて公正価値で測定される株式のような、非貨幣性金融資産及び負債の換算差額は、評価差額の一部として、損

益計算書で認識される。売却可能に分類された証券のような非貨幣性金融資産は、その他包括利益に含まれる。

 

（iii） グループ会社

表示通貨と異なる機能通貨を持つ全てのグループ会社（いずれも超インフレ経済の通貨を持っていない）の業績及び財政

状態は、下記の通り表示通貨に換算される。

・　お各貸借対照表に表示されている資産及び負債は、貸借対照表日の終値レートで換算される。

・　各損益計算書の収益及び費用は、平均為替レートで換算される（ただし当該平均為替レートが、取引日現在の為替

レートによる累積的影響の合理的な近似値でない場合は、当該収益及び費用は取引日のレートで換算される）。

・　このように計算された結果生じる換算差額は全額、その他包括利益で認識される。

在外事業体の買収により生じた、のれん及び公正価値調整は、当該在外事業体の資産及び負債として処理され、決算日

レートで換算される。発生する為替換算の差額は、その他包括利益で認識される。

 

 

3． 重要な会計上の判断及び見積り

経営陣は当社グループの財務書類を作成する際に、報告日における収益、費用、資産、負債の計上額、及び添付の開示、な

らびに偶発債務の開示に影響を及ぼす判断、見積り、及び想定を行う必要がある。これらの想定及び見積りに伴う不確実性に

より、将来影響が及ぶ資産または負債の帳簿価格に対し大幅な調整を行う必要性が生じる可能性がある。

翌事業年度において資産及び負債の帳簿価額に重要な修正をもたらす重大なリスクを伴う、将来に関する主要な仮定及び報

告期間末日におけるその他の見積り上の不確実性の主な要因は、以下の通りである。
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（i） 製品保証引当金

当社グループ及び合弁会社（JVs）が、販売された乗用車及び商用車について提供する製品保証に関する引当金は販売高な

らびに修理及び交換のレベルに係る過去の経験則に基づき認識される。当該過程の一部として経営陣が採用する主要な判断

は、販売された乗用車及び商用車の製品保証引当金の見積単位コストの決定を含む。

 

（ii） 繰延税金資産

将来課税所得が生じるであろう時期、金額、及び将来の税務戦略にもとづき認識し得る繰延税金資産の金額を決定するた

めには、重要な経営陣の判断が要求される。

 

（iii） 非金融資産（のれん以外）の減損評価

当社グループは、各報告期間末日におけるすべての非金融資産（使用権資産を含む）いついて、減損の兆候があるかどう

か評価する。耐用年数を確定できない無形資産は、毎年及びそのような兆候が存在する時はその都度減損テストされる。そ

の他の非金融資産は、簿価が回収されないような兆候がある時、減損テストされる。資産または現金生成単位の簿価が回収

可能額、それは売却費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い額であるが、を超える時、減損は存在する。売却費用

控除後の公正価値の計算は、同種の資産の第三者間取引において拘束される販売取引または資産売却に係る追加費用控除後

の観察可能な市場価格から利用可能なデータにもとづく。使用価値計算がなされる時、経営陣は、当該資産または現金生成

単位からの予想将来キャッシュ・フローを見積り、当該キャッシュ・フローの現在価値を計算するのにふさわしい割引率を

選択しなければならない。

 

（iv） 投資不動産と自己使用不動産の間の分類

当社グループは、不動産が投資不動産の要件を満たすか決定し、その判断をするに際しての基準を策定した。投資不動産

は、賃貸料を得るため、値上がりのため、あるいはその両方のために保有される不動産である。したがって、当社グループ

は、不動産が当社保有の他の資産から独立して、キャッシュ・フローを大いに生み出すかどうかを考慮する。いくつかの不

動産は、賃貸料を得るため、あるいは、値上がりのために保有される部分と、製造、製品またはサービスの提供、または管

理目的での使用のために保有される別の部分で構成される。これらの部分が別個に売却され、あるいは、ファイナンス・

リースとして別個に賃貸されうるなら、当社グループはその部分を分けて会計処理する。もしその部分が別個に販売できな

いなら、重要でない部分だけが製造、製品またはサービスの提供、または管理目的での使用のために保有される限り、当該

不動産は投資不動産である。不動産が投資不動産としてふさわしくないほど付随サービスが重要であるかどうかを決定する

ため、個別の不動産ごとに判断がなされる。

 

（v） 金融資産の減損

金融資産の損失引当は、デフォルトのリスク及び予想損失率についての想定にもとづいている。当社グループは、これら

の想定及び減損計算へのインプットを選択するにあたり、各報告期間末日の将来予測同様、過去の履歴及び既存市況にもと

づく判断を用いる。

 

（ⅵ） 予想信用損失の測定

当社グループは、デフォルトリスクエクスポージャーと予想信用損失率から予想信用損失を計算し、デフォルト確率とデ

フォルト損失率に基づいて予想信用損失率を決定する。予想信用損失率を決定する際に、当社グループは内部の過去の信用

損失の経験等のデータを使用し、現在の状況及び将来の見通しに基づいて過去のデータを調整する。将来の見通しに関する

情報を考慮する場合、当グループが使用する指標には、景気後退のリスク、予想される失業率の上昇、外部市場環境、技術

環境、及び顧客の状況の変化が含まれる。当社グループは、予想信用損失の計算に関連する仮定を定期的に監視し、見直し

ている。2023年には、上記の推定手法と主要な仮定に大きな変化はなかった。
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（ⅶ） のれんの減損

当社グループは、のれんが減損しているかどうか少なくとも年に1回決定する。これは、のれんが配賦される現金生成単位

の使用価値の見積りを要求する。使用価値の見積りは、当社グループに、当該現金生成単位からの予測将来キャッシュ・フ

ローの見積りを行うこと、及び、それらのキャッシュ・フローの現在価値を計算するために適切な割引率を選択することを

要求する。

経営者が現金生成単位の将来キャッシュ・フローの計算に採用する売上総利益率を修正し、修正された売上総利益率が現

在採用されている売上総利益率よりも低い場合、当社グループは、のれんの減損損失を認識する必要があるかもしれない。

経営陣がキャッシュ・フローの割引に採用する税引前割引率を修正し、その修正後の税引前割引率が現在適用されている

割引率よりも高い場合、当社グループは、のれんの減損損失を認識する必要があるかもしれない。

 

（ⅷ） 在庫の減損

棚卸資産は、各報告期間末日の原価と正味実現可能価額のいずれか低い方で表示される。原価が正味実現可能価額よりも

高い場合には、棚卸資産に対する減損が認識され、当期の損益に計上される。正味実現可能価額は、現在の営業過程におけ

る見積販売価格から、該当するコスト、変動販売費用及び税金費用を控除したものである。正味実現可能価額の認識は、判

断及び見積りを要する。従前の見積り結果が更新された見積りと異なる場合、当該相違額は、見積りが修正される期の在庫

の簿価に影響する。

 

（ix） 開発費用

開発費用は、財務書類注記2.3の「研究開発費」に関する会計方針にしたがって資産計上される。資産計上額の決定は、経

営陣に、当該資産の予想将来キャッシュ創出額、適用される割引率及び期待受益期間に関して仮定することを要求する。

 

 

4． 収益及びセグメント情報

事業セグメントは、最高経営意思決定者に提供される内部報告と整合的に報告される。最高経営意思決定者は、資源を配分

し、事業セグメントの業績を評価することに責任を持つ者である。

製品販売における収益は、付加価値税、消費税及びその他の販売税を除く製品販売の請求価値を表しており、返品引当金及

び売上割引並びにグループ会社間の重要な取引をすべて消去した後の金額である。

経営目的のために、当社グループは製品及び役務に基づき各事業単位に組織されており、以下のように4つの報告可能な事業

セグメントがある。

 

－商用車セグメントは、主に商用車、商用車関連エンジン・その他自動車部品を製造・販売する。

 

－乗用車セグメントは、主に乗用車、乗用車関連エンジン・その他自動車部品を製造・販売する。

 

－金融サービスセグメントは、主に外部顧客及び当社グループ内企業に金融サービスを提供する。金融サービスからの収益

は主に貸付金からの利息収益である。

 

－本社業務及びその他セグメントは、主にその他の自動車関連製品を製造・販売する。
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経営陣は、資源配分及び業績評価について決定するため、当社グループの事業セグメント別に業績をモニターしている。セ

グメント業績は事業セグメント損益に基づき評価され、連結財務書類における損益と整合的に測定されている。しかしなが

ら、法人税費用は、グループ全体で管理され、事業セグメントには配賦されていない。

当社グループの最高経営意思決定者は、当社グループの連結収益や業績の大半は中国本国市場に帰属し、当社グループの連

結資産は主に中国本国内に所在していると考えているため、地域別セグメント情報は開示されていない。

2023年12月31日に終了する年度において、当社グループの総収益の10％以上を占める単独の外部顧客は存在しない。
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5． その他の収益

当社グループのその他の収益の分析は、以下のとおりである。

 

2023年中に、当社は、Seres Group Co.,Ltd （以下「Seres」という）の株式2.16百万株を売却し、82.63百万人民元の現金

収入と79.39百万人民元の売却益（2022年中のSeres株式の売却益は1,945百万人民元だった）を得た。
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6． 税引前利益

当社グループの税引前利益は、以下の項目計上後の数値である。

 

* 監査人の報酬に含まれる非監査報酬は、当期1百万人民元未満である。

 

EDINET提出書類

東風汽車集団股イ分有限公司(E05974)

有価証券報告書

131/323



（a）　退職給付

中国における当社グループの従業員は、中国の関連市町村及び省政府が統制するさまざまな確定拠出年金制度の対象と

なっていて、それに則り市町村及び省政府はすべての現役及び退職従業員に対する退職給付債務の引き受けを保証してい

る。

中国の関連市町村及び省政府が統制する確定拠出年金制度に加えて、当社及び湖北省にある子会社並びに合弁会社の大

部分（以下「湖北企業」と総称する）もまた、DMCが統制する補完的年金制度（以下「当該制度」という）に加入してい

る。それに則り湖北企業は、従業員の賃金総額の一定割合を当該制度に毎月拠出することが義務付けられる。一方DMC

は、湖北企業従業員に支払われる、補完的年金及びその他の年金給付債務の引き受けを保証している。当社グループは、

確定拠出を行う以外には、補完的年金債務及びその他年金給付に対しての義務を負わない。湖北企業が行う当該制度への

拠出は、発生時に費用処理される。

締結された協定及び管理上の理由から、当該制度への拠出は、各湖北企業が負担することを義務付けられる各々の金額

に基づいて、各湖北企業により直接決済される。

DMCは、湖北企業従業員に支払われる、補完的年金及びその他の年金給付債務を継続して引き受ける旨当社と合意し、

湖北企業は従業員の賃金の一定割合を毎月継続して当該制度に拠出するものとする。DMCはまた、湖北企業従業員が、湖

北企業に補完的年金給付及び当該制度に基づくその他の年金給付の請求をする場合に生じうる損失について、当社に補償

することにも合意している。

 

（b）　医療給付

当社グループは毎月、中国の関連市町村及び省政府が設立したさまざまな確定拠出医療給付制度に拠出する。市町村及

び省政府は、当該制度に基づいて、現役及び退職従業員に対する医療給付債務の引き受けを保証している。

さらに、湖北企業もまた、DMCが規律する補完的医療給付制度に加入している。それに則り、当該企業は適格従業員の

賃金の一定割合を毎月制度に拠出し、DMCは、湖北企業の適格従業員に支払う補完的医療給付債務の引き受けを保証す

る。当社グループは、当該制度に基づいて、それ以上の医療給付及び補完的医療給付債務を負ってはいない。湖北企業に

よる当該制度への拠出は、発生時に費用処理される。

DMCは、湖北企業の適格従業員に支払われる補完的医療給付債務を継続して引き受けることについて当社と合意し、当

該企業は、適格従業員の賃金の一定割合を毎月継続して補完的医療給付制度に拠出するものとする。DMCはまた湖北企業

従業員が、補完的医療給付を湖北企業に請求する場合に生じうるすべての損失を、当社に補償することにも合意してい

る。

 

（c）　住宅補助金

2000年に当社グループは、住宅補助金制度を導入した。それに則り、当社グループは、住居区画の割り当てを全く受け

ていないか、または所定基準に達する住居区画を割り当てられていない、適格な従業員に住宅補助金を支払う債務を引き

受けた。当社グループの住宅補助金制度実施時に在職していた当社グループの退職従業員は、当該制度の給付を受ける権

利がある。2003年1月1日以降子会社及び合弁会社に就職した従業員及び当該子会社及び合弁会社の退職従業員は、住宅補

助金制度に基づくいかなる給付権利も有さない。

2000年1月1日以前の勤務期間に関する住宅補助金については、2000年に当該制度実施年の費用として全額認識された。

2000年1月1日に開始する勤務期間に関する住宅補助金については、支払いは2000年1月に始まって、住居区画の割り当て

を受けていない従業員には最大20年まで、住居区画の割り当てを受けているが、所定基準に達していない従業員には最大

15年まで毎月行う。毎月の支払いは、発生時に損益計算書において認識され、当該従業員の勤続年数に沿ってなされる。
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（d）　解雇及び早期退職給付

当社グループは一定の適格な従業員には解雇及び早期退職制度を実施していた。それに則り、当社グループは、該当早

期従業員が正規の退職年齢に達するまで毎月、早期退職給付を支払う義務を負っていた。正規退職年齢以降は、従業員は

政府の統制する年金制度、及びDMCの統制する補完的年金制度から給付を受けることができる。

取締役が見積った早期退職給付債務は、正式な早期退職制度が確約された各年の損益計算書において全額発生し、認識

されている。

 

 

7．  財務費用

 

 

8． 取締役及び監査役の報酬

当期における取締役及び監査役の報酬の詳細は、香港会社法（622章）第383条、会社（取締役の報酬にかかる情報開示）規

則（622G章）第2及び香港証券取引所上場規則に基づき、以下の通り開示されている。

 

各取締役及び主要業務執行者の報酬は以下のとおりである。
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2023年12月31日終了年度中、取締役または監査役に支払われた退職給付または辞任報酬はなかった。取締役のサービスを利

用可能にするために第三者に提供された対価はなかった（2022年：同じ）。

当年度中、取締役または監査役の利益のために、当社が引き受けた借入、準借入、その他の取引はなかった（2022年：同

じ）。

当年度末時点または当年度のいかなる時点においても、当社が当事者であり、直接・間接にかかわらず、当社の取締役が重

要な利益を有する当社グループの事業に関連する重要な取引、合意、契約は存在しなかった。

 

 

9． 上位5人の高報酬従業員

当期において高額報酬が支払われた上位5人の従業員に取締役は含まれていない（2022年：取締役なし）。当該人物の報酬の

詳細は、上記注記8に記載されている。当社の取締役でも監査役でもない残り5名（2022年：5名）の高額報酬従業員に対する当

期の報酬の詳細は、以下のとおりである。

 

 

10． 金融資産の減損損失純額
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11． 法人税費用及び繰延税金

 

（a）　法人所得税

中国所得税法及び各規則の下に、当社及びその子会社に係る法人所得税は、現行の法律、解釈及び慣行に基づき、当該期

間の予想課税所得に対して25％の法定税率または適用可能な場合は15%の優遇税率で計算される。

 

（b）　香港収益税

当社グループは、当期において香港で生じた所得がなかったので、香港収益税（税率：16.5％）の引当金は計上されてい

ない。

 

（c）　繰延税金

繰延税金資産は、主に、税務上将来減算可能な特定の損金に係る一時差異に関して、認識されている。

IAS第12号「法人所得税」によれば、繰延税金資産及び負債は、当該資産が実現するか負債が決済される期に適用される

と予想される税率を用いて計算される。

 

当社グループが本籍をおく中国の法定法人税率を税引前利益に適用して計算される法人所得税費用と、当社グループの実効

税率に基づいた法人所得税費用との調整、及び、適用税率（すなわち、法定法人税率）と実効税率との調整は、以下のとおり

である。

 

当社グループの繰延税金は、以下のように分析される。
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繰延税金資産及び繰延税金負債は以下の通り分析される：
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12． 配当

 

取締役会は、2023年12月31日終了年度における配当支払を推奨しない（2022年12月31日終了年度：2,577百万人民元）。

株主に帰属する2022年の年間純利益にもとづく2,560百万人民元（1株当たり0.3人民元）の最終配当支払の決議は、2023年6

月20日開催の年次通常総会で当社株主により承認され、2023年8月に株主に支払われた。

当社の定款に従い、利益分配のための税引後利益とは、（i）企業会計基準（以下「中国GAAP」という）に準拠した純利益

と、（ⅱ）IFRSsに準拠した純利益、のうちいずれか低い方をいう。中国会社法及び当社の定款に従い、税引後利益からの分配

は、以下の引き当てを行った後にのみできる。

（i） 過年度繰越欠損金がある場合には、控除を行うこと。

（ⅱ）税引後利益の最低10%を、当社の資本合計の50%に達するまで、法定準備金として引き当てる。準備金への振替の計算

にあたっては、税引後利益は中国GAAPに基づいて決定された額とする。この準備金への振替は、株主宛配当の分配の前

に行わなければならない。

過年度繰越欠損金がある場合には、法定準備金をその補填のために使用することができ、また、法定準備金の一部を

当社の資本金として資本化することもできるが、この場合、資本化後の準備金の残高が当社の資本金の25%未満になら

ないことが条件となる。

（ⅲ）株主の承認を得られた任意積立金がある場合、これを引き当てる。

 

上記の諸準備金は、それらが創出された目的以外のために使用してはならず、また、現金配当金として分配することも認め

られない。

配当については、当社の子会社及び合弁会社が適法に配当の形態で分配できる金額は、中国GAAPに従って作成される財務書

類に反映された利益を基準にして決定される。これらの利益はIFRSsに従って作成される当財務書類で取扱われる利益とは異な

る可能性がある。
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13． 当社の普通株主に帰属する一株当たり利益/（損失）

基本一株当たり利益の計算は、当社の普通株主に帰属する当期利益及び当期発行済加重平均普通株式数に基づいている。

基本一株当たり利益/（損失）の計算は、以下に基づいている。

 

当社グループは、近年において発行された希薄化の潜在的可能性のある普通株式を保有していないため、希薄化一株当たり

利益/（損失）は基本一株当たり利益/（損失）と同額である。
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14． 建物、工場及び設備

 

(a) 国内の自動車市場は競争が激しく、当社グループの販売台数及び利益は減少し、特定の建物、工場及び設備は減損の兆候

を有していた。その結果、当社グループは、当期の当社グループの連結損益計算書に建物、工場及び設備に対する総額198

百万人民元（2022年：82百万人民元）の減損引当金を計上した。
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15． リース

 

* 当社グループは中国本国政府と土地リース契約を締結している。

 

費用は連結包括利益計算書に以下の通り計上されている。

損益計算書は、リースに関する以下の額を表示している。
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16． 無形資産

 

国内の自動車市場は競争が激しく、当社グループの販売台数及び利益は減少し、特定の無形資産は減損の兆候を有していた。

その結果、当社グループは、当期の当社グループの連結損益計算書に無形資産に対する総額120百万人民元（2022年：75百万人

民元）の減損引当金を計上した。
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17． のれん

 

のれんが配分された現金生成単位の回収可能価額は、5年間の財務予算をもとに作成されたキャッシュ・フロー計画を使用し

て計算された使用価値に基づいて決定されている。

のれんに係る現金生成単位のキャッシュ・フロー予測に使用した主な想定は以下のとおりである。
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18． 子会社に対する投資

2023年12月31日時点における当社の主要子会社の詳細は、以下の通りである。

   

当社に帰属する持

分割合  

社名

設立

及び

活動

地域

払込登録済

資本 直接 間接 主要な活動

 　 　 (%) (%)  

東風商用車有限公司

Dongfeng Commercial Vehicles Co., Ltd.

「DFCV」

 9,200,000,000   
商用車の製造及び販売

中国 人民元 55.00 -

東風柳州汽車有限公司

Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd. 「 Dongfeng

Liuqi」

 1,224,700,000   自動車、部品及び構成部品

の製造及び販売中国 人民元 75.00 -

東風汽車財務有限公司

Dongfeng Motor Finance Co., Ltd.

 9,000,000,000   
金融サービスの提供

中国 人民元 100.00 -

中国東風汽車工業進出口有限公司

China Dongfeng Motor Industry Import and

Export Co., Ltd.

 200,000,000   自動車のマーケティング及

び販売中国 人民元 95.00 -

東風暢行科技股份有限公司

Dongfeng Changxing Technology Co., Ltd.

 3,456,816,200   電気自動車、部品及び構成

部品の製造及び販売中国 人民元 99.02 -

智新科技股份有限公司

Zhixin Technology Co., Ltd.

 2,667,430,000   電気自動車、部品及び構成

部品の製造及び販売中国 人民元 93.31 -

東風堰特種商用車有限公司

Dongfeng Special Commercial Vehicle Co., Ltd.

 343,314,200   特種商用車、部品及び構成

部品の製造及び販売中国 人民元 75.08 -

東風標緻雪鐵龍汽車銷售有限責任公司

Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Sales Co., Ltd.

（「DPCS」）

 100,000,000   自動車のマーケティング及

び販売中国 人民元 50.00 -

東風汽車投資（武漢）有限公司

Dongfeng Motor Investment (Wuhan) Co., Ltd.

 10,000,000   投資及び助言サービスの提

供中国 人民元 100.00 -

東風能迪（杭州）汽車有限公司

Dongfeng Nengdi (Hangzhou) Motor Co., Ltd.

 359,900,700   自動車部品及び構成部品の

製造及び販売中国 人民元 59.72 40.28

東風汽車貿易有限公司

Dongfeng Automobile Trade Co., Ltd.

 220,000,000   自動車のマーケティング及

び販売中国 人民元 100.00 -

東風汽車（武漢）有限公司（旧「東風雷諾汽車有

限公司」）

Dongfeng Motor (Wuhan) Co., Ltd.

 4,706,303,400   自動車、部品及び構成部品

の製造及び販売中国 人民元 100.00 -

東風卓聯汽車服務有限公司

Dongfeng Zhuolian Automobile Service Co.,

Ltd.

 161,000,000   自動車部品の販売、車両維

持及び修繕サービス等中国 人民元 100.00 -

嵐圖汽車科技有限公司

VOYAH Automobile Technology Company Ltd.

 3,085,444,090   自動車技術開発サービス、

自動車及び部品販売等中国 人民元 78.88 -

東風悅享科技有限公司

Dongfeng USharing Technology Co.,Ltd.

 1,000,000,000   
自動車部品の製造及び販売

中国 人民元 70.00 -

東風汽車股份有限公司

DongFeng Automobile Co., Ltd.

 2,000,000,000   
商用車の製造及び販売

中国 人民元 55.00 -

東風汽車金融有限公司

Dongfeng Auto Finance Co.,Ltd.

 4,000,000,000   
金融サービスの提供

中国 人民元 100.00 -

南斗六星系統集成有限公司

Nandou Liuxing System Integration Co., Ltd.

 100,000,000   自動車情報技術開発及びシ

ステム統合中国 人民元 75.87 -

東風汽車納米科技有限公司

Dongfeng Passenger Vehicle Sales Co., Ltd

 1,800,000,000   新エネルギー車両及び部品

の製造及び販売中国 人民元 100.00 -

猛士乘用車銷售有限公司

Mengshi Automobile Sales Service Co., Ltd.

 100,000,000   自動車、部品及び構成部品

の製造及び販売中国 人民元 100.00 -

 

上表に記載された当社子会社は、取締役の意見によると、当社グループの当期の業績に重要な影響を及ぼしているか、また

は、純資産の相当部分を構成している。取締役の意見によると、その他の子会社の詳細は過剰な長さとなる。
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非支配持分のある子会社に関する要約財務情報：

当社グループ内において、個別に重要な非支配持分のある子会社がある。これらの子会社に関する要約財務情報は以下の通

りとなる。

 

要約財政状態計算書

 

要約包括利益計算書
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19． 合弁会社に対する投資

連結財政状態計算書で認識された金額は以下の通りである。

 

2023年12月31日時点における当社グループの主要な合弁会社の詳細は、以下の通りである。

社名 設立及び

活動地域 払込登録済資本

当社に帰属する

持分割合 主要な活動

東風汽車有限公司

Dongfeng Motor Co., Ltd.（「DFL」） 中国

16,700,000,000

人民元 50.00

自動車部品及び構成部品の

製造及び販売

神龍汽車有限公司

Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., Ltd.

（「DPCA」） 中国

7,000,000,000

人民元 50.00

自動車部品及び構成部品の

製造及び販売

東風本田汽車有限公司

Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd.（「DHAC」） 中国

1,448,000,000

米ドル 50.00

自動車部品及び構成部品の

製造及び販売

東風本田発動機有限公司

Dongfeng Honda Engine Co., Ltd. PRC 中国

121,583,517

米ドル 50.00

自動車部品及び構成部品の

製造及び販売

東風本田汽車零部件有限公司

Dongfeng Honda Auto Parts Co., Ltd. 中国

62,500,000

米ドル 44.00

自動車部品及び構成部品の

製造及び販売

易捷特新能源汽車有限公司

eGT New Energy Automotive Co., Ltd. 中国

140,000,000

人民元 50.00

自動車部品及び構成部品の

製造及び販売
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重要な合弁会社の財務情報

下表は、DFL、DPCA及びDHACを含む重要な合弁会社の財務情報を説明している。当社グループと当該合弁会社の会計方針の相

違は調整されており、当社グループ持分に係る持分法適用前の金額である。

 

（i） 重要な合弁会社の財政状態計算書

 

（ⅱ） 重要な合弁会社の包括利益計算書
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財務情報の調整

下表は重要な合弁会社の純資産持分から帳簿価格への調整を表している。

 

 

20． 関連会社に対する投資

連結財政状態計算書で認識された金額は以下の通りである。

 

2023年12月31日時点における主要関連会社の詳細は、以下のとおりである。

 

社名

設立及び

活動地域

当社グループに帰

属する持分割合 主要な活動

 　 　  

東風日産汽車金融有限公司 ♯

Dongfeng Nissan Auto Finance Co., Ltd. 中国 49.50％

金融サービス

の提供

南京領行股權投資合夥企業

Nanjing Linghang Equity Investment Partnership 中国 16.84％ 資本投資

南京領行股權投資管理有限公司

Nanjing Linghang Equity Investment Management Co., Ltd 中国 15.00％ 資本投資

 

 

♯　中外合弁会社
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上表に記載された当社グループの関連会社は、取締役の意見によると、当社グループの当期の業績に重要な影響を及ぼして

いるか、または、純資産の相当部分を構成している。その他の関連会社に関する詳細な記載は、取締役の意見によると、過剰

な長さとなる。

連結損益計算書で認識された金額は以下の通りである。

 

 

21． その他非流動資産

 

 

22． 棚卸資産

 

 

EDINET提出書類

東風汽車集団股イ分有限公司(E05974)

有価証券報告書

150/323



23． 売掛金

当社グループの商用車及び乗用車の販売は、通常前受金ベースで決済されており、ディーラーは、現金又は銀行引受手形で

事前に支払わなければならない。しかしながら、長期にわたり取引を行っており、一括購入で支払実績も良い顧客について

は、当社グループは、通常30日から180日の売掛期間を提供することがある。エンジン及びその他の自動車部品の販売について

は、当社グループは顧客に対し、通常30日から180日の売掛期間を提供している。売掛金は無利子となっている。

請求日に基づいた当社グループの売掛金（減損引当金控除後）の年齢分析は、以下のとおりである。

 

売掛金の公正価値

売掛金は短期性であるため、簿価は公正価値と同じであるとみなされている。

 

減損及びリスク・エクスポージャー

当社グループは、すべての売掛金及び契約資産に対する全期間予想損失引当金を使用する予想信用損失を測定するために、

IFRS第9号の簡便法を適用している。当期においては164百万円の引当金の戻入が生じた。注記41(c)は、引当金の計算について

の詳細を提供している。

売掛金残高には、関連当事者に対する以下の残高が含まれている。

 

 

24． 受取手形

当社グループの受取手形は、以下のとおりである。
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25． 前払金、預託金及びその他の未収入金

 

その他の未収入金の公正価値

その他の未収入金は短期性であるため、簿価は公正価値と同じであるとみなされている。

 

減損及びリスク・エクスポージャー

当社グループはIFRS第9号の一般法を適用しており、受取手形、預託金、その他の未収入金、満期1年以内の拘束定期性預金

並びに金融サービスに係る貸付金及び未収入金に係る損失引当金を計算するための12ヶ月予想信用損失または全期間予想信用

損失の使用を決めるために、信用リスクの異なる程度にもとづいて、3つのステージ分類法を使用している。注記41(c)は、減

損及びリスク・エクスポージャーの計算についての詳細を提供している。

(a) 金融サービスに係る貸付金及び未収入金は以下の通り分析される。
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26． 合弁会社に対する残高

 

注記：

(a) 合弁会社に対するその他の債権/債務は無担保、無利子で、返済期限も定められていない。

(b) 合弁会社からの預り金は、金融サービスの提供に従事する当社の子会社であるDFFに預け入れられ、PBOCが公表する市中

預金金利が付与される。

 

 

27. その他包括利益を通じた公正価値での金融資産

 

(i) 2023年、当社グループは、ステランティス株式50百万株を売却した。2023年12月31日現在、当社グループは、ステラン

ティス株式49,223,907株を保有していた。
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28． 現金及び銀行預金、担保預金及び定期預金

 

人民元は自由に他の通貨に交換されないが、中国本土外国為替管理規則及び外貨売買規則により、当社グループは、外国為

替事業を行う許可を得た銀行を通じて、人民元を他の通貨に交換することが認められている。

銀行預金は、日々の銀行預金利率に基づき、変動金利による利息を創出している。短期性定期預金は、当社グループの当座

の資金需要に応じて、1日から3ヶ月までの間の各種期間で利用されており、それぞれの短期性定期預金利率による利息を創出

している。銀行預金及び担保預金は、最近債務不履行の履歴のない信頼性の高い銀行に預けられている。現金及び預金ならび

に担保預金の帳簿価額は、それらの公正価値に近似している。

 

 

29． 損益を通じた公正価値での金融資産

 

 

30． 資本金

 

 

2023年6月20日、当社は株主総会を開催し、当社の残存株式の再購入の提案を可決し、再購入株式の累積数が発行済H株式の

株式資本合計の10％を超えないように、当社がH株式を再購入し、再購入株式が失権することに合意した。2023年12月31日まで

に、当社は、当社の株式資本合計の3.90％に相当する合計336百万株を再購入し、そのうち314百万株が失権した。2023年12月

31日現在、22百万の再購入株式が自己株式として記録された。
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31． 有利子借入金

 

その他の借入は主に、DMC、その子会社、関連会社及び合弁会社からの預け入れが16,979百万人民元（2022年：10,901百万人

民元）と他の非関連第三者からの預け入れであり、金融サービスの提供を行う当社グループの子会社であるDFFに預け入れたも

のである。当該借入にはPBOCが公表する市中預金金利による利息が付与される。

保証手形が、元本合計725百万ユーロで2021年10月20日に発行され、額面価格は各100,000ユーロで登記され、3年で期限切れ

となる。当該手形は2021年10月19日から年利0.425％の利息を生じる。手形の利息は毎年10月19日に利払日を迎える。当該手形

は香港証券取引所に上場している。

保証手形が、元本合計100百万ユーロで2018年10月23日に公募発行され、額面価格は各100,000ユーロで登記され、5年で期限

切れとなる。当該手形は2018年10月23日から年利1.606％の利息を生じる。手形の利息は毎年10月23日に利払日を迎える。当該

手形はアイルランド証券取引所に上場している。当該手形は2023年10月に完済済である。

無担保手形が、元本合計3,000百万人民元で2020年2月26日に公募発行され、額面価格は各100人民元で売り出され、3年で期

限切れとなる。当該手形は2020年2月27日から年利3.05％の利息を生じる。手形の利息は毎年2月27日に利払日を迎える。当該

手形は上海証券取引所に上場している。当該手形は2023年2月に完済済である。

無担保手形が、元本合計1,000百万人民元で2018年12月5日に公募発行され、額面価格は各100人民元で売り出され、5年で期

限切れとなる。当該手形は2018年12月6日から年利4.21％の利息を生じる。手形の利息は毎年12月6日に利払日を迎える。当該

手形は上海証券取引所に上場している。当該手形は2023年12月に完済済である。

固定金利の資産流動化証券（以下「ABS」という）が、2022年4月22日に1,127百万人民元で公募発行された。当該ABSは2022

年4月22日から2.60％の金利を生じる。証券の金利は毎月22日に利払日を迎える。2023年12月31日現在、ABSの未償還残高は16

百万人民元であった。

無担保手形が、元本合計2,000百万人民元で2022年3月14日に公募発行され、額面価格は各100人民元で売り出され、3年で期

限切れとなる。当該手形は2022年3月15日から年利3.00％の利息を生じる。手形の利息は毎年3月15日に利払日を迎える。当該

手形は上海証券取引所に上場している。
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当社グループの有利子借入金の返済期日の明細は以下のとおりである。

 

有利子借入金の帳簿価格は公正価値に近似する。

当社グループの借入金の帳簿価格は、以下の通貨建てである。

 

 

32． 引当金
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(a) 環境復元費用

中国の現行規定に従い、当社グループは、自社の製造工場が所在している土地を原状に復元することを要請されている。取

締役は、当該土地の復元費用を見積り引当計上している。

 

(b) 製品保証引当金

当社グループは、一定の自動車製品について製品保証を付け、満足できる性能を発揮しなかった部分の修理又は交換を引き

受けている。当該製品保証の引当金額は、売上高と、過去の修理・返品実績に基づいて見積られている。当該見積りは、継続

的に見直され、必要な場合は修正されている。

 

 

33． 政府助成金

当社グループの政府助成金の変動の分析は、以下のとおりである。

 

 

34． 買掛金

請求日に基づいた当社グループの買掛金の年齢分析は、以下のとおりである。
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35． 支払手形

当社グループの満期日別支払手形の内訳は、以下のとおりである。

 

 

36． その他未払金及び未払費用
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37． 純債務の調整

この章は純債務と各開示期間における純債務の変動の分析を示している。

 

 

38． 未履行債務

キャピタル・コミットメント

当社グループは、報告期間末日現在において以下のキャピタル・コミットメントを有している。
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39． 関連当事者取引

当期において、本財務書類の他の箇所で開示したものに加え、当社グループは、関連当事者との間で以下の重要な取引を

行っている。

（a）　DMC、その子会社、関連会社及び合弁会社、ならびに当社グループの合弁会社及び関連会社との取引
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注記：

（i） 当該取引は、当社グループ及びその関連当事者間で合意された条項及び条件に従って実施された。

 

（b）　関連当事者に対する未精算残高

（i） 報告期間末日現在の当社グループの関連当事者に対する残高の詳細は、財務書類注記15、23、25、31、34及び36

において開示されている。

（ⅱ）報告期間末日現在の当社グループの合弁会社に対する残高の詳細は、財務書類注記26において開示されている。

 

（c）　当社グループの主要経営陣への報酬

 

取締役報酬の詳細は、財務書類注記8に含まれている。
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40． カテゴリー別の金融商品

報告期間末日における金融商品のカテゴリー別の帳簿価格は以下のとおりである。

 

 

41． 金融リスク管理の目的及び方針

当社グループのデリバティブ以外の主要金融商品は、銀行借り入れ、その他の有利子借入、及び現金ならびに短期性定期預

金からなっている。これら金融商品の主目的は、当社グループの事業運営のための資金調達である。当社グループは、その事

業運営から直接生じる、売上債権及び仕入債務などのさまざまなその他の金融資産及び負債を有する。

当社グループの金融商品から生じる主なリスクは、金利リスク、外国為替リスク、信用リスク及び流動性リスクである。取

締役会は、当社グループのかかるリスクへのエクスポージャーを管理するため、定期的に会合を開き、分析し対策を策定して

いる。一般的に、当社グループはリスク管理には保守的な戦略を導入している。取締役会は、かかるリスクそれぞれの管理に

関する方針を検証し、合意していて、それらは以下に要約される。
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（a）金利リスク

当社グループの金利リスクは、主に長期借入金を含む長期有利子借入から生じる。変動金利で発行された金融負債は当社グ

ループをキャッシュ・フロー金利リスクにさらす。固定金利で発行された金融負債は当社グループを公正価値金利リスクにさ

らす。

当社グループの方針は、固定金利と変動金利での借入を組み合わせることによって支払利息を管理することである。当社グ

ループは実勢市場状況により契約固定金利及び変動金利の関連割合を決定している。

2023年12月31日時点で、当社グループの長期有利子借入金はなかった（2022年12月31日時点：ユーロ建変動金利契約24,700

百万人民元）。

 

（b）為替リスク

当社グループの事業は主に中国に所在している。当社グループの売上の大部分は人民元で行われているが、一定の借入は、

ユーロのようなその他の通貨で行っている。

2023年及び2022年12月31日現在、当社グループの外貨建金融資産及び金融負債に相当する人民元の帳簿価格は以下の通り要

約される。

 

これらの外国通貨に対する人民元の為替レートの変動は、当社グループの業績に影響し得る。

下表は、合理的に生じ得るユーロの変動に対して、その他の変数を固定した場合に、（金融資産及び負債の公正価値の変動

により）当社グループの税引後利益が受ける報告期間末日時点における感応度を表したものである。

 

（c）信用リスク

当社グループの現金、銀行残高及び定期預金は、主に中国工商銀行や中国農業銀行や中国銀行や中国建設銀行のような中国

国営銀行への預金である。

当社グループは与信方針を整え、信用リスクへのエクスポージャーを継続的に監視している。信用評価は、一定額以上の与

信を必要とするすべての顧客について行われている。いかなる個人顧客についても、当社グループには大きなエクスポー

ジャーは存在しない。

当社グループの金融サービスは主に商用車及び乗用車の販売を支援することに焦点を置いている。これらの活動の結果とし

て、当社グループは信用リスクにさらされているが、当該リスクは、確立した基準、ガイドライン及び手続にもとづいて監視

され運用されている。当社グループは、保証者によって提供される信用保護や自動車のような借入の担保によって、信用リス

クを軽減している。個人顧客の債務不履行リスクを評価するために、評点システムが採用されている。金融サービスにかかる

すべての貸付金及び未収入金は、減損の客観的な証拠について精査され、5段階評価システムにもとづいて分類される。
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本財務書類に含まれる各金融資産の帳簿価格は、その金融資産に関して、当社グループの信用リスクへの最大のエクスポー

ジャーを表わす。当社グループは、重大な信用リスク・エクスポージャーを有するその他の金融資産を保有しておらず、信用

リスクの過度の集中もない。

 

売掛金

予想信用損失を測定するために、売掛金は共有された信用リスク特性及び延滞日数にもとづいてグループ化されている。個

別に重要な金融資産について、個別に減損の客観的な証拠が存在すれば、減損損失が包括利益計算書で認識される。個別に測

定された売掛金の簿価は6,052百万人民元（2022年：7,121百万人民元）であり、これらの売掛金の損失引当金は1,711百万人民

元（2022年：2,060百万人民元）である。

2023年12月31日現在、個別に減損評価された売掛金を除き、売掛金について決定された損失引当金は、それらに共通の信用

リスクの性質にもとづき、評価のために以下の通りグループ化された。

v

2022年12月31日時点の損失引当金は、売掛金について以下の通り決定された。

 

2023年12月31日時点の売掛金にかかる損失引当金期末残高は、以下の通り、損失引当金開始残高に調整される。
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償却原価によるその他の金融資産

償却原価によるその他の金融資産は、前払金、預託金、その他の未収入金に含まれる預託金及びその他の未収入金、その他

の非流動資産に含まれるPBOCへの拘束準備預金及び固定性預金、並びに合弁会社に対する未収入金に含まれる担保預金及び定

期預金、現金及び預金、受取手形及びその他の未収入金を含んでいる。

2023年12月31日のその他の未収入金にかかる損失引当金は、以下の通り、2022年12月31日時点の損失引当金期末残高に調整

される。

 

（i）PBOCへの拘束準備預金、固定性預金、担保預金及び定期預金並びに現金及び預金に対する減損は、12ヶ月予想信用損失と

して測定されている。これらの上記金融資産は大手銀行より元利保証にて獲得したものであり、予想信用損失は重要性

がない。

（ii） 受取手形に対する減損は、12ヶ月予想信用損失として測定されている。当該受取手形は、大手銀行より支払が保証され

た銀行引受手形であり、予想信用損失は重要性がない。

 

金融サービスに係る貸付金及び未収入金

当社グループは減損評価にECLモデルを適用している。報告期間において重要な信用リスクはなかった。金融サービスに係る

貸付金及び未収入金について、当社グループは、当初認識時にデフォルトの可能性及び各報告期間を通して継続して信用リス

クの重要な増加があるかどうかを考慮する。信用リスクの重要な増加があるかどうかを考慮するために、当社グループは報告

日時点の資産から生じるデフォルトのリスクを当初認識日のデフォルトのリスクと比較する。それは利用可能な合理的かつ支

持的な情報、とくに以下の指標が取り入れられていることを考慮する。

・　社内的な信用格付け

・　社外の信用格付け（利用可能な範囲で）

・　事業、財務または経済における実際のまたは予期される重大な悪化

・　相手方がその義務を果たす能力に対する重大な変化を生じさせると予想される状況

・　相手方の業績における実際のまたは予期される重大な変化

・　同じ相手方のその他の金融商品の信用リスクの重大な増加

・　当該義務を支持する担保価値または第三者の保証又は信用補完の品質の重大な変化

・　グループ内における借手の支払立場の変化及び相手方の業績の変化を含む、相手方の予期される業績及び行動の重大な変

化

金融サービスに係る貸付金及び未収入金から生じるリスクを管理するために、標準的な信用管理手続が実施される。事前承

認調査において、当社グループは、信用分析、借手の返済能力の評価、キャッシュ・フロー状況の監視、不祥事の可能性及び

不正行為を含む、プラットフォームとシステムを通じたビッグ・データ技術を使った審査プロセスを最適化する。信用審査管

理に関して、貸付の提供を評価するために、特定の方針と手続が確立されている。事後監視において、当社グループは各借手

のキャッシュ・フロー及び運用状況を監視する。いったん貸付が実行されれば、あらゆる借手は、不正行為を防ぐための不正

審査モデルにより評価される。貸付後の監視において、当社グループは定期的な監視を通じたリスク監視警告システムを確立

している。リスク管理目的の信用エクスポージャーの見積りは複雑で、エクスポージャーが市場の状況、予想キャッシュ・フ

ロー及び時の経過により変化するようなモデルの利用を要求する。
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資産のポートフォリオの信用リスク評価は、デフォルトの発生、関連損失率及び相手方間のデフォルト相関について、さら

なる見積りを必然的に伴う。当社グループは、デフォルト確率（PD）、デフォルト・エクスポージャー（EAD）及びデフォルト

損失（LGD）を使って信用リスクを測定する。これは、IFRS第9号によりECLを測定するために使われる一般的な方法と整合的で

ある。

（i）金融サービスに係る貸付金及び未収入金にかかるECLモデルの以下要約：

・　当初認識時に信用毀損していない金融サービスに係る貸付金及び未収入金は、「ステージ1」に分類され、当社グ

ループにより継続的に監視される信用リスクを有する。予想信用損失は、12ヶ月基準で測定される。

・　金融商品の信用リスクが当初認識時以降かなり増加しているが、まだ信用毀損しているとみなされない場合、当社グ

ループは全期間ECLに相当する額にて金融サービスに係る貸付金及び未収入金に係る損失引当金を測定する。

・　金融商品が信用毀損している場合（以下で定義される）、当該金融商品は「ステージ3」に移行される。予想信用損

失は全期間基準で測定される。

・　ステージ1及び2において、受取利息は（損失引当金を控除せず）簿価総額及び実効利率で計算される。金融資産が事

後的に信用毀損した場合（ステージ3）、当社グループは、その後の報告期間においては、簿価総額及び実効利率で

はなく、当該金融資産の償却原価（損失引当金控除後の簿価総額）に対して実効金利法を適用し、受取利息を計算す

ることが要求される。

金融サービスに係る貸付金及び未収入金にかかる減損は、当初認識時以降の信用品質の変化を参照しながら「3ステー

ジ」モデルにもとづいて引き当てられた。

当該基準の要件に対処するにあたり当社グループによって採用された主要な判断及び仮定は以下の通り議論される。

(1) 信用リスクの重大な増加（SICR）

最終手段の要件を満たすとき、当社グループは、金融サービスに係る貸付金及び未収入金が信用リスクの重大な増加

を経験したと考える。借手の約定支払が期日から30日経過した場合、最終手段の基準が適用され、金融サービスに係

る貸付金及び未収入金は信用リスクの重大な増加を経験したことになる。

(2) デフォルト及び信用毀損資産の定義

借手の約定支払が期日から90日経過した場合、当社グループは金融資産がデフォルトしたと定義する。これは、当社

グループが保有するすべての金融サービスに係る貸付金及び未収入金に適用されている。

(3) ECLの測定－入力、想定及び見積技法の説明

予想信用損失（ECL）は、当初認識時以降信用リスクの重大な増加が生じているかどうか、または、資産が信用毀損

しているとみなされるかどうかによって、12ヶ月（12M）基準か全期間基準のいずれかにより測定される。ECLは、デ

フォルト確率（PD）、デフォルト・エクスポージャー（EAD）及びデフォルト損失（LGD）の割引結果である。

ECLは、各将来期間及び各個別のエクスポージャーまたは集約的セグメントに関するPD、LGD及びEADを予測すること

により決定される。これらの3つの構成要素は相乗され、残存可能性（たとえば、エクスポージャーが以前の月にお

いて前払されていない、またはデフォルトしていない）に応じて調整される。これは各将来月に関するECLを効果的

に計算し、それから報告日に割引戻され、合計される。ECLの計算に使用される割引率は、当初の実効利率またはそ

の近似値である。

(4) ECLモデルに組み込まれた将来予測情報

ECLの計算は将来予測情報を組み込む。当社グループは履歴解析を実行し、信用リスク及び予想信用損失に影響する

主要な経済変数としての卸売消費物価指数を識別する。

あらゆる経済予測と同様に、発生の見通しと見込みは高度な不実性の対象となり、したがって実際の結果は予想され

たものとは大きく異なるかもしれない。当社グループは、選択されたシナリオが可能性のあるシナリオの範囲を適切

に代表することを立証するために、これらの予測が、可能性のある帰結の最良の見積りを表していると考えている。
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（ii）減損引当

期間中に認識された減損引当は、下記のようなさまざまな要素により影響を受ける。

・　期間中に認識中止された金融サービスに係る貸付金及び未収入金の組替同様、新しく認識された金融商品に対する追

加引当

・　期間中に認識中止された金融サービスに係る貸付金及び未収入金並びに貸倒償却処理された資産に関連する引当金の

償却

下表は、当年の期首と期末の間の貸付金の減損引当金の変動を説明している。
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（iii）償却方針

当社グループは、あらゆる実行可能な回収努力を全うし、回収の合理的期待がないと結論付けた時に、金融資産の全部な

いし一部を償却する。

当社グループは、強制執行中の金融資産を償却することもある。

（iv）修正

当社グループは、時として、商業的な再交渉により、または不良債権について、回収を最大化する目的で、顧客への貸付

条件を修正することがある。当社グループは、当該修正は重要ではないと考えている。

 

（d）流動性リスク

当社グループの目的は、銀行その他からの有利子借入とその他の財源の利用を通じて、資金調達の継続性と柔軟性のバラン

スをはかることである。

報告期間末日時点における当社グループの金融債務の返済期限の明細は、契約上の割引前支払ベースで、以下のとおりであ

る。
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（e）資本管理

当社グループの資本管理の主な目的は、当社グループの継続企業としての継続能力を守り、事業をサポートし、株主価値を

最大化するために健全な資本比率を維持することである。

当社グループは、経済状況の変化を踏まえて、資本構成を管理、調整する。資本構成を維持または調整するために、当社グ

ループは、株主への配当金支払、株主への資本の払い戻し又は新株発行を行いうる。2023年及び2022年12月31日に終了した会

計年度において、当該資本管理の目的、方針及び手続の変更はなかった。

当社グループは、総負債を総資産で除した、資産負債比率を使って資本を監視している。報告期間末日現在の資産負債比率

は以下のとおりである。

 

（f）公正価値の見積り

本章は、財務書類において公正価値で認識及び測定される金融商品の公正価値の決定に際してなされた判断及び見積りを説

明する。公正価値の決定に使われたインプットの信頼性についての指標を提供するため、当社グループは、会計基準において

規定された3つのレベルに金融商品を分類した。

レベル1：活発な市場で取引される（上場デリバティブや資本証券のような）金融商品の公正価値は、報告期間末日の取引相

場価格にもとづいている。グループによって保有される金融資産に使われる取引相場価格は現在の入札価格であ

る。これらの商品はレベル1に含まれる。

レベル2：活発な市場で取引されない金融商品（たとえば、店頭デリバティブ）の公正価値は、観察可能な市場データの使用

を最大化し、企業独自の見積りにできるだけ少しずつ頼るような評価技法を使って決定される。公正価値と金融資

産に要求されるすべての重要な入力が観察可能な場合、当該商品はレベル2に含まれる。

レベル3：ひとつ以上の重要な入力が観察可能な市場データにもとづいていない場合、当該商品はレベル3に含まれる。これは

非上場資本性証券のケースが該当する。
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当社グループの方針は、報告期間末日の公正価値階層レベルへの組み入れや除外を認識することである。当年中に生じる公

正価値測定に関して、レベル1と2の間の組み替えはなかった。

金融商品を評価するために使われる特定の価値評価技法は、割引キャッシュ・フロー・モデルや市場における同業社モデル

を含む。評価技法のインプットは主に、無リスク金利、指標金利、為替レート、流動性プレミアム、EBITDA要素などを含む。
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42.　当社の貸借対照表及び準備金の変動

 

当社の貸借対照表
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当社の貸借対照表は、2024年3月28日開催の取締役会により承認され、代表して署名された。

 

Yang Qing（楊青）　　　    　　　You Zheng（尤崢）

　取締役　　　　　　　　　　　　　　取締役
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当社の準備金の変動

 

（a）　法定準備金

中国会社法に従い、当社、その各子会社及び関連会社は、それぞれの税引後純利益（中国GAAPに基づいて決められる）

の10%を法定利益準備金（以下「SSR」という）として積立てる必要がある。上記準備金の残高が各社の登記資本金の50%

に達した後は、SSRに対する積み立ては要求されない。中国会社法に定められている一定の制限に従い、SSRの一部を転換

して、資本金を増加させることができるが、当該資本組入れ後の残額が登記資本金の25％以上でなければならない。

中外合弁会社に対する関連法令及び規則、並びに当該各社の定款に従い、当社グループの中外合弁会社は、その税引後

利益の一部を、使途が制限されている企業拡張用資金及び準備金に計上することが義務付けられている。

 

（b）　分配可能準備金

上記の注記12に記載したように、当社は2004年10月12日の組織再編により有限責任株式会社となった後、配当を目的と

する当社の分配可能利益は、中国GAAPまたはIFRSに基づいて決定された税引後利益のいずれか少ない方の金額となってい

る。当社の子会社及び合弁会社が適法に配当の形態で分配できる金額は、中国GAAPに従って作成される財務書類に反映さ

れた利益を基準にして決定される。これらの利益はIFRSに従って作成される本財務書類で取扱われる利益とは異なる可能

性がある。

中国会社法によれば、当社グループを構成する上述の企業は、SSRへの積立後の税引後利益を配当として分配すること

ができる。

関連法及びその他の監督基準に基づき、当社グループの中外合弁会社の純利益は、企業拡張用資金及び準備資金に配分

後、配当金として当社グループの中外合弁会社によって分配されることが可能である。
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43. 財務書類の承認

本財務書類は、2024年3月28日開催の取締役会により承認され、交付を許可された。
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2 【主な資産及び負債の内容】

財務書類注記を参照。

 

 

3 【その他】

（1） 重要な後発事象

財務書類注記に記載したものを除き、重要な事項はない。

 

（2） 訴訟

財務書類注記に記載したものを除き、重要な事項はない。

 

 

4 【国際財務報告基準と日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】

本書記載の財務書類は、香港上場規則によって認められている国際財務報告基準に準拠しており、日本において一般に公正

妥当と認められる会計原則に従って作成されたものとは異なる。主な相違点は以下のとおりである。

 

(1) 非支配持分の評価

IFRS第3号「企業結合会計」によれば、取得した非支配持分は、当該非支配持分の公正価値で測定する（全部のれん方式）

か、被取得企業の識別可能純資産に対する非支配持分割合で測定する（購入のれん方式）か、いずれかの方法を選択できる。

日本GAAPでは、企業会計基準第22号「連結財務書類に関する会計基準」及び同第21号「企業結合に関する会計基準」に基づ

き、連結貸借対照表上、企業結合による非支配株主持分は全面時価評価法により評価することが要求されており、IFRSのよう

に公正価値で評価する方法は認められていない。

 

(2) のれん

IFRS第3号「企業結合会計」では、のれんは、移転された対価、非支配持分の金額及び以前に保有していた資本持分の公正価

値の総計が、取得した識別可能な資産及び引き受けた負債の取得日における正味の金額を超過する額として測定される。従っ

て、のれんは規則的に償却するのではなく、年次または減損の兆候がある場合に減損テストを実施することとされている。

日本GAAPでは、のれんは、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、被取得企業または取得した事業の

取得原価が、取得した資産及び引受けた負債に配分された純額を超過する額で認識される。のれんは無形固定資産として計上

し、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法その他の合理的な方法により規則的に償却するとともに、減損会計の適

用の対象となっている。

 

(3) 非金融資産の減損及び再評価

IAS第36号「資産の減損」では、日本GAAPと同様の要件を規定している。しかしながら、IASのもとでは、減損の認識に回収

可能価額（正味売却価格と割引後キャッシュ・フローのいずれか高い方）を用いる。また、IASでは、過年度に認識された資産

の減損は、回収可能価額が翌期以降に増加した場合、損益計算書で直ちに収益として振替えられなければならない。さらに、

IAS第16号「有形固定資産」及びIAS第38号「無形資産」では、固定資産を公正価値により再評価することが認められている。
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日本GAAPでは、資産の劣化の可能性が明らかになった時には、資産の割引前キャッシュ・フロー（20年以内の合理的な期間

に基づく）を見積ることを要求している。資産の簿価が割引前キャッシュ・フローを著しく上回った（資産が劣化した）時

は、減損が認識されなければならない。取得原価で計上されている資産の減損は、損益計算書上で認識されなければならず、

再評価資産については、再評価減として取扱わなければならない。再評価金額は、割引前キャッシュ・フローがその後上昇し

た場合でも繰越されなければならず、減損損失の戻入は認められていない。

 

(4) 開発費

IAS 第38号「無形資産」では、開発費のうち使用または販売可能で、かつ、経済的便益が創出されることが確実な場合、無

形資産として認識する。

日本GAAPでは、研究開発費はすべて発生時の費用とされる。

 

(5) 金融商品の分類及び測定

IFRS第9号「金融商品」では、金融資産を償却原価または公正価値のいずれで測定するかを決定するため単一アプローチを使

用している。

金融資産は、事業モデルとキャッシュ・フロー特性に基づいて、以下の3つに分類・測定される。

・　償却原価：当初公正価値で認識し、以後実効金利法による償却原価で測定する。

・　FVTOCI：償却原価に基づく損益（利息、予想信用損失、換算差額、売買・償還損益）は純損益に計上し、公正価値との

差額はOCIに計上する。

・　FVTPL：公正価値で測定し、評価差額は純損益に計上する。

金融負債は以下の2つに分類・測定される。

・　FVTPL：当初公正価値で測定後、毎期公正価値で測定し、評価損益を純損益に計上する。

・　それ以外の金融負債：当初公正価値で測定後、償却原価で測定する。

 

日本GAAPでは、金融資産及び金融負債は以下の通り分類・測定される。

・　債権：取得価額から貸倒引当金を控除した金額で測定する。

・　売買目的有価証券：時価で測定し、時価の変動は損益認識される。

・　満期保有目的の債券：償却原価で測定される。

・　その他有価証券：時価（把握困難な場合は取得原価）で測定し、評価差額は純損益に計上する。

・　デリバティブ債権・債務：時価で測定し、評価差額は損益に計上する。

・　金銭債務：債務額で測定される。

 

(6) 金融資産の減損

IFRS第9号「金融商品」では、減損規定の対象は、償却原価またはFVOCIに分類される金融商品、リース債権、契約資産、ま

たは一定のローン・コミットメント及び金融保証契約である。当初認識時には「12ヶ月ECL」について減損引当金の計上が求め

られ、事後的に信用リスクが著しく増大した場合、「残存期間ECL」について減損引当金の計上が求められる。

日本GAAPでは、「金融商品に関する会計基準」に従って、有価証券については時価または実質価額が著しく下落した場合

は、回復見込みがあると認められる場合を除き、減損損失が認識されるが、事後的な戻入は認められない。貸付金等の債権

は、以下の債務者区分により、貸倒見積額が算定される。

・　一般債権：過去の貸倒実績等により算定

・　貸倒懸念債権：財務内容評価法と割引キャッシュ・フロー法のいずれかにより算定

・　破産更生債権等：財務内容評価法により算定
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(7) 金融資産の認識の中止

IFRS第9号「金融商品」では、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する時、または、金融資産を

譲渡し、その譲渡が金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほぼすべてを移転しているという認識の中止要件を満たす場合

に、金融資産の認識が中止される。

日本GAAPでは、「金融商品に係る会計基準」により、金融資産の消滅は、金融資産の契約上の権利を行使した時、権利を喪

失した時または権利に対する支配が他に移転した時に認識される。

 

(8) 借手のリースの会計処理

IFRS第16号「リース」では、資産が特定され、当該資産の使用権の支配が借手に移転したすべてのリース資産について、借

手側でオンバランス処理が求められる。

日本GAAPでは、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」が示す数値基準等に照らしてファイナンス・リースに

該当するもののみオンバランス処理が要求される。

 

(9) 有給休暇についての会計処理

IAS第 19号「従業員給付」では、雇用主は一定の条件が満たされた場合、将来の休暇に対しての従業員への補償を未払費用

計上しなければならない。

日本GAAPでは、有給休暇についての特別な会計基準はない。

 

(10) 借入費用の資産計上

IAS第23号「借入費用」では、借入費用を期間費用として計上するのが標準的な処理であるが、意図された利用または販売に

供するまで相当な期間を要する適格資産の取得、建設及び製造に対して直接起因する借入費用は、当該資産の取得原価に算入

される。原価に算入される金額は、適格資産がなければ避けられたであろう借入費用の金額となる。ただし、適格資産に対す

る支出以前に借入金を一時的に投資したことにより生じた投資利益は、資産の取得原価から控除される。

日本GAAPでは、不動産開発事業等を除き、借入費用は原則として期間費用とされる。

 

(11) 金融保証契約

IAS第39号「金融商品：認識及び測定」は、金融保証契約について、当初は公正価値で計上し、その後は、IAS第37号に従っ

て決定される金額と、当初認識した金額からIAS第18号に従って償却した後の金額、のいずれか高い方の金額で計上することを

要求している。

日本GAAPでは、金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる債務保証を除いて、保証を当初より公正価値で財政状態

計算書に計上することは求められておらず、債務保証の額を財務書類に注記するのみである。ただし、保証に起因して、将来

の損失が発生する可能性が高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合には、債務保証損失引当金を計上する。
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(12) 顧客との契約から生じる収益

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」では、約束した財・サービスを顧客に移転した時点で、見込を含めた対価を反

映する金額で収益を認識することを要求している。収益認識は以下の5つのステップに分かれる。

ステップ1：契約の識別

ステップ2：履行義務の識別

ステップ3：取引価格の算定

ステップ4：取引価格の履行義務への配分

ステップ5：履行義務の充足に基づく収益の認識

日本GAAPでは、2021年4月1日以後開始事業年度より適用されている企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が

IFRSとおおむね一致した内容となっているが、以下について若干の相違がある。

・企業の通常の営業活動ではない固定資産の売却の収益認識（日本GAAPには規定なし）

・一定の要件を満たす契約コストの資産計上（日本GAAPには規定なし）

・重要性等に関する代替的な取り扱い（IFRSには規定なし）

 

(13) 株式報酬

IFRS第2号「株式報酬」では、従業員やその他の関係者との現金その他の資産決済型又は持分決済型の株式報酬取引を費用と

して認識する。

日本GAAPでは、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、「会社法」の施行日（2006年5

月1日）以後に付与されたストック・オプションについては、公正価値法を基礎として測定した報酬は費用として認識される

が、持分決済型についてのみの規定となっている。また、オプションが満期になった場合、過去に計上した費用は特別利益と

して戻入れられる。

 

(14) 配当金

IAS第10号「後発事象」によれば、企業が持分金融商品の所有者に対する配当を期末日後に宣言する場合には、当該配当金を

期末日時点の負債として認識する。

日本GAAPでは、「株主資本等変動計算書に関する会計基準」により、配当金は支払った時点で株主資本等変動計算書に剰余

金の配当として表示される。

 

(15) 金融負債と資本の区分

IAS第32号「金融商品：表示」によれば、金融負債と資本の区分について、実態にもとづいた判断が求められており、たとえ

ば、形式が種類株式であっても実態が金融負債と判断されれば負債として計上されることとなる。

日本GAAPでは、会社法上の株式であれば、資本として計上される。

 

(16) 財政状態計算書の表示方法

IFRSでは、財政状態計算書を固定性配列法と流動性配列法のいずれによるかについて、特に指定がないのに対して、日本

GAAPでは流動性配列法が原則とされている。

 

EDINET提出書類

東風汽車集団股イ分有限公司(E05974)

有価証券報告書

312/323



第７ 【外国為替相場の推移】

 

１ 【最近５年間の事業年度別為替相場の推移】

 

決算年月 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

最高 16.75 16.06 18.06 21.01 21.01

最低 14.86 14.79 15.78 17.93 18.84

平均 15.80 15.42 17.04 19.51 19.86

期末 15.60 15.81 18.05 19.10 19.92

 

単位：１人民元の円相当額(円／人民元)。

出典：中国人民銀行が公表している人民元／100円のデータを基に、円／人民元ベースに換算したものである。

 

２ 【最近６月間の月別最高・最低為替相場】

 

月別 2023年12月 2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月

最高 20.78 20.78 21.10 21.23 22.10 21.99

最低 19.92 19.89 20.56 20.59 21.21 21.48

平均 20.25 20.47 20.92 20.98 21.51 21.81

 

単位：１人民元の円相当額(円／人民元)。

出典：中国人民銀行が公表している人民元／100円のデータを基に、円／人民元ベースに換算したものである。

 

３ 【最近日の為替相場】

 

22.04円(2024年６月19日)

 

単位：１人民元の円相当額(円／人民元)。

出典：中国人民銀行が公表している人民元／100円のデータを基に、円／人民元ベースに換算したものである。
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第８ 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

 

１ 【株式の募集に伴う株式事務】

 

Ｈ株式の購入者（「Ｈ株式購入者」）は、その取得の窓口となった証券会社（「窓口証券会社」）に、当該Ｈ株式購入者名

義で外国証券取引口座を開設する必要がある。売買の執行、売買代金の決済、証券の保管及びＨ株式にかかるその他の取引に

関する事項は、全て外国証券取引口座を通じ、外国証券取引口座約款の規定に従って処理される。

以下は、外国証券取引口座約款に基づく取扱い事務の概要である。

 

Ｈ株式の保管・登録

Ｈ株式は、窓口証券会社の香港の保管機関又はブローカー（「Ｈ株式保管機関」）を通じて、Ｈ株式保管機関が参加者

となっている香港の中央決済システムであるCCASS（セントラル・クリアリング・アンド・セトルメント・システム）に

寄託され、当該保管場所の諸法令及び慣行にしたがって保管されるものとし、Ｈ株式購入者への証券の交付は行わない。

Ｈ株式は、CCASSを設置・運営するHKSCC（ホンコン・セキュリティーズ・クリアリング・カンパニー・リミテッド）の完

全子会社であるHKSCCノミニーズ・リミテッドの名義で登録されることになる。

 

Ｈ株式の譲渡に関する手続

Ｈ株式購入者は、窓口証券会社が応じうる場合に限り、窓口証券会社所定の手続を経たうえで、Ｈ株式の保管を他の窓

口証券会社のＨ株式保管機関に移転することを指示し、又は売却注文をなすことができる。当該Ｈ株式購入者と窓口証券

会社との間の決済は、円貨又は窓口証券会社が応じうる範囲内で当該Ｈ株式購入者が指定する外貨による。

 

Ｈ株式購入者に対する通知

発行会社が株主に対して行う通知及び通信は、Ｈ株式保管機関を通じて各窓口証券会社に送付される。窓口証券会社は

かかる通知又は通信の到達の日から３年間保管し、Ｈ株式購入者の閲覧に供する。但し、Ｈ株式購入者がかかる通知又は

通信の送付を希望した場合は、窓口証券会社は、当該Ｈ株式購入者の費用で、その届け出た住所宛てに送付する。

 

Ｈ株式購入者の議決権行使に関する手続

Ｈ株式購入者は、発行会社の株主総会における議決権の行使について、所定の期日までに窓口証券会社に指示を行うこ

とができる。Ｈ株式購入者が窓口証券会社にかかる指示を行った場合には、窓口証券会社はＨ株式保管機関を通して、実

務上可能な範囲で指示通りの議決権の行使を行うよう努める義務を負う。

Ｈ株式購入者が窓口証券会社に対して指示を行わない場合には、Ｈ株式保管機関又は登録名義人は、議決権を行使しな

い。

 

現金配当の交付手続

発行会社から支払われた配当金は、窓口証券会社がＨ株式保管機関を通じてＨ株式購入者に代わって一括して受領し、

外国証券取引口座を通じてＨ株式購入者に支払う。この際窓口証券会社が、国内の諸法令及び慣行等により発行会社、Ｈ

株式保管機関又は登録名義人から費用を徴収されたときは、当該費用は、Ｈ株式購入者の負担とし、当該配当金から控除

するなどの方法により徴収される。
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株式配当等の交付手続

発行会社普通株式の株式分割、無償交付、株式併合等により発行会社が追加Ｈ株式をＨ株式保管機関又は登録名義人に

割り当てる場合は、窓口証券会社はかかる追加Ｈ株式をＨ株式購入者の外国証券取引口座に借記する。但し、売買単位未

満のＨ株式は、Ｈ株式購入者が特に要請した場合を除き全て売却処分され、その売却代金は上記の現金配当の交付手続に

準じてＨ株式購入者に支払われる。

発行会社普通株式の株式配当により発行会社が追加Ｈ株式をＨ株式保管機関又は登録名義人に割り当てる場合は、Ｈ株

式購入者が特に要請した場合を除き全て売却処分され、その売却代金は上記の現金配当の交付手続に準じてＨ株式購入者

に支払われる。

 

新株引受権

発行会社普通株式について新株引受権が付与されたことにより発行会社が追加Ｈ株式をＨ株式保管機関又は登録名義人

に割り当てる場合は、原則として全て売却処分され、その売却代金は上記の現金配当の交付の手続に準じてＨ株式購入者

に支払われる。

 

２ 【Ｈ株式購入者に対する株式事務】

 

名義書換代理人及び名義書換取扱場所

本邦にはＨ株式に関する発行会社の名義書換代理人又は名義書換取扱場所はない。

 

基準日

現金配当又は株式配当等を受け取る権利を有する株主は、配当支払い等のために定められた基準日現在株主名簿に登録

されている者である。

 

事業年度の終了

発行会社の事業年度は毎年12月31日に終了する。

 

公告

Ｈ株式に関して本邦において発行会社は公告を行わない。

 

株式事務に関する手数料

Ｈ株式購入者は、窓口証券会社に取引口座を開設する際に、当該窓口証券会社の定めるところにより口座管理料を支払

う。

 

譲渡制限

Ｈ株式に関して、所有権の譲渡に関する制限はない。

 

税金

Ｈ株式が香港証券取引所に上場されているため、日本の租税特別措置法（昭和32年法律第26号、その後の改正を含む）

第37条の11第２項に規定された「上場株式等」として取り扱われる。
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Ａ　配当

日本において実質株主に対して支払われる配当金は日本の税法上の配当所得となる。本株式が「上場株式等」（租税特

別措置法（昭和32年法律第26号、その後の改正を含む）に定義される）である限り、本株式について日本の居住者たる個

人または日本の法人が日本における支払の取扱者を通じて交付を受ける配当金については、外国において当該配当の支払

の際に徴収された源泉徴収税がある場合にはこの額を控除した後の残額に対して、個人の場合は、2014年１月１日から

2037年12月31日までに受領した場合は20.315％（所得税15.315％、地方税５％）、2038年１月１日以降に受領した場合は

20％（所得税15％、地方税５％)、日本法人の場合は、2014年１月１日から2037年12月31日までに受領した場合は

15.315％（所得税15.315％）、2038年１月１日以降に受領した場合は15％（所得税15％）の税率により、それぞれ日本に

おいて支払われる際に日本の税金として源泉徴収（地方税については特別徴収）により課税される。日本の居住者たる個

人である実質株主の場合には、本株式が「上場株式等」である限り、支払いを受ける当該配当については日本では確定申

告をしないことを選択することができる。その場合には、日本における課税は、上記の源泉徴収および特別徴収のみとな

る。ただし、確定申告をしないことを選択する場合には、当該納税者の外国税額控除の目的上、外国において徴収された

一切の外国の源泉徴収税額は考慮されないものとする。また、支払いを受けるかかる配当については、日本の居住者たる

個人は、申告分離課税による確定申告をすることを選択できる。当該配当に対するかかる申告分離課税による確定申告の

際の日本における税率は、2014年１月１日から2037年12月31日までの間に支払いを受ける配当については20.315％（所得

税15.315％、地方税５％）、2038年１月１日以降に支払いを受ける配当については20％（所得税15％、地方税５％）であ

る。日本の居住者たる個人である実質株主は、申告分離課税による確定申告をした場合、課税上、本株式の譲渡から生じ

た損失と、上場株式や一定の公社債の売買損等を、かかる配当所得の金額から控除することができる。日本の法人である

実質株主の場合には、本株式について支払いを受けた配当には法人税が課税されるが、上記に述べた日本における支払い

の取扱者から交付を受ける際に源泉徴収された税額については適用ある法令に従って税額の控除を受けることができる。

 

（注）2014年１月１日から2037年12月31日までの期間に係る上記の税率は、「東日本大震災からの復興のための施策を実

施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づく「復興特別所得税」として算出される各所得税への

2.1％の上乗せ分を含む。

 

Ｂ　売買損益

日本の居住者たる個人または日本の法人による本株式の日本における売買に基づく損益についての課税は、内国会社の

株式の売買損益課税と原則として同様である。日本の居住者たる個人については、上場株式等の株式売買損と一定の公社

債の売買損等を、本株式およびその他の上場株式等の配当所得の金額ならびに一定の公社債の利子所得の金額（申告分離

課税を選択したものに限る）から控除することができる。本株式の内国法人株主については、株式の売買損益は、課税所

得の計算上算入される。

 

Ｃ　相続税

本株式を相続しまたは遺贈を受けた日本の実質株主には、日本の相続税法に基づき相続税が課せられるが、外国税額控

除が認められる場合がある。

中国および香港における課税上の取扱いについては、「第一部-第１-３課税上の取扱い」を参照のこと。
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第９ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

 

提出会社は金融商品取引法第24条第１項第１号又は第２号に掲げる有価証券の発行者に該当しないため、該当する記載事項

はない。

 

２ 【その他の参考情報】

 

当社は下記の書類を関東財務局長に提出した。

 

1. 有価証券報告書　　　2023年６月29日提出

 

2. 半期報告書　　　　　2023年９月29日提出

 

3. 1.の有価証券報告書の訂正報告書　　　2023年10月20日提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし
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独立監査人報告書

 

東風汽車集団股份有限公司のメンバー御中

(中華人民共和国において有限責任株式会社として設立)

 

意見

我々は、93頁から226頁に記載されている東風汽車集団股份有限公司（以下「当社」という）及びその子会社（以下「当社グ

ループ」という）の以下で構成される連結財務書類に対して監査を実施した：

・　2023年12月31日時点の連結財政状態計算書

・　その日に終了した年度の連結損益計算書

・　その日に終了した年度の連結包括利益計算書

・　その日に終了した年度の連結株主持分変動計算書

・　その日に終了した年度の連結キャッシュ・フロー計算書

・　重要な会計方針を含む連結財務書類注記

我々の意見では、本連結財務書類は、国際会計基準審議会（以下「IASB」という）が発行する国際財務報告基準（以下

「IFRSs」という）に準拠して、2023年12月31日時点の当社グループの連結財政状態並びにその日に終了した年度の連結業績及

び連結キャッシュ・フローを真実かつ公正に表示しており、香港会社法の開示要件に準拠して適正に作成されている。

 

意見の基礎

我々は、香港公認会計士協会（以下「HKICPA」という）が交付した香港監査基準（以下「HKSAs」という）に準拠して監査を

行った。これらの基準にもとづく我々の責任は、我々の報告書の「連結財務書類の監査に対する監査人の責任」の区分に詳述

されている。我々はHKICPAの公認会計士倫理規約（以下「規約」という）にしたがって当社グループから独立しており、当規

約に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。

我々は、入手した監査証拠が、我々の意見の基礎を提供するのに十分かつ適切であると考える。

 

監査上の主要な事項

監査上の主要な事項とは、我々の専門家としての判断において、当年度の連結財務書類の監査においてもっとも重要な事項

である。これらの事項は連結財務書類全体に対する監査の観点から、我々の意見を形成するにあたり対応されたものであり、

これらの事項について個別の意見を提供するものではない。下記各事項について、我々の監査がどのように当該事項に対応し

たかの記載が、その意味で提供されている。

我々は、これらの事項への関連を含めて、我々の報告書の連結財務書類監査に対する監査人の責任の章において記述された

責任を果たした。その結果、我々の監査は、連結財務書類の重要な虚偽記載のリスクの評価に対応できるように策定された手

続の実行を含む。下記の事項への対応するために実行された手続を含む我々の監査手続の結果は、添付連結財務書類に対する

我々の監査意見の基礎を提供する。
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監査上の主要な事項 我々の監査上の対応

製品保証引当金

2023年12月31日時点において、販売された乗用車及

び商用に対する当社グループの連結財政状態計算書

上の製品保証引当金残高は2,921百万人民元であっ

た。

 

販売された乗用車及び商用車に対して、当社グルー

プが供与した製品保証に関する引当金は、売上金額

と修理・交換費用の見積費用単価にもとづいて認識

されている。製品保証引当金の金額的重要性及び将

来の保証請求に係る費用単価の見積りに適用された

経営陣の判断および仮定の関与の重要性に鑑み、製

品保証引当金は監査上の主要な事項として識別され

た。

 

製品保証引当金の詳細は、本連結財務書類注記3

「重要な会計上の判断及び見積り」、注記6「税引

前利益」及び注記32「引当金」に記載されている。

我々は、製品保証引当金に関する当社グループの会計処理

に対する理解を得て、デザインを評価し、統制の実効性を

テストした。

 

当社グループの製品保証引当金に対して実施された我々の

監査手続は、とりわけ以下を含む。

 

・　当社グループの我々の知識と乗用車及び商用車産業の

経験を使い、保証マニュアルと関連資料の条項を参照

して、経営陣の製品保証引当方法を評価すること。

 

・　製品保証引当金の計算に使われた各車両モデルの台数

を販売実績と比較すること。

 

・　保証費用単価に対する経営陣の見積りを実際の請求履

歴と比較すること。

 

・　期末日の製品保証引当金の見積りに重要な影響を与え

る重要な品質の欠陥、労務及び部品コストの重要な変

動、修理・交換の発生予測の重要な変化を割り出すた

めに、経営陣と意見交換し、当年中ないし期末日後に

おける実際の請求に対する分析的手続を実施するこ

と。

 

・　再計算により、計算の数学的正確性をテストするこ

と。

 

・　連結財務書類においてなされた製品保証引当金の開示

の適切性を評価すること。
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監査上の主要な事項 我々の監査上の対応

建物、工場及び設備並びに無形資産の減損評価

当社グループは建物、工場及び設備（以下「有形固

定資産」という）並びに無形資産に対して、総額

318百万人民元の減損引当金を2023年12月31日終了

年度の当社グループの連結損益計算書に計上し、当

社グループの有形固定資産及び無形資産の合計簿価

は、2023年12月31日時点で34,952百万円であった。

 

国内自動車市場の厳しい競争により、合計販売台数

は減少し、当社グループは損失を計上したため、特

定の有形固定資産及び無形資産について減損の兆候

が存在した。

 

回収可能額を決定するため、経営陣は、これらの有

形固定資産及び無形資産が帰属する現金生成単位

（以下「CGUs」という）の使用価値を使用する。使

用価値の見積りは、当社グループに対して、現金生

成単位からの将来キャッシュ・フローを見積もり、

これらの計画キャッシュ・フローの現在価値を計算

するための適切な割引率を選択することを要求す

る。使用価値を見積もるために経営陣によって使わ

れた仮定は、将来の市場または経済状況の予期せぬ

変化の影響を受けるかもしれない。その結果、有形

固定資産及び無形資産の減損評価が、監査上の主要

な事項として識別された。

 

減損引当金の詳細は、本連結財務書類注記3「重要

な会計上の判断及び見積り」、注記6「税引前利

益」、注記14「建物、工場及び設備」及び注記16

「無形資産」に開示されている。

我々は、当社グループの建物、工場及び設備並びに無形資

産の減損評価に対する理解を得て、デザインを評価し、統

制の実効性をテストした。

 

我々の監査手続は、とりわけ以下を含む。

 

・　有形固定資産及び無形資産の関連CGUsへの経営陣のグ

ループ化の適切性を評価するため、独立キャッシュ・

インフロー及び業績を経営陣がいかにモニターしてい

るかを理解すること。

 

・　使用価値を決定するために、業界の慣行を参照して、

我々の評価専門家の助力を得て、経営陣によって用い

られる評価技法を評価すること。

 

・　我々の評価専門家の助力を得て、市場データ及び比較

可能企業を基準とした割引率及び長期成長率に関連す

る重大な仮定を評価すること。

 

・　経営陣によって用いられる計画売上成長率に関連する

重大な仮定を、現在の業界及び経済動向、当社グルー

プが承認した予算及び事業計画並びにその他の関連要

因と比較すること。

 

・　過年度になされた見積りに対する実績のレビューを通

じて、計画キャッシュ・フローに関する経営陣の信頼

性を評価すること。

 

・　適用された割引率及び計画売上成長率の感応度分析を

実施し、仮定の変化により生じる現金生成単位の使用

価値の変動を評価すること。

 

・　有形固定資産及び無形資産の減損評価に関して財務書

類においてなされた開示の適切性を評価すること。
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年次報告書に含まれるその他の情報

経営陣は、その他の情報に対して責任がある。その他の情報は、我々が本監査報告日よりも前に入手した2023年の業績公表

（ただし、財務書類一式及びそれに関する我々の監査報告書を含まない）及び当該日以降に我々にとって利用可能となること

が期待される2023年の年次報告で構成されている。

連結財務書類に対する我々の意見は、その他の情報には及ばず、その点に関して我々はいかなる形の保証結論も表明しな

い。

連結財務書類に対する我々の監査に関して、我々の責任は、その他の情報を通読し、そうすることで、その他の情報が連結

財務書類または我々が監査で得た知識と重要な不整合がないか、あるいは重要な虚偽がないかを考慮することである。もし、

我々が実施した手続にもとづいて、その他の情報に重要な虚偽があると結論付けた場合、我々は当該事実を報告する必要があ

る。我々はこの点に関して報告すべきものはない。

 

連結財務書類にかかる取締役の責任

当社の取締役は、IASBが発行したIFRSs及び香港会社法の開示要件に準拠して、真実かつ公正に表示された連結財務書類の作

成に責任があり、また、不正または過誤を問わず、重大な虚偽表示のない連結財務書類の作成を可能にするために必要なもの

として取締役が決定した内部統制に責任がある。

連結財務書類の作成に当たり、当社の取締役は、継続企業としての当社グループの継続能力の評価、該当する場合は継続企

業に関連する事項の開示、及び継続企業の前提による会計処理に責任を負う。ただし、当社の取締役が当社グループを清算ま

たは業務停止する意図を有する場合、あるいはそうするより他に現実的な代替案がない場合はこの限りではない。

当社の取締役は、当社グループの財務報告プロセスを監視する責任を果たすにあたり、監査委員会により支援を受ける。

 

連結財務書類の監査に対する監査人の責任

我々の目的は、不正または過誤を問わず、連結財務書類全体として重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得ることであり、我々の意見を含む監査報告書を発行することである。我々の報告は企業体としての貴社に対してのみなさ

れ、その他のいかなる目的も有さない。我々は本報告内容に関して、その他いかなる者に対しても責任を引き受けず、また義

務も負わない。

合理的な保証は、高い水準の保証ではあるが、HKSAsに準拠して実施された監査が重要な虚偽が存在する場合に常にそれを発

見できるという保証ではない。虚偽表示は、不正または過誤から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該連結

財務書類にもとづいて利用者がとる経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があるとみなされ

る。

HKSAsに準拠した監査の一部として、我々は監査を通して専門的判断を行使し、職業的懐疑心を保持した。我々はまた、

・　不正または過誤によるかを問わず、連結財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査

手続を立案、実施し、我々の意見の基礎を提供する十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示を

発見できないリスクは、過誤による当該リスクよりも高くなる。これは、不正は、共謀、偽造、意図的な除外、虚偽表

示、または内部統制の無効化を伴うためである。

・　状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制の理解を得る。ただし、これは、当社グルー

プの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。

・　使用されている会計方針の適切性、ならびに取締役によってなされた会計上の見積り及び関連する開示の合理性を評価

する。
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・　継続企業の前提にもとづく会計処理の取締役による利用の適切性に結論を下し、また、入手した監査証拠にもとづい

て、当社グループの継続企業としての継続能力に重大な疑義を生じさせるような事象または状況に関して、重要な不確

実性が存在するか否か結論を下す。我々が重要な不確実性が存在すると結論付けた場合、我々の監査報告書において、

連結財務書類の関連開示を参照するよう促すか、または当該開示が不十分である場合は我々の意見を修正する必要があ

る。我々の結論は、監査報告書上の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象または状

況が、当社グループが継続企業として継続することを中止させうる。

・　連結財務書類の開示を含む、全体的な表示、構成および内容を評価し、また、連結財務書類が基礎となる取引や事象を

公正な表示方法で表しているかどうかを評価する。

・　連結財務書類に意見表明するために、当社グループ内の事業体や事業活動の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手する。我々は当社グループ監査の指示・監督・実行に責任を負う。我々は我々の監査意見に全責任を負う。

 

我々は、とくに、計画した監査の範囲とその実施時期及び監査上の重要な発見事項（監査の過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む）に関して、監査委員会と協議する。

我々はまた、独立性についての関連倫理規約を遵守している旨を監査委員会に書面で伝達し、また独立性に影響を与えると

合理的に考えられるすべての関係やその他の事項、また該当する場合には脅威を取り除くのに取られた行動や適用されたセー

フガードについて彼らと協議する。

監査委員会との協議事項から、我々は、当年度の連結財務書類監査において最も重要性のある事項、すなわち監査上の主要

な事項を決定する。我々は、かかる事項を監査報告書に記載するが、法令または規制により当該事項の公開が禁止される場

合、あるいは極めて稀な状況ではあるが、当該事項を伝達しないことがかえって公益に適うために我々の報告書で伝達すべき

でないと判断した場合はこの限りではない。

本独立監査人の報告書に至る監査の契約パートナーは、Cheung Ngである。

 

アーンスト・アンド・ヤング

公認会計士事務所

香港、2024年3月28日
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